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【表紙】 
 

【提出書類】 新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部） 

 上場申請会社である株式会社ＱＰＳホールディングス（以下、「当社」または「上場申請会社」といいます。）は株式移

転により2025年12月１日に設立登記する予定です。 

（注） 本報告書提出日の2025年11月４日においては、当社は設立されておりませんが、本報告書は、設立日の2025年12

月１日現在の状況について説明する事前書類ですので、特に必要のある場合を除き、予定・見込みである旨の表

現は使用しておりません。 

 

（上場申請会社） 

【提出先】 株式会社東京証券取引所 代表取締役社長 岩永 守幸 殿 

【提出日】 2025年11月４日 

【会社名】 株式会社ＱＰＳホールディングス 

【英訳名】 QPS Holdings Inc. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 CEO  大西 俊輔 

【本店の所在の場所】 福岡県福岡市中央区天神一丁目15番35号 

【電話番号】 下記の株式会社ＱＰＳ研究所（以下、「ＱＰＳ研究所」といいま

す。）の連絡先をご参照ください。 

【事務連絡者氏名】 同上 

【最寄りの連絡場所】 同上 

【電話番号】 同上 

【事務連絡者氏名】 同上 

 

（新規上場申請のための有価証券報告書提出会社） 
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【代表者の役職氏名】 代表取締役執行役員社長 CEO  大西 俊輔 

【本店の所在の場所】 福岡県福岡市中央区天神一丁目15番35号 

【電話番号】 092-751-3446 

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営管理本部長 CFO  三輪 洋之介 

【最寄りの連絡場所】 福岡県福岡市中央区天神一丁目15番35号 

【電話番号】 092-751-3446 

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営管理本部長 CFO  三輪 洋之介 



- 1 - 

 

第一部【組織再編成に関する情報】 

第１【組織再編成の概要】 

１【組織再編成の目的等】 

１．単独株式移転による持株会社体制への移行の目的及び理由 

 ＱＰＳ研究所は、「宇宙の可能性を広げ、人類の発展に貢献する」というパーパス（レゾンデートル）の下、将

来的に36機の小型ＳＡＲ衛星によるコンステレーションを構築することで、地球上のほぼどこでも任意の地点を平

均10分以内で観測できる、又は特定の地域を選んで平均10分ごとに定点観測できる世界の実現を目指しておりま

す。 

 一方で宇宙業界では、宇宙安全保障の確保、災害対策・国土強靭化への貢献、宇宙科学・探査による新たな知の

創造及び宇宙を推進力とする経済成長とイノベーションの実現へ向けた我が国における宇宙開発の機運は、これま

でにない高まりを見せています。 

 ＱＰＳ研究所は、2025年３月15日にＱＰＳ－ＳＡＲ９号機「スサノオ－Ⅰ」、2025年５月17日にＱＰＳ－ＳＡＲ

10号機「ワダツミ－Ⅰ」、2025年６月12日にＱＰＳ－ＳＡＲ11号機「ヤマツミ－Ⅰ」と数か月の間に３機の打上げ

に成功しており、小型衛星コンステレーション構築に向けて量産体制を整えているところです。 

 このような環境下、中長期的な視点でリスクに対処し持続的な成長を実現するため、持株会社体制への移行が最

適と判断し、実行することとしました。持株会社体制への移行により、ＳＡＲ衛星事業モデルを中核に据えた最適

グループ化、意思決定の迅速化による競争力確保、外資規制リスクへの対処が実現できるものと考えております。 

 

２．上場申請会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と上場申請会社の企業集団の関係 

(1）上場申請会社の企業集団の概要 

① 上場申請会社の概要 

(1）商号 
株式会社ＱＰＳホールディングス 

（英文名：QPS Holdings Inc.） 

(2）事業内容 グループ会社の経営管理及びこれに付帯する業務 

(3）本店所在地 福岡県福岡市中央区天神一丁目15番35号 

(4）代表者及び役員の就

任予定 

代表取締役社長 大西 俊輔 現：ＱＰＳ研究所 代表取締役社長CEO 

取締役 松本 崇良 現：ＱＰＳ研究所 取締役 

取締役 三輪 洋之介 現：ＱＰＳ研究所 取締役 

社外取締役 西村 竜彦 現：ＱＰＳ研究所 社外取締役 

取締役（監査等委員） 坂田 誠治 現：ＱＰＳ研究所 取締役 監査等委員 

社外取締役（監査等委員） 中原 一徳 現：ＱＰＳ研究所 社外取締役 監査等委員 

社外取締役（監査等委員） 橋本 道成 現：ＱＰＳ研究所 社外取締役 監査等委員 

(5）資本金 １億円 

(6）純資産 未定 

(7）総資産 未定 

(8）決算期 ５月31日 
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② 上場申請会社の企業集団の概要 

 当社は新設会社でありますので、本報告書提出日現在において企業集団はありませんが、2025年12月１日時

点では以下のとおりとなる予定です。 

 

株式移転による純粋持株会社の設立（本株式移転の実施） 

 

 

 当社設立後の、当社とＱＰＳ研究所の状況は以下のとおりです。 

 ＱＰＳ研究所は、2025年８月26日に開催された定時株主総会において承認された株式移転計画に基づき、

2025年12月１日（予定）をもって、本株式移転により株式移転設立完全親会社たる当社を設立することにして

おります。 

会社名 住所 
資本金 

(百万円) 
事業の内容 

議決権の
所有割合 
（％） 

役員の兼任等 

資金援助 
営業上の
取引 

設備の賃
貸借 

業務提携
等 当社役員 

（名） 

当社従業員 

（名） 

（連結子会社）           

ＱＰＳ研究所 
福岡県 

福岡市 
6,178 

ＳＡＲシステムを活

用した小型衛星の企

画、製造、運用 

自社の運用する小

型ＳＡＲ衛星から

のＳＡＲ画像デー

タ取得、分析、販

売 

上記に関する技術

コンサルティング 

100.0 4 未定 未定 未定 未定 未定 

 （注）１ 資本金は2025年６月30日時点のものです。 

２ ＱＰＳ研究所は有価証券報告書を提出しております。 

３ ＱＰＳ研究所は当社の特定子会社に該当する予定です。 

４ 本株式移転に伴う当社設立日（2025年12月１日）をもって、ＱＰＳ研究所は当社の株式移転完全子会社とな

り、同社株式は2025年11月27日をもって上場廃止となる予定であります。 

 

(2）上場申請会社の企業集団における組織再編成対象会社と上場申請会社の企業集団の関係 

① 資本関係 

 本株式移転により、ＱＰＳ研究所は当社の完全子会社になる予定です。前記「(1）上場申請会社の企業集団

の概要 ② 上場申請会社の企業集団の概要」の記載をご参照ください。 

 

② 役員の兼任関係 

 当社の取締役は、ＱＰＳ研究所の取締役を兼任する予定です。前記「(1）上場申請会社の企業集団の概要 

② 上場申請会社の企業集団の概要」の記載をご参照ください。 

 

③ 取引関係 

 当社と当社の完全子会社となるＱＰＳ研究所との取引関係は、前記「(1）上場申請会社の企業集団の概要 

② 上場申請会社の企業集団の概要」の記載をご参照ください。 
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２【組織再編成の当事会社の概要】 

 該当事項はありません。 

 

３【組織再編成に係る契約等】 

１．株式移転計画の内容の概要 

 ＱＰＳ研究所は、2025年８月26日に開催された定時株主総会による承認を前提として2025年12月１日（予定）を

もって、当社を株式移転設立完全親会社、ＱＰＳ研究所を株式移転完全子会社とする本株式移転を行うことを内容

とする株式移転計画（以下、「本株式移転計画」という。）を2025年７月11日開催のＱＰＳ研究所の取締役会におい

て承認いたしました。 

 当社は、本株式移転計画に基づき、本株式移転に際し、基準時におけるＱＰＳ研究所の株主に対し、その保有す

るＱＰＳ研究所の普通株式１株につき当社の普通株式１株を割当交付いたします。本株式移転計画は、2025年８月

26日に開催されたＱＰＳ研究所の定時株主総会において、承認可決されました。その他、本株式移転計画において

は、当社の商号、本店所在地、役員、資本金及び準備金の額、株式の上場、株主名簿管理人等につき規定されてお

ります（詳細につきましては、下記「２．株式移転計画の内容」の記載をご参照ください。）。 

 

２．株式移転計画の内容 

 本株式移転計画の内容は、次の「株式移転計画書（写）」に記載のとおりであります。 
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株式移転計画書（写） 

 

 株式会社ＱＰＳ研究所（以下「当社」という。）は、当社を株式移転完全子会社とする株式移転設立完全親会社（以下

「本持株会社」という。）を設立するための株式移転を行うにあたり、次のとおり株式移転計画（以下「本計画」とい

う。）を定める。 

 

（株式移転） 

第１条 本計画の定めるところに従い、当社は、単独株式移転の方法により、本持株会社成立日（第７条に定義する。）

において、当社の発行済株式の全部を本持株会社に取得させる株式移転（以下「本株式移転」という。）を行う。 

 

（本持株会社の目的、商号、本店の所在地、発行可能株式総数その他定款で定める事項） 

第２条 本持株会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数は、次のとおりとする。 

(1）目的 

 本持株会社の目的は、別紙１「株式会社ＱＰＳホールディングス定款」第２条に記載のとおりとする。 

(2）商号 

 本持株会社の商号は、「株式会社ＱＰＳホールディングス」と称し、英文では、「QPS Holdings Inc.」と表示す

る。 

(3）本店の所在地 

 本持株会社の本店の所在地は、福岡市中央区とし、本店の所在場所は、福岡市中央区天神一丁目15番35号とす

る。 

(4）発行可能株式総数 

 本持株会社の発行可能株式総数は、100,000,000株とする。 

２．前項に定めるもののほか、本持株会社の定款で定める事項は、別紙１「株式会社ＱＰＳホールディングス定款」に

記載のとおりとする。 

 

（本持株会社の設立時取締役及び設立時会計監査人の名称） 

第３条 本持株会社の設立時取締役（設立時監査等委員である設立時取締役を除く。）の氏名は、次のとおりとする。 

(1）取締役    大西 俊輔 

(2）取締役    松本 崇良 

(3）取締役    三輪 洋之介 

(4）社外取締役  西村 竜彦 

２．本持株会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。 

(1）取締役    坂田 誠治 

(2）社外取締役  中原 一徳 

(3）社外取締役  橋本 道成 

３．本持株会社の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。 

有限責任監査法人トーマツ 

 

（本株式移転に際して交付する株式及びその割当て） 

第４条 本持株会社は、本株式移転に際して、当社の発行済株式の全部を取得する時点の直前時（以下「基準時」とい

う。）における当社の株主に対し、その保有する当社の普通株式に代わり、当社が基準時に発行している普通株式

の合計に１を乗じて得られる数の合計に相当する数の本持株会社の普通株式を交付する。 

２．本持株会社は、前項の定めにより交付される本持株会社の普通株式を、基準時における当社の株主に対し、その保

有する当社の普通株式１株につき、本持株会社の普通株式１株をもって割り当てる。 

 

（本持株会社の資本金及び準備金に関する事項） 

第５条 本持株会社の設立時における資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。 

(1）資本金の額 

100,000,000円 

(2）資本準備金の額及び利益準備金の額 

 会社計算規則の定めにより、当社が決定する。 
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（本株式移転に際して交付する新株予約権及びその割当て） 

第６条 本持株会社は、本株式移転に際して、基準時における以下の表１第１欄①乃至⑥に掲げる当社が発行している各

新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれの保有する当社の新株予約権に代わり、基準時における当該新株予

約権の総数と同数の、同表第２欄①乃至⑥に掲げる本持株会社の新株予約権をそれぞれ交付する。 

２．本持株会社は、本株式移転に際して、基準時における以下の表１第１欄①乃至⑥に掲げる当社が発行している各新

株予約権の新株予約権者に対して、その保有する以下の表１第１欄①乃至⑥に掲げる新株予約権１個につき、それぞ

れ同表第２欄①乃至⑥に掲げる新株予約権１個を割り当てる。 

 

表１ 

 
第１欄 第２欄 

名称 内容 名称 内容 

① 
株式会社ＱＰＳ研究所 

第１回新株予約権 

別紙２－①－１ 

記載 

株式会社ＱＰＳホールディングス 

第１回新株予約権 

別紙２－①－２ 

記載 

② 
株式会社ＱＰＳ研究所 

第２回新株予約権 

別紙２－②－１ 

記載 

株式会社ＱＰＳホールディングス 

第２回新株予約権 

別紙２－②－２ 

記載 

③ 
株式会社ＱＰＳ研究所 

第４回新株予約権 

別紙２－③－１ 

記載 

株式会社ＱＰＳホールディングス 

第３回新株予約権 

別紙２－③－２ 

記載 

④ 
株式会社ＱＰＳ研究所 

第５回新株予約権 

別紙２－④－１ 

記載 

株式会社ＱＰＳホールディングス 

第４回新株予約権 

別紙２－④－２ 

記載 

⑤ 
株式会社ＱＰＳ研究所 

第６回新株予約権 

別紙２－⑤－１ 

記載 

株式会社ＱＰＳホールディングス 

第５回新株予約権 

別紙２－⑤－２ 

記載 

⑥ 
株式会社ＱＰＳ研究所 

第７回新株予約権 

別紙２－⑥－１ 

記載 

株式会社ＱＰＳホールディングス 

第６回新株予約権 

別紙２－⑥－２ 

記載 

 

（本持株会社の成立日） 

第７条 本持株会社の設立の登記をすべき日（以下「本持株会社成立日」という。）は、2025年12月１日とする。但し、

本株式移転の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、当社の取締役会の決議により本持株会社

成立日を変更することができる。 

 

（本計画承認株主総会） 

第８条 当社は、2025年８月26日を開催日として定時株主総会を招集し、本計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関

する決議を求めることとする。但し、本株式移転の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、当

社の取締役会の決議により当該事項に関する決議を求める株主総会の開催日を変更することができる。 

 

（株式上場） 

第９条 本持株会社は、本持株会社成立日において、その発行する普通株式を株式会社東京証券取引所グロース市場に上

場することを予定する。 

 

（本持株会社の株主名簿管理人） 

第10条 本持株会社の株主名簿管理人は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社とする。 

 

（本計画の効力） 

第11条 本計画は、第８条に定める当社の株主総会において本計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議が得

られなかった場合、本持株会社成立日までに本株式移転についての国内外の法令に定める関係官庁の許認可等が得

られなかった場合、又は、次条に基づき本株式移転を中止する場合には、その効力を失うものとする。 

 

（本計画の変更等） 

第12条 本計画の作成後、本持株会社成立日までの間において、天災地変その他の事由により当社の財産又は経営状態に

重大な変動が生じた場合、本株式移転の実行に重大な支障となる事態が発生又は判明した場合、その他本計画の目

的の達成が困難となった場合には、当社の取締役会の決議により、本株式移転の条件その他本計画の内容を変更し

又は本株式移転を中止することができる。 
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（規定外事項） 

第13条 本計画に定める事項のほか、本株式移転に関して必要な事項については、本株式移転の趣旨に従い、当社がこれ

を決定する。 

 

2025年７月11日 

福岡市中央区天神一丁目15番35号

株式会社ＱＰＳ研究所

代表取締役社長  大西 俊輔
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株式移転計画書の別紙１ 

 

株式会社ＱＰＳホールディングス定款 

 

第１章 総則 

 

（商号） 

第１条 当会社は、株式会社ＱＰＳホールディングスと称し、英文ではQPS Holdings Inc.と表示する。 

 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を行うこと及び次の事業を営む会社（外国会社を含む。）その他の法人等の株式又は持分を

保有することにより当該法人等の事業活動を管理することを目的とする。 

(1）人工衛星、人工衛星搭載機器、精密機器、電子機器、地上設備、ソフトウェア及び情報通信ネットワークの研究

開発、設計、製造、販売、運用、管理及び保守 

(2）人工衛星等が取得したデータに関する事業 

(3）人工衛星等を利用したサービスの提供 

(4）宇宙技術に関する研究会、講習会及びセミナー等の企画、運営 

(5）前各号に関する技術コンサルティング、運用支援、受託、開発指導、講演、教育及び執筆に関する事業 

(6）上記各号に付帯する一切の業務 

 

（本店所在地） 

第３条 当会社は、本店を福岡市中央区に置く。 

 

（機関構成） 

第４条 当会社は、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を置く。 

 

（公告方法） 

第５条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をす

ることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 

 

第２章 株式 

 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、100,000,000株とする。 

 

（単元株式数） 

第７条 当会社の単元株式数は、100株とする。 

 

（単元未満株式の権利制限） 

第８条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 

(1）会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

(2）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 

(3）株主の有する株式数に応じて募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利 

 

（株主名簿管理人） 

第９条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

２ 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。 

３ 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、

これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 

 

（株式取扱規程） 

第10条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程によ

る。 
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（基準日） 

第11条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度

に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 

２ 第１項のほか、必要があるときは、予め公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は

登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。 

 

第３章 株主総会 

 

（招集時期） 

第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後３か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集す

る。 

 

（招集権者） 

第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集する。 

 

（株主総会の議長） 

第14条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。 

２ 取締役社長に事故、もしくは支障があるときは、予め定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 

 

（電子提供措置等） 

第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものと

する。 

２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに

書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 

 

（株主総会の決議） 

第16条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主

の議決権の過半数をもって行う。 

２ 会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。 

 

（議決権の代理行使） 

第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人として、議決権を行使することができる。 

２ 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに提出しなければならない。 

 

（議事録） 

第18条 株主総会の議事については、開催日時、場所、出席した役員、並びに議事の経過の要領及びその結果その他法務

省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、株主総会の日から10年間本店に備置く。 

 

第４章 取締役、代表取締役及び取締役会 

 

（取締役の員数） 

第19条 当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、６名以内とする。 

２ 当会社の監査等委員である取締役は４名以内とする。 

 

（取締役の選任） 

第20条 当会社の取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において、議決権を行

使することができる株主の議決権の３分の１以上に当たる株式を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権

の過半数の決議によって選任する。 

２ 取締役の選任については、累積投票によらない。 
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（取締役の任期） 

第21条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、監査等委員の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会終結の時までとする。 

３ 補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了する時までとする。 

 

（代表取締役及び役付取締役） 

第22条 取締役会は、その決議によって、取締役（監査等委員であるものを除く。）の中から代表取締役を選定する。 

２ 取締役会は、その決議によって、取締役（監査等委員であるものを除く。）の中から社長１名を選定し、必要に応

じて取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 

 

（業務執行） 

第23条 取締役社長は会社の業務を統轄し、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役は社長を補佐し、定められた事務

を分掌処理し、日常業務の執行に当たる。 

２ 取締役社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役が社長の業務を代行する。 

 

（取締役会の招集権者及び議長） 

第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。 

２ 取締役社長に事故があるときは、予め取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。 

 

（取締役会の招集通知） 

第25条 取締役会の招集通知は、会日の３日前までに各取締役に対して発するものとし、緊急の場合にはこれを短縮する

ことができる。 

２ 取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 

 

（取締役会の決議） 

第26条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

 

（取締役会の決議の省略） 

第27条 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わること

ができる取締役の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があっ

たものとみなす。 

 

（重要な業務執行の決定の委任） 

第28条 取締役会は、会社法第399条の13第６項の規定により、その決議によって重要な業務執行（同条第５項各号に掲

げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。 

 

（取締役の報酬） 

第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益（以下、「報酬等」という。）

は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議により定める。 

 

（取締役の責任免除） 

第30条 当会社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第１項に規定する取締役

（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。 

２ 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、任務を

怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額

は、法令が規定する額とする。 

 

（取締役会の議事録） 

第31条 取締役会における議事録は、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事項を記載又は記録し、

出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名する。 
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（取締役会規程） 

第32条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 

 

第５章 監査等委員会 

 

（常勤の監査等委員） 

第33条 監査等委員会は、その決議によって、常勤の監査等委員を選定することができる。 

 

（監査等委員会の招集通知） 

第34条 監査等委員会の招集通知は、会日の３日前までに各監査等委員に対して招集通知を発するものとし、緊急の場合

にはこれを短縮することができる。 

２ 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。 

 

（監査等委員会の決議方法） 

第35条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その監査等委員の過半数をも

って行う。 

 

（監査等委員会の議事録） 

第36条 監査等委員会における議事録は、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事項を記載又は記録

し、出席した監査等委員がこれに記名押印又は電子署名する。 

 

（監査等委員会規則） 

第37条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。 

 

第６章 会計監査人 

 

（会計監査人の選任） 

第38条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 

 

（会計監査人の任期） 

第39条 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま

でとする。 

２ 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任

されたものとみなす。 

 

（会計監査人の報酬等） 

第40条 会計監査人の報酬等は、取締役社長が監査等委員会の同意を得て定める。 

 

（会計監査人の責任免除） 

第41条 当会社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって、会社法第423条第１項に定める会計監

査人の責任を法令の限度において免除することができる。 

２ 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、会計監査人との間に、任務を怠ったことによる賠償責任を限定す

る契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 

 

第７章 計算 

 

（事業年度） 

第42条 当会社の事業年度は、毎年６月１日から翌年５月末日までの年１期とする。 

 

（剰余金の配当等） 

第43条 当会社は、取締役会の決議によって、会社法第459条第１項各号に掲げる事項を定めることができる。 

２ 当会社は、毎年11月末日又は５月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、金

銭による剰余金の配当（以下、「配当金」という。）をすることができる。 
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（配当の除斥期間） 

第44条 配当金が、その支払いの提供の日から３年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払い義務を免れ

るものとする。未払の配当金には利息をつけない。 

 

附則 

 

（最初の事業年度） 

第１条 第42条の規定にかかわらず、当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から2026年５月末日までとする。 

 

（最初の取締役の報酬等） 

第２条 第29条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時までの取締役（監査等委員であ

る取締役を除く。）の報酬等の総額は年額4,875万円以内とする。 

２ 第29条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時までの監査等委員である取締役の

報酬等の総額は年額2,625万円以内とする。 

 

（本附則の削除） 

第３条 本附則は、当会社の成立後最初の定時株主総会の終結の時をもって、削除する。 
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株式移転計画書の別紙２－①－１ 

 

株式会社ＱＰＳ研究所第１回新株予約権の内容 

 

１．本新株予約権の名称 

株式会社ＱＰＳ研究所第１回新株予約権 

 

２．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権１個あたりの目的となる株式の数は、当社普通株式100株とする。但し、本新株予約権１個あたりの目

的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。 

(1）当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその１個あたりの目

的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１株の100分の１未満の端数は切り捨て、金銭

による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数

で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した

数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第２項第

１号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用

されるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

(2）当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株

式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権１個あ

たりの目的たる株式数の調整を行う。 

(3）本項の定めに基づき本新株予約権１個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後

遅滞なく本新株予約権を保有する者（以下「権利者」という。）に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数

及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。 

 

３．本新株予約権の払込金額 

 本新株予約権は無償で発行する。 

 

４．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 １株につき金99円（以下「行使価額」という。）とし、本新株予約権１個あたりの行使に際して出資される財産の価

額は、行使価額に本新株予約権１個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めると

ころに従い調整されることがある。 

(1）当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合に

は、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１円未満の端

数は切り上げる。「無償割当ての比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）を無償割当て

前の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）で除した数を意味する。調整後の行使価額の適用時期は、株式の分割

及び併合については第２項第(1)号の調整後の株式数の適用時期に準じ、無償割当てについては効力発生日（割当て

のための基準日がある場合はその日）の翌日以降適用されるものとする。 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１ 

分割・併合・無償割当ての比率

(2）当社が、(ⅰ)時価を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無償割当てを除く。潜在株式

等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。）、又は(ⅱ)時価を下回る

１株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分（無償割当てによる場合を含むが、

株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。）を行うときは、未行

使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上

げる。なお、上記における「潜在株式等」、「取得原因」及び「取得価額」の意味は以下のとおりとし、以下同様とす

る。 

 「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若

しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利（普通

株式の交付を受けることのできる取得請求権の付された種類株式を目的とする新株予約権のように、複数回の請求又

は事由を通じて普通株式を取得し得るものを含む。）を意味する。 

 「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定

の事由を意味する。 

 「取得価額」とは、普通株式１株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき
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金額を意味する。 

 なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商

品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。平均値の計

算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上

場される前及び上場後45取引日（上場日を含む。）が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時

価とみなす。 

 上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合

は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会社法第209条第１項第２号が適用される場合は、同号に

定める期間の末日）の翌日以降に適用されるものとする。 

 
既発行株式数＋

新発行株式数×１株あたり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価 

既発行株式数＋新発行株式数 

 なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。 

① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数（当社が

保有するものを除く。）及び発行済の潜在株式等（当社が保有するものを除く。）の目的たる普通株式数を合計した

数を意味するものとする（但し、当該調整事由による普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力が上記適用日

の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及び当該発行又は処分される潜在株式等の目的たる普

通株式の数は算入しない。）。 

② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式

の数」と読み替えるものとする。 

③ 当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は

処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「１株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式１株あたり

の取得価額を、それぞれ意味するものとする。 

(3）本項第(2)号の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、当社は適当

と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。 

(4）当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と

認める行使価額の調整を行う。 

(5）当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合において、当

社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項第(2)号に基づく調整は行われないものとする。 

(6）本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく権利者に対して、その旨

並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。 

 

５．本新株予約権を行使することができる期間 

 本新株予約権の割当日後２年を経過した日から2028年８月29日まで。 

 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 

 

６．本新株予約権の行使の条件等 

(1）行使条件 

① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について第７項各号に定める取得事由が発生

していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に

行使を認めた場合はこの限りでない。 

② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使する

ことはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。 

③ 本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとす

る。 

(2）相続 

① 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は、本新株予約権の内容に従って未行使の本新株予約権を相続する

ものとする。但し、相続は１回に限るものとし、権利者の相続人中、本新株予約権を承継する者（以下「権利承継

者」という。）が死亡した場合には、本新株予約権は行使できなくなるものとする。なお、相続については以下の

定め及び権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に定める条件に従う。 

１）本新株予約権を相続した権利者の相続人は、その全員が共同して、相続開始後速やかに、書面により当社に対

して次の各事項を届け出なければならない。 

(a）相続開始の年月日 

(b）本新株予約権に関する遺産分割協議の内容及びその成立年月日 
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(c）権利承継者の氏名及び住所 

(d）権利承継者の代表者（以下「承継者代表者」という。）の氏名及び住所 

(e）上記(a)乃至(d)のほか、当社の定める事項 

２）１）に定める届出に際しては、除籍謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書、その他当社が指定する書類を添付しな

ければならない。 

３）権利承継者は、承継者代表者を通じ、全員が共同して本新株予約権を行使するものとする。承継者代表者は、

本新株予約権の行使及び放棄その他、本新株予約権に関する一切の事項につき全権利承継者を代理する権限を有

する。 

４）権利承継者は、本新株予約権の行使による行使価額の払込義務その他、本新株予約権に関し当社に対し負担す

る一切の債務につき、相互に連帯して履行する義務を負う。 

５）権利行使期間中に上記１）(a)乃至(e)の事項に変更が生じた場合、権利承継者は、書面により速やかに変更内

容を当社に届け出なければならない。 

② 本第(2)号を除く本新株予約権の内容の適用に関しては、権利承継者を権利者とみなす。但し、権利承継者には

第７項第(4)号の規定は適用されないものとする。 

 

７．当社が本新株予約権を取得することができる事由 

 当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じ

た本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議）により別途定め

る日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又

は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には株主総会の

決議）により取得する本新株予約権を決定するものとする。 

(1）当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が

完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）について、法令上

又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議（株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株

主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には取締役の決

定））が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(2）当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者（当社の株主を含む。）に

移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権

を無償で取得することができる。 

(3）当社の株主による株式等売渡請求（会社法第179条の３第１項に定義するものを意味する。）を当社が承認した場合

には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(4）権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。 

① 当社又は当社の子会社（会社法第２条第３号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。）の

取締役又は監査役 

② 当社又は子会社の使用人 

③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的

な契約関係にある者 

(5）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。 

① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合 

② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人

に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を

除く。 

③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合 

④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 

⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとな

った場合 

⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手

続開始の申立があった場合 

⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合 

⑧ 権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は

詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資金提供等

を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合 

⑨ 権利者が本新株予約権の内容又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合 
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(6）権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新株予約権発行後にかかる身

分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新

株予約権を無償で取得することができる。 

① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合 

② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合 

(7）当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、会社法第273条第２項

又は第274条第３項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対

して行えば足りるものとする。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株

予約権を無償で取得することができるものとする。 

 

８．行使手続 

 本新株予約権を行使する者は、当社の指定する請求書を当社に提出し、且つ行使価額の全額を支払わなければならな

い。 

 

９．本新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権を譲渡するには、取締役会（取締役会設置会社でない場合には株主総会）の承認を受けなければならな

い。 

 

10．新株予約権証券 

 本新株予約権の新株予約権証券は発行しない。 

 

11．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本

金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとす

る。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

12．組織再編行為の際の取扱い 

 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対し

て、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は

株式交換若しくは株式移転における完全親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約

権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。 

(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

 権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

 再編対象会社の普通株式とする。 

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、第１項に準じて決定する。 

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、第４項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号

に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 

(5）新株予約権を行使することができる期間 

 第５項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、第５項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。 

(6）権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 

 本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。 

(7）新株予約権の譲渡制限 

 新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株主総会）の承認を要するも

のとする。 

(8）組織再編行為の際の取扱い 

 本項に準じて決定する。 
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13．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取り決め 

 本新株予約権の行使により権利者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるもの

とする。 

 

14．権利者への適用関係等 

 権利者が個人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上法人にのみ適用されるべき条項は、適用されないものとす

る。権利者が法人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上個人にのみ適用されるべき条項は、適用されないものと

する。 

以 上 
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株式移転計画書の別紙２－①－２ 

 

株式会社ＱＰＳホールディングス第１回新株予約権の内容 

 

１．本新株予約権の名称 

株式会社ＱＰＳホールディングス第１回新株予約権 

 

２．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権１個あたりの目的となる株式の数は、当社普通株式100株とする。但し、本新株予約権１個あたりの目

的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。 

(1）当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその１個あたりの目

的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１株の100分の１未満の端数は切り捨て、金銭

による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数

で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した

数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第２項第

１号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用

されるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

(2）当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株

式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認め

る本新株予約権１個あたりの目的たる株式数の調整を行う。 

(3）本項の定めに基づき本新株予約権１個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後

遅滞なく本新株予約権を保有する者（以下「権利者」という。）に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数

及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。 

 

３．本新株予約権の払込金額 

 本新株予約権は無償で発行する。 

 

４．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 １株につき金99円（以下「行使価額」という。）とし、本新株予約権１個あたりの行使に際して出資される財産の価

額は、行使価額に本新株予約権１個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めると

ころに従い調整されることがある。 

(1）当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合に

は、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１円未満の端

数は切り上げる。「無償割当ての比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）を無償割当て

前の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）で除した数を意味する。調整後の行使価額の適用時期は、株式の分割

及び併合については第２項第(1)号の調整後の株式数の適用時期に準じ、無償割当てについては効力発生日（割当て

のための基準日がある場合はその日）の翌日以降適用されるものとする。 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１ 

分割・併合・無償割当ての比率

(2）当社が、(ⅰ)時価を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無償割当てを除く。潜在株式

等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、株式交付及び会社分割に伴うものを除く。）、又は(ⅱ)時価

を下回る１株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分（無償割当てによる場合を

含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。）を行うとき

は、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数

は切り上げる。なお、上記における「潜在株式等」、「取得原因」及び「取得価額」の意味は以下のとおりとし、以下

同様とする。 

 「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若

しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利（普通

株式の交付を受けることのできる取得請求権の付された種類株式を目的とする新株予約権のように、複数回の請求又

は事由を通じて普通株式を取得し得るものを含む。）を意味する。 

 「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定

の事由を意味する。 

 「取得価額」とは、普通株式１株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき
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金額を意味する。 

 なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商

品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。平均値の計

算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上

場される前及び上場後45取引日（上場日を含む。）が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時

価とみなす。 

 上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合

は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会社法第209条第１項第２号が適用される場合は、同号に

定める期間の末日）の翌日以降に適用されるものとする。 

 
既発行株式数＋

新発行株式数×１株あたり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価 

既発行株式数＋新発行株式数 

 なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。 

① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数（当社が

保有するものを除く。）及び発行済の潜在株式等（当社が保有するものを除く。）の目的たる普通株式数を合計した

数を意味するものとする（但し、当該調整事由による普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力が上記適用日

の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及び当該発行又は処分される潜在株式等の目的たる普

通株式の数は算入しない。）。 

② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式

の数」と読み替えるものとする。 

③ 当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は

処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「１株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式１株あたり

の取得価額を、それぞれ意味するものとする。 

(3）本項第(2)号の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、当社は適当

と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。 

(4）当社が合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場

合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。 

(5）当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合において、当

社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項第(2)号に基づく調整は行われないものとする。 

(6）本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく権利者に対して、その旨

並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。 

 

５．本新株予約権を行使することができる期間 

 2025年12月１日から2028年８月29日まで。 

 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 

 

６．本新株予約権の行使の条件等 

(1）行使条件 

① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について第７項各号に定める取得事由が発生

していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に

行使を認めた場合はこの限りでない。 

② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使する

ことはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。 

③ 本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとす

る。 

(2）相続 

① 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は、本新株予約権の内容に従って未行使の本新株予約権を相続する

ものとする。但し、相続は１回に限るものとし、権利者の相続人中、本新株予約権を承継する者（以下「権利承継

者」という。）が死亡した場合には、本新株予約権は行使できなくなるものとする。なお、相続については以下の

定め及び権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に定める条件に従う。 

１）本新株予約権を相続した権利者の相続人は、その全員が共同して、相続開始後速やかに、書面により当社に対

して次の各事項を届け出なければならない。 

(a）相続開始の年月日 

(b）本新株予約権に関する遺産分割協議の内容及びその成立年月日 
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(c）権利承継者の氏名及び住所 

(d）権利承継者の代表者（以下「承継者代表者」という。）の氏名及び住所 

(e）上記(a)乃至(d)のほか、当社の定める事項 

２）１）に定める届出に際しては、除籍謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書、その他当社が指定する書類を添付しな

ければならない。 

３）権利承継者は、承継者代表者を通じ、全員が共同して本新株予約権を行使するものとする。承継者代表者は、

本新株予約権の行使及び放棄その他、本新株予約権に関する一切の事項につき全権利承継者を代理する権限を有

する。 

４）権利承継者は、本新株予約権の行使による行使価額の払込義務その他、本新株予約権に関し当社に対し負担す

る一切の債務につき、相互に連帯して履行する義務を負う。 

５）権利行使期間中に上記１）(a)乃至(e)の事項に変更が生じた場合、権利承継者は、書面により速やかに変更内

容を当社に届け出なければならない。 

② 本第(2)号を除く本新株予約権の内容の適用に関しては、権利承継者を権利者とみなす。但し、権利承継者には

第７項第(5)号の規定は適用されないものとする。 

 

７．当社が本新株予約権を取得することができる事由 

 当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じ

た本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議）により別途定め

る日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又

は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には株主総会の

決議）により取得する本新株予約権を決定するものとする。 

(1）当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が

完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）について、法令上

又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議（株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株

主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には取締役の決

定））が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(2）当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者（当社の株主を含む。）に

移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合（株式交付による場合を除

く。）には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(3）当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上若しくは当社の定款上必要な当社の承認が行

われた場合、又はかかる株式交付の効力発生日が到来した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することがで

きる。 

(4）当社の株主による株式等売渡請求（会社法第179条の３第１項に定義するものを意味する。）を当社が承認した場合

には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(5）権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。 

① 当社又は当社の子会社（会社法第２条第３号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。）の

取締役又は監査役 

② 当社又は子会社の使用人 

③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的

な契約関係にある者 

(6）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。 

① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合 

② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人

に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を

除く。 

③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合 

④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 

⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとな

った場合 

⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手

続開始の申立があった場合 

⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合 

⑧ 権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は

詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資金提供等



- 20 - 

 

を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合 

⑨ 権利者が本新株予約権の内容又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合 

(7）権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新株予約権発行後にかかる身

分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新

株予約権を無償で取得することができる。 

① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合 

② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合 

(8）当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、会社法第273条第２項

又は第274条第３項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対

して行えば足りるものとする。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株

予約権を無償で取得することができるものとする。 

 

８．行使手続 

 本新株予約権を行使する者は、当社の指定する請求書を当社に提出し、且つ行使価額の全額を支払わなければならな

い。 

 

９．本新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権を譲渡するには、取締役会（取締役会設置会社でない場合には株主総会）の承認を受けなければならな

い。 

 

10．新株予約権証券 

 本新株予約権の新株予約権証券は発行しない。 

 

11．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本

金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとす

る。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

12．組織再編行為の際の取扱い 

 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対し

て、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は

株式交換若しくは株式移転における完全親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約

権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。 

(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

 権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

 再編対象会社の普通株式とする。 

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、第１項に準じて決定する。 

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、第４項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号

に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 

(5）新株予約権を行使することができる期間 

 第５項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、第５項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。 

(6）権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 

 本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。 

(7）新株予約権の譲渡制限 

 新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株主総会）の承認を要するも

のとする。 

(8）組織再編行為の際の取扱い 

 本項に準じて決定する。 
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13．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取り決め 

 本新株予約権の行使により権利者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるもの

とする。 

 

14．権利者への適用関係等 

 権利者が個人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上法人にのみ適用されるべき条項は、適用されないものとす

る。権利者が法人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上個人にのみ適用されるべき条項は、適用されないものと

する。 

以 上 
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株式移転計画書の別紙２－②－１ 

 

株式会社ＱＰＳ研究所第２回新株予約権の内容 

 

１．本新株予約権の名称 

株式会社ＱＰＳ研究所第２回新株予約権 

 

２．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権１個あたりの目的となる株式の数は、当社普通株式100株とする。但し、本新株予約権１個あたりの目

的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。 

(1）当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその１個あたりの目

的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１株の100分の１未満の端数は切り捨て、金銭

による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数

で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した

数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第２項第

１号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用

されるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

(2）当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株

式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権１個あ

たりの目的たる株式数の調整を行う。 

(3）本項の定めに基づき本新株予約権１個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後

遅滞なく本新株予約権を保有する者（以下「権利者」という。）に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数

及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。 

 

３．本新株予約権の払込金額及び割当日 

 本新株予約権は無償で発行する。 

 本新株予約権の割当日は2019年８月31日とする。 

 

４．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 １株につき金111円（以下「行使価額」という。）とし、本新株予約権１個あたりの行使に際して出資される財産の価

額は、行使価額に本新株予約権１個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めると

ころに従い調整されることがある。 

(1）当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合に

は、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１円未満の端

数は切り上げる。「無償割当ての比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）を無償割当て

前の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）で除した数を意味する。調整後の行使価額の適用時期は、株式の分割

及び併合については第２項第(1)号の調整後の株式数の適用時期に準じ、無償割当てについては効力発生日（割当て

のための基準日がある場合はその日）の翌日以降適用されるものとする。 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１ 

分割・併合・無償割当ての比率

(2）当社が、(ⅰ)時価を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無償割当てを除く。潜在株式

等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。）、又は(ⅱ)時価を下回る

１株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分（無償割当てによる場合を含むが、

株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。）を行うときは、未行

使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上

げる。なお、上記における「潜在株式等」、「取得原因」及び「取得価額」の意味は以下のとおりとし、以下同様とす

る。 

 「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若

しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利（普通

株式の交付を受けることのできる取得請求権の付された種類株式を目的とする新株予約権のように、複数回の請求又

は事由を通じて普通株式を取得し得るものを含む。）を意味する。 

 「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定

の事由を意味する。 
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 「取得価額」とは、普通株式１株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき

金額を意味する。 

 なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商

品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。平均値の計

算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上

場される前及び上場後45取引日（上場日を含む。）が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時

価とみなす。 

 上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合

は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会社法第209条第１項第２号が適用される場合は、同号に

定める期間の末日）の翌日以降に適用されるものとする。 

 
既発行株式数＋

新発行株式数×１株あたり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価 

既発行株式数＋新発行株式数 

 なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。 

① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数（当社が

保有するものを除く。）及び発行済の潜在株式等（当社が保有するものを除く。）の目的たる普通株式数を合計した

数を意味するものとする（但し、当該調整事由による普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力が上記適用日

の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及び当該発行又は処分される潜在株式等の目的たる普

通株式の数は算入しない。）。 

② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式

の数」と読み替えるものとする。 

③ 当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は

処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「１株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式１株あたり

の取得価額を、それぞれ意味するものとする。 

(3）本項第(2)号の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、当社は適当

と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。 

(4）当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と

認める行使価額の調整を行う。 

(5）当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合において、当

社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項第(2)号に基づく調整は行われないものとする。 

(6）本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく権利者に対して、その旨

並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。 

 

５．本新株予約権を行使することができる期間 

 2021年９月１日から2029年８月30日まで。 

 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 

 

６．本新株予約権の行使の条件等 

(1）行使条件 

① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について第７項各号に定める取得事由が発生

していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に

行使を認めた場合はこの限りでない。 

② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使する

ことはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。 

③ 本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとす

る。 

(2）相続 

① 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は、本新株予約権の内容に従って未行使の本新株予約権を相続する

ものとする。但し、相続は１回に限るものとし、権利者の相続人中、本新株予約権を承継する者（以下「権利承継

者」という。）が死亡した場合には、本新株予約権は行使できなくなるものとする。なお、相続については以下の

定め及び権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に定める条件に従う。 

１）本新株予約権を相続した権利者の相続人は、その全員が共同して、相続開始後速やかに、書面により当社に対

して次の各事項を届け出なければならない。 

(a）相続開始の年月日 
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(b）本新株予約権に関する遺産分割協議の内容及びその成立年月日 

(c）権利承継者の氏名及び住所 

(d）権利承継者の代表者（以下「承継者代表者」という。）の氏名及び住所 

(e）上記(a)乃至(d)のほか、当社の定める事項 

２）１）に定める届出に際しては、除籍謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書、その他当社が指定する書類を添付しな

ければならない。 

３）権利承継者は、承継者代表者を通じ、全員が共同して本新株予約権を行使するものとする。承継者代表者は、

本新株予約権の行使及び放棄その他、本新株予約権に関する一切の事項につき全権利承継者を代理する権限を有

する。 

４）権利承継者は、本新株予約権の行使による行使価額の払込義務その他、本新株予約権に関し当社に対し負担す

る一切の債務につき、相互に連帯して履行する義務を負う。 

５）権利行使期間中に上記１）(a)乃至(e)の事項に変更が生じた場合、権利承継者は、書面により速やかに変更内

容を当社に届け出なければならない。 

② 本第(2)号を除く本新株予約権の内容の適用に関しては、権利承継者を権利者とみなす。但し、権利承継者には

第７項第(4)号の規定は適用されないものとする。 

 

７．当社が本新株予約権を取得することができる事由 

 当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じ

た本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議）により別途定め

る日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又

は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には株主総会の

決議）により取得する本新株予約権を決定するものとする。 

(1）当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が

完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）について、法令上

又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議（株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株

主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には取締役の決

定））が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(2）当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者（当社の株主を含む。）に

移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権

を無償で取得することができる。 

(3）当社の株主による株式等売渡請求（会社法第179条の３第１項に定義するものを意味する。）を当社が承認した場合

には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(4）権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。 

① 当社又は当社の子会社（会社法第２条第３号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。）の

取締役又は監査役 

② 当社又は子会社の使用人 

③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的

な契約関係にある者 

(5）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。 

① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合 

② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人

に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を

除く。 

③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合 

④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 

⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとな

った場合 

⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手

続開始の申立があった場合 

⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合 

⑧ 権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は

詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資金提供等

を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合 

⑨ 権利者が本新株予約権の内容又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合 
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(6）権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新株予約権発行後にかかる身

分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新

株予約権を無償で取得することができる。 

① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合 

② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合 

(7）当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、会社法第273条第２項

又は第274条第３項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対

して行えば足りるものとする。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株

予約権を無償で取得することができるものとする。 

 

８．行使手続 

 本新株予約権を行使する者は、当社の指定する請求書を当社に提出し、且つ行使価額の全額を支払わなければならな

い。 

 

９．本新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権を譲渡するには、取締役会（取締役会設置会社でない場合には株主総会）の承認を受けなければならな

い。 

 

10．新株予約権証券 

 本新株予約権の新株予約権証券は発行しない。 

 

11．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本

金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとす

る。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

12．組織再編行為の際の取扱い 

 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対し

て、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は

株式交換若しくは株式移転における完全親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約

権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。 

(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

 権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

 再編対象会社の普通株式とする。 

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、第１項に準じて決定する。 

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、第４項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号

に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 

(5）新株予約権を行使することができる期間 

 第５項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、第５項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。 

(6）権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 

 本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。 

(7）新株予約権の譲渡制限 

 新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株主総会）の承認を要するも

のとする。 

(8）組織再編行為の際の取扱い 

 本項に準じて決定する。 

  



- 26 - 

 

13．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取り決め 

 本新株予約権の行使により権利者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるもの

とする。 

 

14．権利者への適用関係等 

 権利者が個人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上法人にのみ適用されるべき条項は、適用されないものとす

る。権利者が法人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上個人にのみ適用されるべき条項は、適用されないものと

する。 

以 上 
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株式移転計画書の別紙２－②－２ 

 

株式会社ＱＰＳホールディングス第２回新株予約権の内容 

 

１．本新株予約権の名称 

株式会社ＱＰＳホールディングス第２回新株予約権 

 

２．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権１個あたりの目的となる株式の数は、当社普通株式100株とする。但し、本新株予約権１個あたりの目

的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。 

(1）当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその１個あたりの目

的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１株の100分の１未満の端数は切り捨て、金銭

による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数

で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した

数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第２項第

１号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用

されるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

(2）当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株

式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認め

る本新株予約権１個あたりの目的たる株式数の調整を行う。 

(3）本項の定めに基づき本新株予約権１個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後

遅滞なく本新株予約権を保有する者（以下「権利者」という。）に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数

及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。 

 

３．本新株予約権の払込金額及び割当日 

 本新株予約権は無償で発行する。 

 本新株予約権の割当日は2025年12月１日とする。 

 

４．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 １株につき金111円（以下「行使価額」という。）とし、本新株予約権１個あたりの行使に際して出資される財産の価

額は、行使価額に本新株予約権１個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めると

ころに従い調整されることがある。 

(1）当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合に

は、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１円未満の端

数は切り上げる。「無償割当ての比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）を無償割当て

前の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）で除した数を意味する。調整後の行使価額の適用時期は、株式の分割

及び併合については第２項第(1)号の調整後の株式数の適用時期に準じ、無償割当てについては効力発生日（割当て

のための基準日がある場合はその日）の翌日以降適用されるものとする。 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１ 

分割・併合・無償割当ての比率

(2）当社が、(ⅰ)時価を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無償割当てを除く。潜在株式

等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、株式交付及び会社分割に伴うものを除く。）、又は(ⅱ)時価

を下回る１株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分（無償割当てによる場合を

含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。）を行うとき

は、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数

は切り上げる。なお、上記における「潜在株式等」、「取得原因」及び「取得価額」の意味は以下のとおりとし、以下

同様とする。 

 「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若

しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利（普通

株式の交付を受けることのできる取得請求権の付された種類株式を目的とする新株予約権のように、複数回の請求又

は事由を通じて普通株式を取得し得るものを含む。）を意味する。 

 「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定

の事由を意味する。 
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 「取得価額」とは、普通株式１株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき

金額を意味する。 

 なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商

品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。平均値の計

算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上

場される前及び上場後45取引日（上場日を含む。）が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時

価とみなす。 

 上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合

は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会社法第209条第１項第２号が適用される場合は、同号に

定める期間の末日）の翌日以降に適用されるものとする。 

 
既発行株式数＋

新発行株式数×１株あたり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価 

既発行株式数＋新発行株式数 

 なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。 

① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数（当社が

保有するものを除く。）及び発行済の潜在株式等（当社が保有するものを除く。）の目的たる普通株式数を合計した

数を意味するものとする（但し、当該調整事由による普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力が上記適用日

の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及び当該発行又は処分される潜在株式等の目的たる普

通株式の数は算入しない。）。 

② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式

の数」と読み替えるものとする。 

③ 当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は

処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「１株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式１株あたり

の取得価額を、それぞれ意味するものとする。 

(3）本項第(2)号の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、当社は適当

と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。 

(4）当社が合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場

合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。 

(5）当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合において、当

社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項第(2)号に基づく調整は行われないものとする。 

(6）本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく権利者に対して、その旨

並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。 

 

５．本新株予約権を行使することができる期間 

 2025年12月１日から2029年８月30日まで。 

 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 

 

６．本新株予約権の行使の条件等 

(1）行使条件 

① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について第７項各号に定める取得事由が発生

していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に

行使を認めた場合はこの限りでない。 

② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使する

ことはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。 

③ 本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとす

る。 

(2）相続 

① 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は、本新株予約権の内容に従って未行使の本新株予約権を相続する

ものとする。但し、相続は１回に限るものとし、権利者の相続人中、本新株予約権を承継する者（以下「権利承継

者」という。）が死亡した場合には、本新株予約権は行使できなくなるものとする。なお、相続については以下の

定め及び権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に定める条件に従う。 

１）本新株予約権を相続した権利者の相続人は、その全員が共同して、相続開始後速やかに、書面により当社に対

して次の各事項を届け出なければならない。 

(a）相続開始の年月日 
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(b）本新株予約権に関する遺産分割協議の内容及びその成立年月日 

(c）権利承継者の氏名及び住所 

(d）権利承継者の代表者（以下「承継者代表者」という。）の氏名及び住所 

(e）上記(a)乃至(d)のほか、当社の定める事項 

２）１）に定める届出に際しては、除籍謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書、その他当社が指定する書類を添付しな

ければならない。 

３）権利承継者は、承継者代表者を通じ、全員が共同して本新株予約権を行使するものとする。承継者代表者は、

本新株予約権の行使及び放棄その他、本新株予約権に関する一切の事項につき全権利承継者を代理する権限を有

する。 

４）権利承継者は、本新株予約権の行使による行使価額の払込義務その他、本新株予約権に関し当社に対し負担す

る一切の債務につき、相互に連帯して履行する義務を負う。 

５）権利行使期間中に上記１）(a)乃至(e)の事項に変更が生じた場合、権利承継者は、書面により速やかに変更内

容を当社に届け出なければならない。 

② 本第(2)号を除く本新株予約権の内容の適用に関しては、権利承継者を権利者とみなす。但し、権利承継者には

第７項第(5)号の規定は適用されないものとする。 

 

７．当社が本新株予約権を取得することができる事由 

 当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じ

た本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議）により別途定め

る日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又

は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には株主総会の

決議）により取得する本新株予約権を決定するものとする。 

(1）当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が

完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）について、法令上

又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議（株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株

主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には取締役の決

定））が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(2）当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者（当社の株主を含む。）に

移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合（株式交付による場合を除

く。）には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(3）当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上若しくは当社の定款上必要な当社の承認が行

われた場合、又はかかる株式交付の効力発生日が到来した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することがで

きる。 

(4）当社の株主による株式等売渡請求（会社法第179条の３第１項に定義するものを意味する。）を当社が承認した場合

には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(5）権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。 

① 当社又は当社の子会社（会社法第２条第３号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。）の

取締役又は監査役 

② 当社又は子会社の使用人 

③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的

な契約関係にある者 

(6）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。 

① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合 

② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人

に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を

除く。 

③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合 

④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 

⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとな

った場合 

⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手

続開始の申立があった場合 

⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合 

⑧ 権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は
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詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資金提供等

を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合 

⑨ 権利者が本新株予約権の内容又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合 

(7）権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新株予約権発行後にかかる身

分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新

株予約権を無償で取得することができる。 

① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合 

② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合 

(8）当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、会社法第273条第２項

又は第274条第３項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対

して行えば足りるものとする。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株

予約権を無償で取得することができるものとする。 

 

８．行使手続 

 本新株予約権を行使する者は、当社の指定する請求書を当社に提出し、且つ行使価額の全額を支払わなければならな

い。 

 

９．本新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権を譲渡するには、取締役会（取締役会設置会社でない場合には株主総会）の承認を受けなければならな

い。 

 

10．新株予約権証券 

 本新株予約権の新株予約権証券は発行しない。 

 

11．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本

金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとす

る。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

12．組織再編行為の際の取扱い 

 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対し

て、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は

株式交換若しくは株式移転における完全親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約

権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。 

(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

 権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

 再編対象会社の普通株式とする。 

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、第１項に準じて決定する。 

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、第４項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号

に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 

(5）新株予約権を行使することができる期間 

 第５項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、第５項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。 

(6）権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 

 本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。 

(7）新株予約権の譲渡制限 

 新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株主総会）の承認を要するも

のとする。 

(8）組織再編行為の際の取扱い 

 本項に準じて決定する。  
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13．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取り決め 

 本新株予約権の行使により権利者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるもの

とする。 

 

14．権利者への適用関係等 

 権利者が個人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上法人にのみ適用されるべき条項は、適用されないものとす

る。権利者が法人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上個人にのみ適用されるべき条項は、適用されないものと

する。 

以 上 
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株式移転計画書の別紙２－③－１ 

 

株式会社ＱＰＳ研究所第４回新株予約権の内容 

 

１．本新株予約権の名称 

株式会社ＱＰＳ研究所第４回新株予約権 

 

２．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権１個あたりの目的となる株式の数は、当社普通株式100株とする。但し、本新株予約権１個あたりの目

的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。 

(1）当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその１個あたりの目

的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１株の100分の１未満の端数は切り捨て、金銭

による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数

で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した

数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第２項第

１号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用

されるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

(2）当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株

式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権１個あ

たりの目的たる株式数の調整を行う。 

(3）本項の定めに基づき本新株予約権１個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後

遅滞なく本新株予約権を保有する者（以下「権利者」という。）に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数

及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。 

 

３．本新株予約権の払込金額及び割当日 

 本新株予約権は無償で発行する。 

 本新株予約権の割当日は2020年８月28日とする。 

 

４．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 １株につき金119円（以下「行使価額」という。）とし、本新株予約権１個あたりの行使に際して出資される財産の価

額は、行使価額に本新株予約権１個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めると

ころに従い調整されることがある。 

(1）当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合に

は、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１円未満の端

数は切り上げる。「無償割当ての比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）を無償割当て

前の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）で除した数を意味する。調整後の行使価額の適用時期は、株式の分割

及び併合については第２項第(1)号の調整後の株式数の適用時期に準じ、無償割当てについては効力発生日（割当て

のための基準日がある場合はその日）の翌日以降適用されるものとする。 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１ 

分割・併合・無償割当ての比率

(2）当社が、(ⅰ)時価を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無償割当てを除く。潜在株式

等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。）、又は(ⅱ)時価を下回る

１株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分（無償割当てによる場合を含むが、

株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。）を行うときは、未行

使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上

げる。なお、上記における「潜在株式等」、「取得原因」及び「取得価額」の意味は以下のとおりとし、以下同様とす

る。 

 「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若

しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利（普通

株式の交付を受けることのできる取得請求権の付された種類株式を目的とする新株予約権のように、複数回の請求又

は事由を通じて普通株式を取得し得るものを含む。）を意味する。 

 「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定

の事由を意味する。 
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 「取得価額」とは、普通株式１株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき

金額を意味する。 

 なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商

品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。平均値の計

算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上

場される前及び上場後45取引日（上場日を含む。）が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時

価とみなす。 

 上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合

は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会社法第209条第１項第２号が適用される場合は、同号に

定める期間の末日）の翌日以降に適用されるものとする。 

 
既発行株式数＋

新発行株式数×１株あたり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価 

既発行株式数＋新発行株式数 

 なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。 

① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数（当社が

保有するものを除く。）及び発行済の潜在株式等（当社が保有するものを除く。）の目的たる普通株式数を合計した

数を意味するものとする（但し、当該調整事由による普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力が上記適用日

の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及び当該発行又は処分される潜在株式等の目的たる普

通株式の数は算入しない。）。 

② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式

の数」と読み替えるものとする。 

③ 当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は

処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「１株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式１株あたり

の取得価額を、それぞれ意味するものとする。 

(3）本項第(2)号の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、当社は適当

と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。 

(4）当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と

認める行使価額の調整を行う。 

(5）当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合において、当

社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項第(2)号に基づく調整は行われないものとする。 

(6）本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく権利者に対して、その旨

並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。 

 

５．本新株予約権を行使することができる期間 

 2022年８月29日から2030年８月27日まで。 

 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 

 

６．本新株予約権の行使の条件等 

(1）行使条件 

① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について第７項各号に定める取得事由が発生

していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に

行使を認めた場合はこの限りでない。 

② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使する

ことはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。 

③ 本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとす

る。 

(2）相続 

① 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は、本新株予約権の内容に従って未行使の本新株予約権を相続する

ものとする。但し、相続は１回に限るものとし、権利者の相続人中、本新株予約権を承継する者（以下「権利承継

者」という。）が死亡した場合には、本新株予約権は行使できなくなるものとする。なお、相続については以下の

定め及び権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に定める条件に従う。 

１）本新株予約権を相続した権利者の相続人は、その全員が共同して、相続開始後速やかに、書面により当社に対

して次の各事項を届け出なければならない。 

(a）相続開始の年月日 
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(b）本新株予約権に関する遺産分割協議の内容及びその成立年月日 

(c）権利承継者の氏名及び住所 

(d）権利承継者の代表者（以下「承継者代表者」という。）の氏名及び住所 

(e）上記(a)乃至(d)のほか、当社の定める事項 

２）１）に定める届出に際しては、除籍謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書、その他当社が指定する書類を添付しな

ければならない。 

３）権利承継者は、承継者代表者を通じ、全員が共同して本新株予約権を行使するものとする。承継者代表者は、

本新株予約権の行使及び放棄その他、本新株予約権に関する一切の事項につき全権利承継者を代理する権限を有

する。 

４）権利承継者は、本新株予約権の行使による行使価額の払込義務その他、本新株予約権に関し当社に対し負担す

る一切の債務につき、相互に連帯して履行する義務を負う。 

５）権利行使期間中に上記１）(a)乃至(e)の事項に変更が生じた場合、権利承継者は、書面により速やかに変更内

容を当社に届け出なければならない。 

② 本第(2)号を除く本新株予約権の内容の適用に関しては、権利承継者を権利者とみなす。但し、権利承継者には

第７項第(4)号の規定は適用されないものとする。 

 

７．当社が本新株予約権を取得することができる事由 

 当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じ

た本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議）により別途定め

る日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又

は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には株主総会の

決議）により取得する本新株予約権を決定するものとする。 

(1）当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が

完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）について、法令上

又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議（株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株

主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には取締役の決

定））が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(2）当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者（当社の株主を含む。）に

移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権

を無償で取得することができる。 

(3）当社の株主による株式等売渡請求（会社法第179条の３第１項に定義するものを意味する。）を当社が承認した場合

には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(4）権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。 

① 当社又は当社の子会社（会社法第２条第３号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。）の

取締役又は監査役 

② 当社又は子会社の使用人 

③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的

な契約関係にある者 

(5）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。 

① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合 

② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人

に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を

除く。 

③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合 

④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 

⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとな

った場合 

⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手

続開始の申立があった場合 

⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合 

⑧ 権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は

詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資金提供等

を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合 

⑨ 権利者が本新株予約権の内容又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合 
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(6）権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新株予約権発行後にかかる身

分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新

株予約権を無償で取得することができる。 

① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合 

② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合 

(7）当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、会社法第273条第２項

又は第274条第３項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対

して行えば足りるものとする。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株

予約権を無償で取得することができるものとする。 

 

８．行使手続 

 本新株予約権を行使する者は、当社の指定する請求書を当社に提出し、且つ行使価額の全額を支払わなければならな

い。 

 

９．本新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権を譲渡するには、取締役会（取締役会設置会社でない場合には株主総会）の承認を受けなければならな

い。 

 

10．新株予約権証券 

 本新株予約権の新株予約権証券は発行しない。 

 

11．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本

金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとす

る。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

12．組織再編行為の際の取扱い 

 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対し

て、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は

株式交換若しくは株式移転における完全親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約

権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。 

(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

 権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

 再編対象会社の普通株式とする。 

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、第１項に準じて決定する。 

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、第４項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号

に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 

(5）新株予約権を行使することができる期間 

 第５項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、第５項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。 

(6）権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 

 本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。 

(7）新株予約権の譲渡制限 

 新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株主総会）の承認を要するも

のとする。 

(8）組織再編行為の際の取扱い 

 本項に準じて決定する。 
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13．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取り決め 

 本新株予約権の行使により権利者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるもの

とする。 

 

14．権利者への適用関係等 

 権利者が個人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上法人にのみ適用されるべき条項は、適用されないものとす

る。権利者が法人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上個人にのみ適用されるべき条項は、適用されないものと

する。 

以 上 
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株式移転計画書の別紙２－③－２ 

 

株式会社ＱＰＳホールディングス第３回新株予約権の内容 

 

１．本新株予約権の名称 

株式会社ＱＰＳホールディングス第３回新株予約権 

 

２．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権１個あたりの目的となる株式の数は、当社普通株式100株とする。但し、本新株予約権１個あたりの目

的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。 

(1）当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその１個あたりの目

的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１株の100分の１未満の端数は切り捨て、金銭

による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数

で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した

数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第２項第

１号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用

されるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

(2）当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株

式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認め

る本新株予約権１個あたりの目的たる株式数の調整を行う。 

(3）本項の定めに基づき本新株予約権１個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後

遅滞なく本新株予約権を保有する者（以下「権利者」という。）に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数

及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。 

 

３．本新株予約権の払込金額及び割当日 

 本新株予約権は無償で発行する。 

 本新株予約権の割当日は2025年12月１日とする。 

 

４．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 １株につき金119円（以下「行使価額」という。）とし、本新株予約権１個あたりの行使に際して出資される財産の価

額は、行使価額に本新株予約権１個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めると

ころに従い調整されることがある。 

(1）当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合に

は、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１円未満の端

数は切り上げる。「無償割当ての比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）を無償割当て

前の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）で除した数を意味する。調整後の行使価額の適用時期は、株式の分割

及び併合については第２項第(1)号の調整後の株式数の適用時期に準じ、無償割当てについては効力発生日（割当て

のための基準日がある場合はその日）の翌日以降適用されるものとする。 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１ 

分割・併合・無償割当ての比率

(2）当社が、(ⅰ)時価を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無償割当てを除く。潜在株式

等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、株式交付及び会社分割に伴うものを除く。）、又は(ⅱ)時価

を下回る１株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分（無償割当てによる場合を

含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。）を行うとき

は、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数

は切り上げる。なお、上記における「潜在株式等」、「取得原因」及び「取得価額」の意味は以下のとおりとし、以下

同様とする。 

 「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若

しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利（普通

株式の交付を受けることのできる取得請求権の付された種類株式を目的とする新株予約権のように、複数回の請求又

は事由を通じて普通株式を取得し得るものを含む。）を意味する。 

 「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定

の事由を意味する。 
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 「取得価額」とは、普通株式１株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき

金額を意味する。 

 なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商

品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。平均値の計

算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上

場される前及び上場後45取引日（上場日を含む。）が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時

価とみなす。 

 上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合

は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会社法第209条第１項第２号が適用される場合は、同号に

定める期間の末日）の翌日以降に適用されるものとする。 

 
既発行株式数＋

新発行株式数×１株あたり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価 

既発行株式数＋新発行株式数 

 なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。 

① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数（当社が

保有するものを除く。）及び発行済の潜在株式等（当社が保有するものを除く。）の目的たる普通株式数を合計した

数を意味するものとする（但し、当該調整事由による普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力が上記適用日

の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及び当該発行又は処分される潜在株式等の目的たる普

通株式の数は算入しない。）。 

② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式

の数」と読み替えるものとする。 

③ 当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は

処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「１株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式１株あたり

の取得価額を、それぞれ意味するものとする。 

(3）本項第(2)号の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、当社は適当

と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。 

(4）当社が合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場

合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。 

(5）当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合において、当

社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項第(2)号に基づく調整は行われないものとする。 

(6）本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく権利者に対して、その旨

並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。 

 

５．本新株予約権を行使することができる期間 

 2025年12月１日から2030年８月27日まで。 

 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 

 

６．本新株予約権の行使の条件等 

(1）行使条件 

① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について第７項各号に定める取得事由が発生

していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に

行使を認めた場合はこの限りでない。 

② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使する

ことはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。 

③ 本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとす

る。 

(2）相続 

① 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は、本新株予約権の内容に従って未行使の本新株予約権を相続する

ものとする。但し、相続は１回に限るものとし、権利者の相続人中、本新株予約権を承継する者（以下「権利承継

者」という。）が死亡した場合には、本新株予約権は行使できなくなるものとする。なお、相続については以下の

定め及び権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に定める条件に従う。 

１）本新株予約権を相続した権利者の相続人は、その全員が共同して、相続開始後速やかに、書面により当社に対

して次の各事項を届け出なければならない。 

(a）相続開始の年月日 
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(b）本新株予約権に関する遺産分割協議の内容及びその成立年月日 

(c）権利承継者の氏名及び住所 

(d）権利承継者の代表者（以下「承継者代表者」という。）の氏名及び住所 

(e）上記(a)乃至(d)のほか、当社の定める事項 

２）１）に定める届出に際しては、除籍謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書、その他当社が指定する書類を添付しな

ければならない。 

３）権利承継者は、承継者代表者を通じ、全員が共同して本新株予約権を行使するものとする。承継者代表者は、

本新株予約権の行使及び放棄その他、本新株予約権に関する一切の事項につき全権利承継者を代理する権限を有

する。 

４）権利承継者は、本新株予約権の行使による行使価額の払込義務その他、本新株予約権に関し当社に対し負担す

る一切の債務につき、相互に連帯して履行する義務を負う。 

５）権利行使期間中に上記１）(a)乃至(e)の事項に変更が生じた場合、権利承継者は、書面により速やかに変更内

容を当社に届け出なければならない。 

② 本第(2)号を除く本新株予約権の内容の適用に関しては、権利承継者を権利者とみなす。但し、権利承継者には

第７項第(5)号の規定は適用されないものとする。 

 

７．当社が本新株予約権を取得することができる事由 

 当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じ

た本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議）により別途定め

る日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又

は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には株主総会の

決議）により取得する本新株予約権を決定するものとする。 

(1）当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が

完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）について、法令上

又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議（株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株

主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には取締役の決

定））が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(2）当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者（当社の株主を含む。）に

移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合（株式交付による場合を除

く。）には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(3）当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上若しくは当社の定款上必要な当社の承認が行

われた場合、又はかかる株式交付の効力発生日が到来した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することがで

きる。 

(4）当社の株主による株式等売渡請求（会社法第179条の３第１項に定義するものを意味する。）を当社が承認した場合

には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(5）権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。 

① 当社又は当社の子会社（会社法第２条第３号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。）の

取締役又は監査役 

② 当社又は子会社の使用人 

③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的

な契約関係にある者 

(6）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。 

① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合 

② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人

に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を

除く。 

③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合 

④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 

⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとな

った場合 

⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手

続開始の申立があった場合 

⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合 

⑧ 権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は



- 40 - 

 

詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資金提供等

を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合 

⑨ 権利者が本新株予約権の内容又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合 

(7）権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新株予約権発行後にかかる身

分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新

株予約権を無償で取得することができる。 

① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合 

② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合 

(8）当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、会社法第273条第２項

又は第274条第３項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対

して行えば足りるものとする。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株

予約権を無償で取得することができるものとする。 

 

８．行使手続 

 本新株予約権を行使する者は、当社の指定する請求書を当社に提出し、且つ行使価額の全額を支払わなければならな

い。 

 

９．本新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権を譲渡するには、取締役会（取締役会設置会社でない場合には株主総会）の承認を受けなければならな

い。 

 

10．新株予約権証券 

 本新株予約権の新株予約権証券は発行しない。 

 

11．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本

金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとす

る。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

12．組織再編行為の際の取扱い 

 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対し

て、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は

株式交換若しくは株式移転における完全親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約

権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。 

(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

 権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

 再編対象会社の普通株式とする。 

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、第１項に準じて決定する。 

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、第４項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号

に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 

(5）新株予約権を行使することができる期間 

 第５項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、第５項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。 

(6）権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 

 本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。 

(7）新株予約権の譲渡制限 

 新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株主総会）の承認を要するも

のとする。 

(8）組織再編行為の際の取扱い 

 本項に準じて決定する。  
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13．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取り決め 

 本新株予約権の行使により権利者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるもの

とする。 

 

14．権利者への適用関係等 

 権利者が個人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上法人にのみ適用されるべき条項は、適用されないものとす

る。権利者が法人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上個人にのみ適用されるべき条項は、適用されないものと

する。 

以 上 
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株式移転計画書の別紙２－④－１ 

 

株式会社ＱＰＳ研究所第５回新株予約権の内容 

 

１．本新株予約権の名称 

株式会社ＱＰＳ研究所第５回新株予約権 

 

２．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権１個あたりの目的となる株式の数は、当社普通株式100株とする。但し、本新株予約権１個あたりの目

的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。 

(1）当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその１個あたりの目

的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１株の100分の１未満の端数は切り捨て、金銭

による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数

で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した

数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第２項第

１号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用

されるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

(2）当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株

式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認め

る本新株予約権１個あたりの目的たる株式数の調整を行う。 

(3）本項の定めに基づき本新株予約権１個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後

遅滞なく本新株予約権を保有する者（以下「権利者」という。）に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数

及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。 

 

３．本新株予約権の払込金額及び割当日 

 本新株予約権は無償で発行する。 

 本新株予約権の割当日は2021年６月１日とする。 

 

４．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 １株につき金121円（以下「行使価額」という。）とし、本新株予約権１個あたりの行使に際して出資される財産の価

額は、行使価額に本新株予約権１個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めると

ころに従い調整されることがある。 

(1）当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合に

は、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１円未満の端

数は切り上げる。「無償割当ての比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）を無償割当て

前の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）で除した数を意味する。調整後の行使価額の適用時期は、株式の分割

及び併合については第２項第(1)号の調整後の株式数の適用時期に準じ、無償割当てについては効力発生日（割当て

のための基準日がある場合はその日）の翌日以降適用されるものとする。 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１ 

分割・併合・無償割当ての比率

(2）当社が、(ⅰ)時価を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無償割当てを除く。潜在株式

等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、株式交付及び会社分割に伴うものを除く。）、又は(ⅱ)時価

を下回る１株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分（無償割当てによる場合を

含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。）を行うとき

は、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数

は切り上げる。なお、上記における「潜在株式等」、「取得原因」及び「取得価額」の意味は以下のとおりとし、以下

同様とする。 

 「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若

しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利（普通

株式の交付を受けることのできる取得請求権の付された種類株式を目的とする新株予約権のように、複数回の請求又

は事由を通じて普通株式を取得し得るものを含む。）を意味する。 

 「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定

の事由を意味する。 
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 「取得価額」とは、普通株式１株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき

金額を意味する。 

 なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商

品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。平均値の計

算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上

場される前及び上場後45取引日（上場日を含む。）が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時

価とみなす。 

 上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合

は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会社法第209条第１項第２号が適用される場合は、同号に

定める期間の末日）の翌日以降に適用されるものとする。 

 
既発行株式数＋

新発行株式数×１株あたり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価 

既発行株式数＋新発行株式数 

 なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。 

① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数（当社が

保有するものを除く。）及び発行済の潜在株式等（当社が保有するものを除く。）の目的たる普通株式数を合計した

数を意味するものとする（但し、当該調整事由による普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力が上記適用日

の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及び当該発行又は処分される潜在株式等の目的たる普

通株式の数は算入しない。）。 

② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式

の数」と読み替えるものとする。 

③ 当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は

処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「１株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式１株あたり

の取得価額を、それぞれ意味するものとする。 

(3）本項第(2)号の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、当社は適当

と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。 

(4）当社が合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場

合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。 

(5）当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合において、当

社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項第(2)号に基づく調整は行われないものとする。 

(6）本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく権利者に対して、その旨

並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。 

 

５．本新株予約権を行使することができる期間 

 2023年６月２日から2031年５月31日まで。 

 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 

 

６．本新株予約権の行使の条件等 

(1）行使条件 

① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について第７項各号に定める取得事由が発生

していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に

行使を認めた場合はこの限りでない。 

② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使する

ことはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。 

③ 本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとす

る。 

(2）相続 

① 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は、本新株予約権の内容に従って未行使の本新株予約権を相続する

ものとする。但し、相続は１回に限るものとし、権利者の相続人中、本新株予約権を承継する者（以下「権利承継

者」という。）が死亡した場合には、本新株予約権は行使できなくなるものとする。なお、相続については以下の

定め及び権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に定める条件に従う。 

１）本新株予約権を相続した権利者の相続人は、その全員が共同して、相続開始後速やかに、書面により当社に対

して次の各事項を届け出なければならない。 

(a）相続開始の年月日 
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(b）本新株予約権に関する遺産分割協議の内容及びその成立年月日 

(c）権利承継者の氏名及び住所 

(d）権利承継者の代表者（以下「承継者代表者」という。）の氏名及び住所 

(e）上記(a)乃至(d)のほか、当社の定める事項 

２）１）に定める届出に際しては、除籍謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書、その他当社が指定する書類を添付しな

ければならない。 

３）権利承継者は、承継者代表者を通じ、全員が共同して本新株予約権を行使するものとする。承継者代表者は、

本新株予約権の行使及び放棄その他、本新株予約権に関する一切の事項につき全権利承継者を代理する権限を有

する。 

４）権利承継者は、本新株予約権の行使による行使価額の払込義務その他、本新株予約権に関し当社に対し負担す

る一切の債務につき、相互に連帯して履行する義務を負う。 

５）権利行使期間中に上記１）(a)乃至(e)の事項に変更が生じた場合、権利承継者は、書面により速やかに変更内

容を当社に届け出なければならない。 

② 本第(2)号を除く本新株予約権の内容の適用に関しては、権利承継者を権利者とみなす。但し、権利承継者には

第７項第(5)号の規定は適用されないものとする。 

 

７．当社が本新株予約権を取得することができる事由 

 当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じ

た本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議）により別途定め

る日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又

は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には株主総会の

決議）により取得する本新株予約権を決定するものとする。 

(1）当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が

完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）について、法令上

又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議（株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株

主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には取締役の決

定））が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(2）当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者（当社の株主を含む。）に

移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合（株式交付による場合を除

く。）には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(3）当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上若しくは当社の定款上必要な当社の承認が行

われた場合、又はかかる株式交付の効力発生日が到来した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することがで

きる。 

(4）当社の株主による株式等売渡請求（会社法第179条の３第１項に定義するものを意味する。）を当社が承認した場合

には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(5）権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。 

① 当社又は当社の子会社（会社法第２条第３号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。）の

取締役又は監査役 

② 当社又は子会社の使用人 

③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的

な契約関係にある者 

(6）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。 

① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合 

② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人

に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を

除く。 

③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合 

④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 

⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとな

った場合 

⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手

続開始の申立があった場合 

⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合 

⑧ 権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は
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詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資金提供等

を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合 

⑨ 権利者が本新株予約権の内容又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合 

(7）権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新株予約権発行後にかかる身

分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新

株予約権を無償で取得することができる。 

① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合 

② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合 

(8）当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、会社法第273条第２項

又は第274条第３項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対

して行えば足りるものとする。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株

予約権を無償で取得することができるものとする。 

 

８．行使手続 

 本新株予約権を行使する者は、当社の指定する請求書を当社に提出し、且つ行使価額の全額を支払わなければならな

い。 

 

９．本新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権を譲渡するには、取締役会（取締役会設置会社でない場合には株主総会）の承認を受けなければならな

い。 

 

10．新株予約権証券 

 本新株予約権の新株予約権証券は発行しない。 

 

11．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本

金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとす

る。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

12．組織再編行為の際の取扱い 

 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対し

て、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は

株式交換若しくは株式移転における完全親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約

権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。 

(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

 権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

 再編対象会社の普通株式とする。 

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、第１項に準じて決定する。 

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、第４項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号

に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 

(5）新株予約権を行使することができる期間 

 第５項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、第５項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。 

(6）権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 

 本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。 

(7）新株予約権の譲渡制限 

 新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株主総会）の承認を要するも

のとする。 

(8）組織再編行為の際の取扱い 

 本項に準じて決定する。  
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13．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取り決め 

 本新株予約権の行使により権利者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるもの

とする。 

 

14．権利者への適用関係等 

 権利者が個人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上法人にのみ適用されるべき条項は、適用されないものとす

る。権利者が法人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上個人にのみ適用されるべき条項は、適用されないものと

する。 

以 上 
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株式移転計画書の別紙２－④－２ 

 

株式会社ＱＰＳホールディングス第４回新株予約権の内容 

 

１．本新株予約権の名称 

株式会社ＱＰＳホールディングス第４回新株予約権 

 

２．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権１個あたりの目的となる株式の数は、当社普通株式100株とする。但し、本新株予約権１個あたりの目

的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。 

(1）当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその１個あたりの目

的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１株の100分の１未満の端数は切り捨て、金銭

による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数

で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した

数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第２項第

１号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用

されるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

(2）当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株

式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認め

る本新株予約権１個あたりの目的たる株式数の調整を行う。 

(3）本項の定めに基づき本新株予約権１個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後

遅滞なく本新株予約権を保有する者（以下「権利者」という。）に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数

及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。 

 

３．本新株予約権の払込金額及び割当日 

 本新株予約権は無償で発行する。 

 本新株予約権の割当日は2025年12月１日とする。 

 

４．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 １株につき金121円（以下「行使価額」という。）とし、本新株予約権１個あたりの行使に際して出資される財産の価

額は、行使価額に本新株予約権１個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めると

ころに従い調整されることがある。 

(1）当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合に

は、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１円未満の端

数は切り上げる。「無償割当ての比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）を無償割当て

前の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）で除した数を意味する。調整後の行使価額の適用時期は、株式の分割

及び併合については第２項第(1)号の調整後の株式数の適用時期に準じ、無償割当てについては効力発生日（割当て

のための基準日がある場合はその日）の翌日以降適用されるものとする。 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１ 

分割・併合・無償割当ての比率

(2）当社が、(ⅰ)時価を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無償割当てを除く。潜在株式

等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、株式交付及び会社分割に伴うものを除く。）、又は(ⅱ)時価

を下回る１株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分（無償割当てによる場合を

含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。）を行うとき

は、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数

は切り上げる。なお、上記における「潜在株式等」、「取得原因」及び「取得価額」の意味は以下のとおりとし、以下

同様とする。 

 「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若

しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利（普通

株式の交付を受けることのできる取得請求権の付された種類株式を目的とする新株予約権のように、複数回の請求又

は事由を通じて普通株式を取得し得るものを含む。）を意味する。 

 「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定

の事由を意味する。 
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 「取得価額」とは、普通株式１株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき

金額を意味する。 

 なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商

品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。平均値の計

算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上

場される前及び上場後45取引日（上場日を含む。）が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時

価とみなす。 

 上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合

は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会社法第209条第１項第２号が適用される場合は、同号に

定める期間の末日）の翌日以降に適用されるものとする。 

 
既発行株式数＋

新発行株式数×１株あたり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価 

既発行株式数＋新発行株式数 

 なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。 

① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数（当社が

保有するものを除く。）及び発行済の潜在株式等（当社が保有するものを除く。）の目的たる普通株式数を合計した

数を意味するものとする（但し、当該調整事由による普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力が上記適用日

の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及び当該発行又は処分される潜在株式等の目的たる普

通株式の数は算入しない。）。 

② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式

の数」と読み替えるものとする。 

③ 当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は

処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「１株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式１株あたり

の取得価額を、それぞれ意味するものとする。 

(3）本項第(2)号の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、当社は適当

と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。 

(4）当社が合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場

合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。 

(5）当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合において、当

社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項第(2)号に基づく調整は行われないものとする。 

(6）本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく権利者に対して、その旨

並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。 

 

５．本新株予約権を行使することができる期間 

 2025年12月１日から2031年５月31日まで。 

 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 

 

６．本新株予約権の行使の条件等 

(1）行使条件 

① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について第７項各号に定める取得事由が発生

していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に

行使を認めた場合はこの限りでない。 

② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使する

ことはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。 

③ 本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとす

る。 

(2）相続 

① 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は、本新株予約権の内容に従って未行使の本新株予約権を相続する

ものとする。但し、相続は１回に限るものとし、権利者の相続人中、本新株予約権を承継する者（以下「権利承継

者」という。）が死亡した場合には、本新株予約権は行使できなくなるものとする。なお、相続については以下の

定め及び権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に定める条件に従う。 

１）本新株予約権を相続した権利者の相続人は、その全員が共同して、相続開始後速やかに、書面により当社に対

して次の各事項を届け出なければならない。 

(a）相続開始の年月日 
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(b）本新株予約権に関する遺産分割協議の内容及びその成立年月日 

(c）権利承継者の氏名及び住所 

(d）権利承継者の代表者（以下「承継者代表者」という。）の氏名及び住所 

(e）上記(a)乃至(d)のほか、当社の定める事項 

２）１）に定める届出に際しては、除籍謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書、その他当社が指定する書類を添付しな

ければならない。 

３）権利承継者は、承継者代表者を通じ、全員が共同して本新株予約権を行使するものとする。承継者代表者は、

本新株予約権の行使及び放棄その他、本新株予約権に関する一切の事項につき全権利承継者を代理する権限を有

する。 

４）権利承継者は、本新株予約権の行使による行使価額の払込義務その他、本新株予約権に関し当社に対し負担す

る一切の債務につき、相互に連帯して履行する義務を負う。 

５）権利行使期間中に上記１）(a)乃至(e)の事項に変更が生じた場合、権利承継者は、書面により速やかに変更内

容を当社に届け出なければならない。 

② 本第(2)号を除く本新株予約権の内容の適用に関しては、権利承継者を権利者とみなす。但し、権利承継者には

第７項第(5)号の規定は適用されないものとする。 

 

７．当社が本新株予約権を取得することができる事由 

 当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じ

た本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議）により別途定め

る日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又

は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には株主総会の

決議）により取得する本新株予約権を決定するものとする。 

(1）当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が

完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）について、法令上

又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議（株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株

主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には取締役の決

定））が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(2）当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者（当社の株主を含む。）に

移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合（株式交付による場合を除

く。）には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(3）当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上若しくは当社の定款上必要な当社の承認が行

われた場合、又はかかる株式交付の効力発生日が到来した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することがで

きる。 

(4）当社の株主による株式等売渡請求（会社法第179条の３第１項に定義するものを意味する。）を当社が承認した場合

には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(5）権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。 

① 当社又は当社の子会社（会社法第２条第３号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。）の

取締役又は監査役 

② 当社又は子会社の使用人 

③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的

な契約関係にある者 

(6）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。 

① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合 

② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人

に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を

除く。 

③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合 

④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 

⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとな

った場合 

⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手

続開始の申立があった場合 

⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合 

⑧ 権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は
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詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資金提供等

を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合 

⑨ 権利者が本新株予約権の内容又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合 

(7）権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新株予約権発行後にかかる身

分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新

株予約権を無償で取得することができる。 

① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合 

② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合 

(8）当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、会社法第273条第２項

又は第274条第３項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対

して行えば足りるものとする。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株

予約権を無償で取得することができるものとする。 

 

８．行使手続 

 本新株予約権を行使する者は、当社の指定する請求書を当社に提出し、且つ行使価額の全額を支払わなければならな

い。 

 

９．本新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権を譲渡するには、取締役会（取締役会設置会社でない場合には株主総会）の承認を受けなければならな

い。 

 

10．新株予約権証券 

 本新株予約権の新株予約権証券は発行しない。 

 

11．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本

金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとす

る。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

12．組織再編行為の際の取扱い 

 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対し

て、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は

株式交換若しくは株式移転における完全親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約

権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。 

(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

 権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

 再編対象会社の普通株式とする。 

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、第１項に準じて決定する。 

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、第４項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号

に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 

(5）新株予約権を行使することができる期間 

 第５項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、第５項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。 

(6）権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 

 本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。 

(7）新株予約権の譲渡制限 

 新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株主総会）の承認を要するも

のとする。 

(8）組織再編行為の際の取扱い 

 本項に準じて決定する。  
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13．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取り決め 

 本新株予約権の行使により権利者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるもの

とする。 

 

14．権利者への適用関係等 

 権利者が個人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上法人にのみ適用されるべき条項は、適用されないものとす

る。権利者が法人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上個人にのみ適用されるべき条項は、適用されないものと

する。 

以 上 
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株式移転計画書の別紙２－⑤－１ 

 

株式会社ＱＰＳ研究所第６回新株予約権の内容 

 

１．本新株予約権の名称 

株式会社ＱＰＳ研究所第６回新株予約権 

 

２．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権１個あたりの目的となる株式の数は、当社普通株式100株とする。但し、本新株予約権１個あたりの目

的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。 

(1）当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその１個あたりの目

的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１株の100分の１未満の端数は切り捨て、金銭

による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数

で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した

数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第２項第

１号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用

されるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

(2）当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株

式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認め

る本新株予約権１個あたりの目的たる株式数の調整を行う。 

(3）本項の定めに基づき本新株予約権１個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後

遅滞なく本新株予約権を保有する者（以下「権利者」という。）に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数

及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。 

 

３．本新株予約権の払込金額及び割当日 

 本新株予約権は無償で発行する。 

 本新株予約権の割当日は2022年５月31日とする。 

 

４．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 １株につき金519円（以下「行使価額」という。）とし、本新株予約権１個あたりの行使に際して出資される財産の価

額は、行使価額に本新株予約権１個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めると

ころに従い調整されることがある。 

(1）当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合に

は、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１円未満の端

数は切り上げる。「無償割当ての比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）を無償割当て

前の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）で除した数を意味する。調整後の行使価額の適用時期は、株式の分割

及び併合については第２項第(1)号の調整後の株式数の適用時期に準じ、無償割当てについては効力発生日（割当て

のための基準日がある場合はその日）の翌日以降適用されるものとする。 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１ 

分割・併合・無償割当ての比率

(2）当社が、(ⅰ)時価を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無償割当てを除く。潜在株式

等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、株式交付及び会社分割に伴うものを除く。）、又は(ⅱ)時価

を下回る１株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分（無償割当てによる場合を

含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。）を行うとき

は、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数

は切り上げる。なお、上記における「潜在株式等」、「取得原因」及び「取得価額」の意味は以下のとおりとし、以下

同様とする。 

 「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若

しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利（普通

株式の交付を受けることのできる取得請求権の付された種類株式を目的とする新株予約権のように、複数回の請求又

は事由を通じて普通株式を取得し得るものを含む。）を意味する。 

 「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定

の事由を意味する。 
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 「取得価額」とは、普通株式１株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき

金額を意味する。 

 なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商

品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。平均値の計

算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上

場される前及び上場後45取引日（上場日を含む。）が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時

価とみなす。 

 上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合

は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会社法第209条第１項第２号が適用される場合は、同号に

定める期間の末日）の翌日以降に適用されるものとする。 

 
既発行株式数＋

新発行株式数×１株あたり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価 

既発行株式数＋新発行株式数 

 なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。 

① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数（当社が

保有するものを除く。）及び発行済の潜在株式等（当社が保有するものを除く。）の目的たる普通株式数を合計した

数を意味するものとする（但し、当該調整事由による普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力が上記適用日

の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及び当該発行又は処分される潜在株式等の目的たる普

通株式の数は算入しない。）。 

② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式

の数」と読み替えるものとする。 

③ 当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は

処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「１株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式１株あたり

の取得価額を、それぞれ意味するものとする。 

(3）本項第(2)号の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、当社は適当

と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。 

(4）当社が合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場

合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。 

(5）当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合において、当

社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項第(2)号に基づく調整は行われないものとする。 

(6）本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく権利者に対して、その旨

並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。 

 

５．本新株予約権を行使することができる期間 

 2024年６月１日から2032年５月26日まで。 

 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 

 

６．本新株予約権の行使の条件等 

(1）行使条件 

① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について第７項各号に定める取得事由が発生

していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に

行使を認めた場合はこの限りでない。 

② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使する

ことはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。 

③ 本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとす

る。 

(2）相続 

① 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は、本新株予約権の内容に従って未行使の本新株予約権を相続する

ものとする。但し、相続は１回に限るものとし、権利者の相続人中、本新株予約権を承継する者（以下「権利承継

者」という。）が死亡した場合には、本新株予約権は行使できなくなるものとする。なお、相続については以下の

定め及び権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に定める条件に従う。 

１）本新株予約権を相続した権利者の相続人は、その全員が共同して、相続開始後速やかに、書面により当社に対

して次の各事項を届け出なければならない。 

(a）相続開始の年月日 
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(b）本新株予約権に関する遺産分割協議の内容及びその成立年月日 

(c）権利承継者の氏名及び住所 

(d）権利承継者の代表者（以下「承継者代表者」という。）の氏名及び住所 

(e）上記(a)乃至(d)のほか、当社の定める事項 

２）１）に定める届出に際しては、除籍謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書、その他当社が指定する書類を添付しな

ければならない。 

３）権利承継者は、承継者代表者を通じ、全員が共同して本新株予約権を行使するものとする。承継者代表者は、

本新株予約権の行使及び放棄その他、本新株予約権に関する一切の事項につき全権利承継者を代理する権限を有

する。 

４）権利承継者は、本新株予約権の行使による行使価額の払込義務その他、本新株予約権に関し当社に対し負担す

る一切の債務につき、相互に連帯して履行する義務を負う。 

５）権利行使期間中に上記１）(a)乃至(e)の事項に変更が生じた場合、権利承継者は、書面により速やかに変更内

容を当社に届け出なければならない。 

② 本第(2)号を除く本新株予約権の内容の適用に関しては、権利承継者を権利者とみなす。但し、権利承継者には

第７項第(5)号の規定は適用されないものとする。 

 

７．当社が本新株予約権を取得することができる事由 

 当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じ

た本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議）により別途定め

る日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又

は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には株主総会の

決議）により取得する本新株予約権を決定するものとする。 

(1）当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が

完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）について、法令上

又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議（株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株

主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には取締役の決

定））が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(2）当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者（当社の株主を含む。）に

移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合（株式交付による場合を除

く。）には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(3）当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上若しくは当社の定款上必要な当社の承認が行

われた場合、又はかかる株式交付の効力発生日が到来した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することがで

きる。 

(4）当社の株主による株式等売渡請求（会社法第179条の３第１項に定義するものを意味する。）を当社が承認した場合

には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(5）権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。 

① 当社又は当社の子会社（会社法第２条第３号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。）の

取締役又は監査役 

② 当社又は子会社の使用人 

③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的

な契約関係にある者 

(6）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。 

① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合 

② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人

に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を

除く。 

③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合 

④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 

⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとな

った場合 

⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手

続開始の申立があった場合 

⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合 

⑧ 権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は



- 55 - 

 

詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資金提供等

を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合 

⑨ 権利者が本新株予約権の内容又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合 

(7）権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新株予約権発行後にかかる身

分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新

株予約権を無償で取得することができる。 

① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合 

② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合 

(8）当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、会社法第273条第２項

又は第274条第３項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対

して行えば足りるものとする。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株

予約権を無償で取得することができるものとする。 

 

８．行使手続 

 本新株予約権を行使する者は、当社の指定する請求書を当社に提出し、且つ行使価額の全額を支払わなければならな

い。 

 

９．本新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権を譲渡するには、取締役会（取締役会設置会社でない場合には株主総会）の承認を受けなければならな

い。 

 

10．新株予約権証券 

 本新株予約権の新株予約権証券は発行しない。 

 

11．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本

金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとす

る。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

12．組織再編行為の際の取扱い 

 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対し

て、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は

株式交換若しくは株式移転における完全親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約

権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。 

(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

 権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

 再編対象会社の普通株式とする。 

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、第１項に準じて決定する。 

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、第４項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号

に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 

(5）新株予約権を行使することができる期間 

 第５項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、第５項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。 

(6）権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 

 本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。 

(7）新株予約権の譲渡制限 

 新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株主総会）の承認を要するも

のとする。 

(8）組織再編行為の際の取扱い 

 本項に準じて決定する。  
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13．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取り決め 

 本新株予約権の行使により権利者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるもの

とする。 

 

14．権利者への適用関係等 

 権利者が個人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上法人にのみ適用されるべき条項は、適用されないものとす

る。権利者が法人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上個人にのみ適用されるべき条項は、適用されないものと

する。 

以 上 
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株式移転計画書の別紙２－⑤－２ 

 

株式会社ＱＰＳホールディングス第５回新株予約権の内容 

 

１．本新株予約権の名称 

株式会社ＱＰＳホールディングス第５回新株予約権 

 

２．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権１個あたりの目的となる株式の数は、当社普通株式100株とする。但し、本新株予約権１個あたりの目

的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。 

(1）当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその１個あたりの目

的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１株の100分の１未満の端数は切り捨て、金銭

による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数

で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した

数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第２項第

１号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用

されるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

(2）当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株

式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認め

る本新株予約権１個あたりの目的たる株式数の調整を行う。 

(3）本項の定めに基づき本新株予約権１個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後

遅滞なく本新株予約権を保有する者（以下「権利者」という。）に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数

及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。 

 

３．本新株予約権の払込金額及び割当日 

 本新株予約権は無償で発行する。 

 本新株予約権の割当日は2025年12月１日とする。 

 

４．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 １株につき金519円（以下「行使価額」という。）とし、本新株予約権１個あたりの行使に際して出資される財産の価

額は、行使価額に本新株予約権１個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めると

ころに従い調整されることがある。 

(1）当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合に

は、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１円未満の端

数は切り上げる。「無償割当ての比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）を無償割当て

前の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）で除した数を意味する。調整後の行使価額の適用時期は、株式の分割

及び併合については第２項第(1)号の調整後の株式数の適用時期に準じ、無償割当てについては効力発生日（割当て

のための基準日がある場合はその日）の翌日以降適用されるものとする。 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１ 

分割・併合・無償割当ての比率

(2）当社が、(ⅰ)時価を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無償割当てを除く。潜在株式

等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、株式交付及び会社分割に伴うものを除く。）、又は(ⅱ)時価

を下回る１株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分（無償割当てによる場合を

含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。）を行うとき

は、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数

は切り上げる。なお、上記における「潜在株式等」、「取得原因」及び「取得価額」の意味は以下のとおりとし、以下

同様とする。 

 「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若

しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利（普通

株式の交付を受けることのできる取得請求権の付された種類株式を目的とする新株予約権のように、複数回の請求又

は事由を通じて普通株式を取得し得るものを含む。）を意味する。 

 「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定

の事由を意味する。 
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 「取得価額」とは、普通株式１株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき

金額を意味する。 

 なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商

品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。平均値の計

算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上

場される前及び上場後45取引日（上場日を含む。）が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時

価とみなす。 

 上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合

は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会社法第209条第１項第２号が適用される場合は、同号に

定める期間の末日）の翌日以降に適用されるものとする。 

 
既発行株式数＋

新発行株式数×１株あたり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価 

既発行株式数＋新発行株式数 

 なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。 

① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数（当社が

保有するものを除く。）及び発行済の潜在株式等（当社が保有するものを除く。）の目的たる普通株式数を合計した

数を意味するものとする（但し、当該調整事由による普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力が上記適用日

の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及び当該発行又は処分される潜在株式等の目的たる普

通株式の数は算入しない。）。 

② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式

の数」と読み替えるものとする。 

③ 当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は

処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「１株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式１株あたり

の取得価額を、それぞれ意味するものとする。 

(3）本項第(2)号の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、当社は適当

と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。 

(4）当社が合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場

合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。 

(5）当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合において、当

社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項第(2)号に基づく調整は行われないものとする。 

(6）本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく権利者に対して、その旨

並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。 

 

５．本新株予約権を行使することができる期間 

 2025年12月１日から2032年５月26日まで。 

 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 

 

６．本新株予約権の行使の条件等 

(1）行使条件 

① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について第７項各号に定める取得事由が発生

していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に

行使を認めた場合はこの限りでない。 

② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使する

ことはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。 

③ 本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとす

る。 

(2）相続 

① 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は、本新株予約権の内容に従って未行使の本新株予約権を相続する

ものとする。但し、相続は１回に限るものとし、権利者の相続人中、本新株予約権を承継する者（以下「権利承継

者」という。）が死亡した場合には、本新株予約権は行使できなくなるものとする。なお、相続については以下の

定め及び権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に定める条件に従う。 

１）本新株予約権を相続した権利者の相続人は、その全員が共同して、相続開始後速やかに、書面により当社に対

して次の各事項を届け出なければならない。 

(a）相続開始の年月日 
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(b）本新株予約権に関する遺産分割協議の内容及びその成立年月日 

(c）権利承継者の氏名及び住所 

(d）権利承継者の代表者（以下「承継者代表者」という。）の氏名及び住所 

(e）上記(a)乃至(d)のほか、当社の定める事項 

２）１）に定める届出に際しては、除籍謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書、その他当社が指定する書類を添付しな

ければならない。 

３）権利承継者は、承継者代表者を通じ、全員が共同して本新株予約権を行使するものとする。承継者代表者は、

本新株予約権の行使及び放棄その他、本新株予約権に関する一切の事項につき全権利承継者を代理する権限を有

する。 

４）権利承継者は、本新株予約権の行使による行使価額の払込義務その他、本新株予約権に関し当社に対し負担す

る一切の債務につき、相互に連帯して履行する義務を負う。 

５）権利行使期間中に上記１）(a)乃至(e)の事項に変更が生じた場合、権利承継者は、書面により速やかに変更内

容を当社に届け出なければならない。 

② 本第(2)号を除く本新株予約権の内容の適用に関しては、権利承継者を権利者とみなす。但し、権利承継者には

第７項第(5)号の規定は適用されないものとする。 

 

７．当社が本新株予約権を取得することができる事由 

 当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じ

た本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議）により別途定め

る日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又

は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には株主総会の

決議）により取得する本新株予約権を決定するものとする。 

(1）当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が

完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）について、法令上

又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議（株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株

主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には取締役の決

定））が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(2）当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者（当社の株主を含む。）に

移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合（株式交付による場合を除

く。）には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(3）当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上若しくは当社の定款上必要な当社の承認が行

われた場合、又はかかる株式交付の効力発生日が到来した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することがで

きる。 

(4）当社の株主による株式等売渡請求（会社法第179条の３第１項に定義するものを意味する。）を当社が承認した場合

には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(5）権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。 

① 当社又は当社の子会社（会社法第２条第３号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。）の

取締役又は監査役 

② 当社又は子会社の使用人 

③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的

な契約関係にある者 

(6）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。 

① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合 

② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人

に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を

除く。 

③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合 

④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 

⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとな

った場合 

⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手

続開始の申立があった場合 

⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合 

⑧ 権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は
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詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資金提供等

を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合 

⑨ 権利者が本新株予約権の内容又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合 

(7）権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新株予約権発行後にかかる身

分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新

株予約権を無償で取得することができる。 

① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合 

② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合 

(8）当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、会社法第273条第２項

又は第274条第３項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対

して行えば足りるものとする。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株

予約権を無償で取得することができるものとする。 

 

８．行使手続 

 本新株予約権を行使する者は、当社の指定する請求書を当社に提出し、且つ行使価額の全額を支払わなければならな

い。 

 

９．本新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権を譲渡するには、取締役会（取締役会設置会社でない場合には株主総会）の承認を受けなければならな

い。 

 

10．新株予約権証券 

 本新株予約権の新株予約権証券は発行しない。 

 

11．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本

金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとす

る。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

12．組織再編行為の際の取扱い 

 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対し

て、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は

株式交換若しくは株式移転における完全親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約

権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。 

(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

 権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

 再編対象会社の普通株式とする。 

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、第１項に準じて決定する。 

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、第４項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号

に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 

(5）新株予約権を行使することができる期間 

 第５項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、第５項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。 

(6）権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 

 本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。 

(7）新株予約権の譲渡制限 

 新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株主総会）の承認を要するも

のとする。 

(8）組織再編行為の際の取扱い 

 本項に準じて決定する。  
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13．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取り決め 

 本新株予約権の行使により権利者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるもの

とする。 

 

14．権利者への適用関係等 

 権利者が個人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上法人にのみ適用されるべき条項は、適用されないものとす

る。権利者が法人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上個人にのみ適用されるべき条項は、適用されないものと

する。 

以 上 
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株式移転計画書の別紙２－⑥－１ 

 

株式会社ＱＰＳ研究所第７回新株予約権の内容 

 

１．本新株予約権の名称 

株式会社ＱＰＳ研究所第７回新株予約権 

 

２．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権１個あたりの目的となる株式の数は、当社普通株式100株とする。但し、本新株予約権１個あたりの目

的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。 

(1）当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその１個あたりの目

的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１株の100分の１未満の端数は切り捨て、金銭

による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数

で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した

数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第２項第

１号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用

されるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

(2）当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株

式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認め

る本新株予約権１個あたりの目的たる株式数の調整を行う。 

(3）本項の定めに基づき本新株予約権１個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後

遅滞なく本新株予約権を保有する者（以下「権利者」という。）に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数

及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。 

 

３．本新株予約権の払込金額及び割当日 

 本新株予約権は無償で発行する。 

 本新株予約権の割当日は2023年５月31日とする。 

 

４．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 １株につき金600円（以下「行使価額」という。）とし、本新株予約権１個あたりの行使に際して出資される財産の価

額は、行使価額に本新株予約権１個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めると

ころに従い調整されることがある。 

(1）当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合に

は、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１円未満の端

数は切り上げる。「無償割当ての比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）を無償割当て

前の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）で除した数を意味する。調整後の行使価額の適用時期は、株式の分割

及び併合については第２項第(1)号の調整後の株式数の適用時期に準じ、無償割当てについては効力発生日（割当て

のための基準日がある場合はその日）の翌日以降適用されるものとする。 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１ 

分割・併合・無償割当ての比率

(2）当社が、(ⅰ)時価を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無償割当てを除く。潜在株式

等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、株式交付及び会社分割に伴うものを除く。）、又は(ⅱ)時価

を下回る１株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分（無償割当てによる場合を

含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。）を行うとき

は、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数

は切り上げる。なお、上記における「潜在株式等」、「取得原因」及び「取得価額」の意味は以下のとおりとし、以下

同様とする。 

 「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若

しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利（普通

株式の交付を受けることのできる取得請求権の付された種類株式を目的とする新株予約権のように、複数回の請求又

は事由を通じて普通株式を取得し得るものを含む。）を意味する。 

 「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定

の事由を意味する。 
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 「取得価額」とは、普通株式１株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき

金額を意味する。 

 なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商

品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。平均値の計

算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上

場される前及び上場後45取引日（上場日を含む。）が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時

価とみなす。 

 上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合

は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会社法第209条第１項第２号が適用される場合は、同号に

定める期間の末日）の翌日以降に適用されるものとする。 

 
既発行株式数＋

新発行株式数×１株あたり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価 

既発行株式数＋新発行株式数 

 なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。 

① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数（当社が

保有するものを除く。）及び発行済の潜在株式等（当社が保有するものを除く。）の目的たる普通株式数を合計した

数を意味するものとする（但し、当該調整事由による普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力が上記適用日

の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及び当該発行又は処分される潜在株式等の目的たる普

通株式の数は算入しない。）。 

② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式

の数」と読み替えるものとする。 

③ 当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は

処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「１株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式１株あたり

の取得価額を、それぞれ意味するものとする。 

(3）本項第(2)号の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、当社は適当

と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。 

(4）当社が合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場

合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。 

(5）当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合において、当

社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項第(2)号に基づく調整は行われないものとする。 

(6）本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく権利者に対して、その旨

並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。 

 

５．本新株予約権を行使することができる期間 

 2025年６月１日から2033年５月26日まで。 

 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 

 

６．本新株予約権の行使の条件等 

(1）行使条件 

① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について第７項各号に定める取得事由が発生

していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に

行使を認めた場合はこの限りでない。 

② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使する

ことはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。 

③ 本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとす

る。 

(2）相続 

① 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は、本新株予約権の内容に従って未行使の本新株予約権を相続する

ものとする。但し、相続は１回に限るものとし、権利者の相続人中、本新株予約権を承継する者（以下「権利承継

者」という。）が死亡した場合には、本新株予約権は行使できなくなるものとする。なお、相続については以下の

定め及び権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に定める条件に従う。 

１）本新株予約権を相続した権利者の相続人は、その全員が共同して、相続開始後速やかに、書面により当社に対

して次の各事項を届け出なければならない。 

(a）相続開始の年月日 
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(b）本新株予約権に関する遺産分割協議の内容及びその成立年月日 

(c）権利承継者の氏名及び住所 

(d）権利承継者の代表者（以下「承継者代表者」という。）の氏名及び住所 

(e）上記(a)乃至(d)のほか、当社の定める事項 

２）１）に定める届出に際しては、除籍謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書、その他当社が指定する書類を添付しな

ければならない。 

３）権利承継者は、承継者代表者を通じ、全員が共同して本新株予約権を行使するものとする。承継者代表者は、

本新株予約権の行使及び放棄その他、本新株予約権に関する一切の事項につき全権利承継者を代理する権限を有

する。 

４）権利承継者は、本新株予約権の行使による行使価額の払込義務その他、本新株予約権に関し当社に対し負担す

る一切の債務につき、相互に連帯して履行する義務を負う。 

５）権利行使期間中に上記１）(a)乃至(e)の事項に変更が生じた場合、権利承継者は、書面により速やかに変更内

容を当社に届け出なければならない。 

② 本第(2)号を除く本新株予約権の内容の適用に関しては、権利承継者を権利者とみなす。但し、権利承継者には

第７項第(5)号の規定は適用されないものとする。 

 

７．当社が本新株予約権を取得することができる事由 

 当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じ

た本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議）により別途定め

る日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又

は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には株主総会の

決議）により取得する本新株予約権を決定するものとする。 

(1）当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が

完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）について、法令上

又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議（株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株

主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には取締役の決

定））が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(2）当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者（当社の株主を含む。）に

移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合（株式交付による場合を除

く。）には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(3）当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上若しくは当社の定款上必要な当社の承認が行

われた場合、又はかかる株式交付の効力発生日が到来した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することがで

きる。 

(4）当社の株主による株式等売渡請求（会社法第179条の３第１項に定義するものを意味する。）を当社が承認した場合

には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(5）権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。 

① 当社又は当社の子会社（会社法第２条第３号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。）の

取締役又は監査役 

② 当社又は子会社の使用人 

③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的

な契約関係にある者 

(6）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。 

① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合 

② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人

に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を

除く。 

③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合 

④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 

⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとな

った場合 

⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手

続開始の申立があった場合 

⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合 

⑧ 権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は
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詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資金提供等

を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合 

⑨ 権利者が本新株予約権の内容又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合 

(7）権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新株予約権発行後にかかる身

分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新

株予約権を無償で取得することができる。 

① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合 

② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合 

(8）当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、会社法第273条第２項

又は第274条第３項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対

して行えば足りるものとする。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株

予約権を無償で取得することができるものとする。 

 

８．行使手続 

 本新株予約権を行使する者は、当社の指定する請求書を当社に提出し、且つ行使価額の全額を支払わなければならな

い。 

 

９．本新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権を譲渡するには、取締役会（取締役会設置会社でない場合には株主総会）の承認を受けなければならな

い。 

 

10．新株予約権証券 

 本新株予約権の新株予約権証券は発行しない。 

 

11．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本

金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとす

る。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

12．組織再編行為の際の取扱い 

 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対し

て、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は

株式交換若しくは株式移転における完全親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約

権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。 

(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

 権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

 再編対象会社の普通株式とする。 

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、第１項に準じて決定する。 

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、第４項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号

に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 

(5）新株予約権を行使することができる期間 

 第５項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、第５項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。 

(6）権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 

 本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。 

(7）新株予約権の譲渡制限 

 新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株主総会）の承認を要するも

のとする。 

(8）組織再編行為の際の取扱い 

 本項に準じて決定する。  
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13．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取り決め 

 本新株予約権の行使により権利者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるもの

とする。 

 

14．権利者への適用関係等 

 権利者が個人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上法人にのみ適用されるべき条項は、適用されないものとす

る。権利者が法人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上個人にのみ適用されるべき条項は、適用されないものと

する。 

以 上 
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株式移転計画書の別紙２－⑥－２ 

 

株式会社ＱＰＳホールディングス第６回新株予約権の内容 

 

１．本新株予約権の名称 

株式会社ＱＰＳホールディングス第６回新株予約権 

 

２．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権１個あたりの目的となる株式の数は、当社普通株式100株とする。但し、本新株予約権１個あたりの目

的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。 

(1）当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその１個あたりの目

的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１株の100分の１未満の端数は切り捨て、金銭

による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数

で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した

数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第２項第

１号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用

されるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

(2）当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株

式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認め

る本新株予約権１個あたりの目的たる株式数の調整を行う。 

(3）本項の定めに基づき本新株予約権１個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後

遅滞なく本新株予約権を保有する者（以下「権利者」という。）に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数

及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。 

 

３．本新株予約権の払込金額及び割当日 

 本新株予約権は無償で発行する。 

 本新株予約権の割当日は2025年12月１日とする。 

 

４．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 １株につき金600円（以下「行使価額」という。）とし、本新株予約権１個あたりの行使に際して出資される財産の価

額は、行使価額に本新株予約権１個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めると

ころに従い調整されることがある。 

(1）当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合に

は、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１円未満の端

数は切り上げる。「無償割当ての比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）を無償割当て

前の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）で除した数を意味する。調整後の行使価額の適用時期は、株式の分割

及び併合については第２項第(1)号の調整後の株式数の適用時期に準じ、無償割当てについては効力発生日（割当て

のための基準日がある場合はその日）の翌日以降適用されるものとする。 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１ 

分割・併合・無償割当ての比率

(2）当社が、(ⅰ)時価を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無償割当てを除く。潜在株式

等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、株式交付及び会社分割に伴うものを除く。）、又は(ⅱ)時価

を下回る１株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分（無償割当てによる場合を

含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。）を行うとき

は、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数

は切り上げる。なお、上記における「潜在株式等」、「取得原因」及び「取得価額」の意味は以下のとおりとし、以下

同様とする。 

 「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若

しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利（普通

株式の交付を受けることのできる取得請求権の付された種類株式を目的とする新株予約権のように、複数回の請求又

は事由を通じて普通株式を取得し得るものを含む。）を意味する。 

 「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定

の事由を意味する。 
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 「取得価額」とは、普通株式１株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき

金額を意味する。 

 なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商

品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。平均値の計

算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上

場される前及び上場後45取引日（上場日を含む。）が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時

価とみなす。 

 上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合

は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会社法第209条第１項第２号が適用される場合は、同号に

定める期間の末日）の翌日以降に適用されるものとする。 

 
既発行株式数＋

新発行株式数×１株あたり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価 

既発行株式数＋新発行株式数 

 なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。 

① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数（当社が

保有するものを除く。）及び発行済の潜在株式等（当社が保有するものを除く。）の目的たる普通株式数を合計した

数を意味するものとする（但し、当該調整事由による普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力が上記適用日

の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及び当該発行又は処分される潜在株式等の目的たる普

通株式の数は算入しない。）。 

② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式

の数」と読み替えるものとする。 

③ 当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は

処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「１株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式１株あたり

の取得価額を、それぞれ意味するものとする。 

(3）本項第(2)号の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、当社は適当

と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。 

(4）当社が合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場

合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。 

(5）当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合において、当

社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項第(2)号に基づく調整は行われないものとする。 

(6）本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく権利者に対して、その旨

並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。 

 

５．本新株予約権を行使することができる期間 

 2025年12月１日から2033年５月26日まで。 

 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 

 

６．本新株予約権の行使の条件等 

(1）行使条件 

① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について第７項各号に定める取得事由が発生

していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に

行使を認めた場合はこの限りでない。 

② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使する

ことはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。 

③ 本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとす

る。 

(2）相続 

① 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は、本新株予約権の内容に従って未行使の本新株予約権を相続する

ものとする。但し、相続は１回に限るものとし、権利者の相続人中、本新株予約権を承継する者（以下「権利承継

者」という。）が死亡した場合には、本新株予約権は行使できなくなるものとする。なお、相続については以下の

定め及び権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に定める条件に従う。 

１）本新株予約権を相続した権利者の相続人は、その全員が共同して、相続開始後速やかに、書面により当社に対

して次の各事項を届け出なければならない。 

(a）相続開始の年月日 
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(b）本新株予約権に関する遺産分割協議の内容及びその成立年月日 

(c）権利承継者の氏名及び住所 

(d）権利承継者の代表者（以下「承継者代表者」という。）の氏名及び住所 

(e）上記(a)乃至(d)のほか、当社の定める事項 

２）１）に定める届出に際しては、除籍謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書、その他当社が指定する書類を添付しな

ければならない。 

３）権利承継者は、承継者代表者を通じ、全員が共同して本新株予約権を行使するものとする。承継者代表者は、

本新株予約権の行使及び放棄その他、本新株予約権に関する一切の事項につき全権利承継者を代理する権限を有

する。 

４）権利承継者は、本新株予約権の行使による行使価額の払込義務その他、本新株予約権に関し当社に対し負担す

る一切の債務につき、相互に連帯して履行する義務を負う。 

５）権利行使期間中に上記１）(a)乃至(e)の事項に変更が生じた場合、権利承継者は、書面により速やかに変更内

容を当社に届け出なければならない。 

② 本第(2)号を除く本新株予約権の内容の適用に関しては、権利承継者を権利者とみなす。但し、権利承継者には

第７項第(5)号の規定は適用されないものとする。 

 

７．当社が本新株予約権を取得することができる事由 

 当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じ

た本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議）により別途定め

る日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又

は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には株主総会の

決議）により取得する本新株予約権を決定するものとする。 

(1）当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が

完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）について、法令上

又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議（株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株

主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には取締役の決

定））が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(2）当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者（当社の株主を含む。）に

移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合（株式交付による場合を除

く。）には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(3）当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上若しくは当社の定款上必要な当社の承認が行

われた場合、又はかかる株式交付の効力発生日が到来した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することがで

きる。 

(4）当社の株主による株式等売渡請求（会社法第179条の３第１項に定義するものを意味する。）を当社が承認した場合

には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

(5）権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。 

① 当社又は当社の子会社（会社法第２条第３号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。）の

取締役又は監査役 

② 当社又は子会社の使用人 

③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的

な契約関係にある者 

(6）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。 

① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合 

② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人

に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を

除く。 

③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合 

④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 

⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとな

った場合 

⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手

続開始の申立があった場合 

⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合 

⑧ 権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は
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詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資金提供等

を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合 

⑨ 権利者が本新株予約権の内容又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合 

(7）権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新株予約権発行後にかかる身

分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新

株予約権を無償で取得することができる。 

① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合 

② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合 

(8）当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、会社法第273条第２項

又は第274条第３項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対

して行えば足りるものとする。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株

予約権を無償で取得することができるものとする。 

 

８．行使手続 

 本新株予約権を行使する者は、当社の指定する請求書を当社に提出し、且つ行使価額の全額を支払わなければならな

い。 

 

９．本新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権を譲渡するには、取締役会（取締役会設置会社でない場合には株主総会）の承認を受けなければならな

い。 

 

10．新株予約権証券 

 本新株予約権の新株予約権証券は発行しない。 

 

11．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本

金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとす

る。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

12．組織再編行為の際の取扱い 

 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対し

て、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は

株式交換若しくは株式移転における完全親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約

権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。 

(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

 権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

 再編対象会社の普通株式とする。 

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、第１項に準じて決定する。 

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、第４項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号

に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 

(5）新株予約権を行使することができる期間 

 第５項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、第５項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。 

(6）権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 

 本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。 

(7）新株予約権の譲渡制限 

 新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株主総会）の承認を要するも

のとする。 

(8）組織再編行為の際の取扱い 

 本項に準じて決定する。  
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13．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取り決め 

 本新株予約権の行使により権利者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるもの

とする。 

 

14．権利者への適用関係等 

 権利者が個人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上法人にのみ適用されるべき条項は、適用されないものとす

る。権利者が法人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上個人にのみ適用されるべき条項は、適用されないものと

する。 

以 上 
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４【組織再編成に係る割当ての内容及びその算定根拠】 

１．株式移転比率 

会社名 
株式会社ＱＰＳホールディングス 
（株式移転設立完全親会社） 

株式会社ＱＰＳ研究所 
（株式移転完全子会社） 

株式移転比率 1 1 

 （注）１ 本株式移転に伴い、ＱＰＳ研究所の普通株式１株に対して当社の普通株式１株を割当交付いたします。な

お、当社の単元株式数は100株です。 

２ 当社が本株式移転により発行する新株式数（予定）：普通株式47,561,000株 

ＱＰＳ研究所の発行済株式総数47,561,000株（2025年５月31日時点）に基づいて記載しております。ただ

し、本株式移転の効力発生に先立ち、ＱＰＳ研究所の発行済株式総数が変動した場合には、当社が交付する

上記新株式数は変動いたします。 

３ 単元未満株式の取扱い 

本株式移転により、１単元（100株）未満の当社の普通株式（以下、「単元未満株式」という。）の割当てを

受けるＱＰＳ研究所の株主の皆様につきましては、その所有する単元未満株式を東京証券取引所その他の金

融商品取引所において売却することはできません。そのような単元未満株式を所有することとなる株主の皆

様は、会社法第192条第１項の規定に基づき、当社に対し、自己の所有する単元未満株式を買い取ることを

請求することが可能です。 

 

２．株式移転比率の算定根拠等 

 本株式移転は、ＱＰＳ研究所の単独株式移転によって完全親会社１社を設立するものであり、当社の株式はすべ

て本株式移転の効力発生直前のＱＰＳ研究所の株主の皆様のみに割り当てられることになります。 

 ＱＰＳ研究所の株主の皆様に不利益を与えないことを第一義として、本株式移転の効力発生直前のＱＰＳ研究所

の株主構成と当社の設立直後の株主構成に変化がないことから、株主の皆様が保有するＱＰＳ研究所の普通株式１

株に対して当社の普通株式１株を割り当てることといたします。 

 なお、上記の理由により、第三者算定機関による株式移転比率の算定は行っておりません。 

 

３．本株式移転に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

 ＱＰＳ研究所が発行している新株予約権については、ＱＰＳ研究所新株予約権の保有者に対し、その保有する当

該新株予約権に代えて、当該新株予約権と同等の内容かつ同一の数の当社の新株予約権が交付され、割り当てられ

ます。 

 なお、ＱＰＳ研究所は新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

５【組織再編成対象会社の発行有価証券と組織再編成によって発行される有価証券との相違】 

 該当事項はありません。 
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６【組織再編成対象会社の発行する証券保有者の有する権利】 

１．組織再編成対象会社の普通株式に関する取扱い 

① 買取請求権の行使の方法について 

 ＱＰＳ研究所の株主が、その保有するＱＰＳ研究所の普通株式につき、ＱＰＳ研究所に対して会社法第806条

に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2025年８月26日に開催された定時株主総会に先立って

本株式移転に反対する旨をＱＰＳ研究所に対し通知し、かつ、上記株主総会において本株式移転に反対し、ＱＰ

Ｓ研究所が、上記株主総会の決議の日（2025年８月26日）から２週間以内の会社法第806条第３項の通知に代え

て社債、株式等の振替に関する法律第161条第２項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る

株式の数を明らかにして行う必要があります。 

 

② 議決権の行使の方法について 

 ＱＰＳ研究所の株主による議決権の行使の方法としては、2025年８月26日に開催された定時株主総会に出席し

て議決権を行使する方法があります（なお、株主は、ＱＰＳ研究所の議決権を有する他の株主１名を代理人とし

て、その議決権を行使することができます。この場合、当該株主又は代理人は、株主総会ごとに作成された、当

該株主総会に関する代理権を証明する書面を、ＱＰＳ研究所に提出する必要があります。）。また、郵送又はイン

ターネットによって議決権を行使する方法もあります。 

 郵送による議決権の行使は、上記株主総会に関する株主総会参考書類同封の議決権行使書用紙に賛否を表示

し、ＱＰＳ研究所に2025年８月25日午後６時までに到着するように返送することが必要となります。 

 なお、各議案について賛否の記載がない議決権行使書面が提出された場合は、賛成の意思表示があったものと

して取り扱います。 

 インターネットによる議決権の行使は、議決権行使サイトhttps://evote.tr.mufg.jp/にアクセスし、上記議

決権行使書用紙に記載のＱＲコードを読み取るか、「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」を入力のうえ、画面

の案内にしたがって、2025年８月25日午後６時までに、各議案に対する賛否を登録することが必要となります。 

 なお、郵送により議決権を行使し、インターネットでも議決権を行使した場合は、到達日時を問わずインター

ネットによる議決権行使が有効なものとされます。また、インターネットで議決権を複数回行使した場合は、最

後の議決権行使が有効なものとされます。 

 株主は、複数の議決権を有する場合、会社法第313条に基づき、その有する議決権を統一しないで行使するこ

とができます。ただし、当該株主は、2025年８月23日までに、ＱＰＳ研究所に対してその有する議決権を統一し

ないで行使する旨及びその理由を通知する必要があります。また、ＱＰＳ研究所は、当該株主が他人のために株

式を有する者でないときは、当該株主がその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことがあります。 

 

③ 組織再編成によって発行される株式の受取方法について 

 本株式移転によって発行される当社の普通株式は、基準時におけるＱＰＳ研究所の株主に割り当てられます。

ＱＰＳ研究所の株主は、自己のＱＰＳ研究所の株式が記録されている振替口座に、当社の株式が記録されること

により、当社の株式を受け取ることができます。 

 

２．組織再編成対象会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

① 買取請求権の行使の方法について 

 本株式移転に際して、ＱＰＳ研究所が発行している新株予約権については、本株式移転計画における会社法第

773条第１項第９号又は第10号に掲げる事項についての定めが当該新株予約権に係る会社法第236条第１項第８号

の条件（同号ホに関するものに限ります。）に合致するため、会社法第808条第１項第３号の規定により、新株予

約権買取請求権が発生いたしません。なお、ＱＰＳ研究所は、新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

② 組織再編成によって発行される新株予約権の受取方法について 

 本株式移転によって発行される新株予約権は、基準時におけるＱＰＳ研究所の新株予約権者原簿に記載又は記

録されたＱＰＳ研究所の新株予約権者に割り当てられます。新株予約権者は、当社の新株予約権原簿に記載又は

記録されることにより、当社の新株予約権を受け取ることができます。 
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７【組織再編成に関する手続】 

１．組織再編成に関し会社法等に基づき備置がなされている書類の種類及びその概要並びに当該書類の閲覧方法 

 本株式移転に関し、ＱＰＳ研究所は、会社法第803条第１項及び会社法施行規則第206条の各規定に基づき、①株

式移転計画、②会社法第773条第１項第５号及び第６号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項、③会

社法第808条第３項第３号に定める新株予約権に係る会社法第773条第１項第９号及び第10号に掲げる事項について

の定めの相当性に関する事項、④ＱＰＳ研究所の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の

負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象を記載した書面を、ＱＰＳ研究所の本店において2025年８

月８日よりそれぞれ備え置いております。 

 ①は、2025年７月11日開催のＱＰＳ研究所の取締役会において承認された株式移転計画です。②は、本株式移転

に際して株式移転比率及びその株式移転比率の算定根拠並びに上記株式移転計画において定める当社の資本金及び

準備金の額に関する事項が相当であることを説明するものです。③は、本株式移転に伴う新株予約権の割当て等に

係る定め等の相当性に関する事項について説明するものです。④は、ＱＰＳ研究所の最終事業年度末日後に生じた

重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象を説明するものです。 

 これらの書類は、ＱＰＳ研究所の本店において閲覧することができます。なお、本株式移転が効力を生ずる日ま

での間に、上記①から④に掲げる事項に変更が生じた場合には、変更後の事項を記載した書面を追加で備え置きま

す。 

 

２．株主総会等の組織再編成に係る手続の方法及び日程 

定時株主総会基準日       2025年５月31日 

株式移転計画承認取締役会    2025年７月11日 

株式移転計画承認定時株主総会  2025年８月26日 

ＱＰＳ研究所株式上場廃止日   2025年11月27日（予定） 

当社設立登記日（効力発生日）  2025年12月１日（予定） 

当社株式上場日         2025年12月１日（予定） 

 ただし、本株式移転の手続き進行上の必要性その他の事由により、日程を変更することがあります。 

 

３．組織再編成対象会社が発行者である有価証券の所有者が当該組織再編成行為に際して買取請求権を行使する方法 

① 普通株式について 

 ＱＰＳ研究所の株主が、その保有するＱＰＳ研究所の普通株式につき、ＱＰＳ研究所に対して会社法第806条

に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2025年８月26日に開催された定時株主総会に先立って

本株式移転に反対する旨をＱＰＳ研究所に対し通知し、かつ、上記株主総会において本株式移転に反対し、ＱＰ

Ｓ研究所が、上記株主総会の決議の日（2025年８月26日）から２週間以内の会社法第806条第３項の通知に代え

て社債、株式等の振替に関する法律第161条第２項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る

株式の数を明らかにして行う必要があります。 

 

② 新株予約権について 

 本株式移転に際して、ＱＰＳ研究所が発行している新株予約権については、本株式移転計画における会社法第

773条第１項第９号及び第10号に掲げる事項についての定めが当該新株予約権に係る会社法第236条第１項第８号

の条件（同号ホに関するものに限ります。）に合致するため、会社法第808条第１項第３号の規定により、新株予

約権買取請求権が発生いたしません。 
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第２【統合財務情報】 
１．当社 

 当社は新設会社であるため、本報告書提出日現在において財務情報はありません。 

 

２．組織再編成後の当社 

 上記のとおり、当社には本報告書提出日現在において財務情報はありませんが、組織再編成対象会社であるＱＰＳ

研究所の経営指標は当社の連結経営指標に反映されるものと考えられます。 

 

３．組織再編成対象会社 

 当社の完全子会社となるＱＰＳ研究所の最近会計年度に係る主要な経営指標等については、以下のとおりです。 

主要な経営指標等の推移 

回次 第16期 第17期 第18期 第19期 第20期 

決算年月 2021年５月 2022年５月 2023年５月 2024年５月 2025年５月 

売上高 （百万円） 4 18 372 1,653 2,681 

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △630 △385 △323 207 △210 

当期純損失（△） （百万円） △631 △387 △1,105 △427 △1,848 

持分法を適用した場合の投資利益 （百万円） － － － － － 

資本金 （百万円） 100 10 100 1,939 6,108 

発行済株式総数       

普通株式 （株） 80,000 80,000 80,000 36,337,800 47,561,000 

Ａ種優先株式 （株） 96,507 96,507 96,507 － － 

Ｂ種優先株式 （株） － 70,022 84,308 － － 

純資産額 （百万円） 775 5,283 5,199 8,437 14,879 

総資産額 （百万円） 1,109 5,664 5,832 12,821 23,920 

１株当たり純資産額 （円） △12,690.71 △106.85 △142.54 232.21 312.75 

１株当たり配当額 
（円） 

－ － － － － 

（うち１株当たり中間配当額） (－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純損失（△） （円） △7,890.56 △48.40 △138.15 △15.14 △47.53 

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 69.92 93.26 89.15 65.81 62.20 

自己資本利益率 （％） － － － － － 

株価収益率 （倍） － － － － － 

配当性向 （％） － － － － － 

営業活動によるキャッシュ・フロ

ー 
（百万円） － △527 △149 706 1,473 

投資活動によるキャッシュ・フロ

ー 
（百万円） － △1,734 △896 △3,755 △7,040 

財務活動によるキャッシュ・フロ

ー 
（百万円） － 4,881 1,000 5,394 11,534 

現金及び現金同等物の期末残高 （百万円） － 3,575 3,524 5,868 11,833 

従業員数 
（人） 

22 31 41 51 62 

［外、平均臨時雇用者数］ [1] [1] [4] [6] [9]

 （注）１ ＱＰＳ研究所は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。 



- 76 - 

 

２ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第17期の期首から適用してお

り、第17期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。 

３ 持分法を適用した場合の投資利益については、持分法を適用する関連会社が存在しないため記載しておりま

せん。 

４ ＱＰＳ研究所は、2023年７月12日開催の取締役会決議により、2023年８月30日付で普通株式１株につき100

株の割合で株式分割を行っておりますが、第17期の期首に当該株式の分割が行われたと仮定し、１株当たり

純資産額及び１株当たり当期純損失を算定しております。 

５ 第16期から第18期までの潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するもののＱＰ

Ｓ研究所株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、また当期純損失であるため、記載してお

りません。また、第19期及び第20期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在す

るものの当期純損失であるため、記載しておりません。 

６ 第16期から第18期までの株価収益率については、ＱＰＳ研究所株式は非上場であるため、記載しておりませ

ん。また、第19期及び第20期の株価収益率については、１株当たり当期純損失が計上されているため記載し

ておりません。 

７ 第16期から第20期の自己資本利益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。 

８ 従業員数は、ＱＰＳ研究所から社外への出向者を除き、社外からＱＰＳ研究所への出向者を含む就業人員で

あります。また、臨時雇用者数は期中平均人員を［ ］外数で記載しております。 

９ 第17期以降の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

令第59号）に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任監査法人

トーマツの監査を受けております。第16期の財務諸表については、「会社計算規則」（平成18年法務省令第13

号）に基づき算出した各数値を記載しておりますが、当該各数値については、金融商品取引法第193条の２

第１項の規定に基づく、有限責任監査法人トーマツの監査を受けておりません。なお、第16期の財務諸表に

ついては、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツの監査を受けておりま

す。 

10 主要な経営指標等のうち、第17期よりキャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、第16期のキャッ

シュ・フロー計算書に係る各項目については記載しておりません。 

 

第３【発行者（その関連者）と組織再編成対象会社との重要な契約】 
 該当事項はありません。 
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第二部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 前記「第一部 組織再編成に関する情報 第２ 統合財務情報」に記載のとおりです。 

 

２【沿革】 

2025年７月11日 ＱＰＳ研究所の取締役会において、本株式移転による当社の設立を内容とする「株式

移転計画書」の作成を決議 

2025年８月26日 ＱＰＳ研究所の定時株主総会において、単独株式移転の方法により当社を設立し、Ｑ

ＰＳ研究所がその完全子会社となることについて決議 

2025年12月１日（予定） ＱＰＳ研究所が単独株式移転の方法により当社を設立（予定） 

 当社の普通株式を東京証券取引所グロース市場に上場（予定） 

 なお、当社の完全子会社となるＱＰＳ研究所の沿革につきましては、ＱＰＳ研究所の有価証券報告書（2025年８月

27日提出）をご参照ください。 

 

３【事業の内容】 

 当社は、持株会社として、グループ戦略の立案・決定のほか、グループ会社の事業活動の管理、その経営の支援や

指導等、グループ会社の経営管理（企画、人事、財務、経理、総務業務等）と研究開発や技術サポート及びこれに附

帯又は関連する業務を行う予定です。 

 また、当社の完全子会社となるＱＰＳ研究所の主な事業の内容は以下のとおりです。 

 ＱＰＳ研究所では、地球のリアルタイム観測が当たり前となった世界を実現するため、①夜間や悪天候時でも撮影

が可能であること、及び②常に衛星が上空を飛んでいる状態にするために多数の衛星を打ち上げることの両方を実現

するべく、小型ＳＡＲ衛星の開発及び製造を行い、小型ＳＡＲ衛星により取得した地球観測衛星データ及び画像の提

供を主な事業（以下「地球観測衛星データ事業」という。）としております。 

 ＱＰＳ研究所では、2019年12月に実証試験機である小型ＳＡＲ衛星１号機（愛称「イザナギ」）を、2021年１月に

同じく実証試験機である２号機（愛称「イザナミ」）を打ち上げました。2021年５月には２号機イザナミにより高精

細モード（分解能70cm）の地球観測画像の取得に成功し、2021年12月より２号機による地球観測画像の販売を開始い

たしました。３号機及び４号機は2022年10月のイプシロン６号機の打上げ失敗により損失を被ったものの、商用機で

ある３号機以降の衛星開発は１号機及び２号機による実証結果を踏まえて改善を施しており、2024年５月期に３機、

2025年５月期に３機の打上げを成功させ、2025年５月末時点においては７号機（ツクヨミ－Ⅱ）・８号機（アマテル

－Ⅳ）の２機によって画像販売事業を展開しております。 

 ＱＰＳ研究所では今後の本格的な事業展開に先立ち、日本政府による宇宙開発利用加速化プログラム（以下「スタ

ーダストプログラム」という。）に参画し、地震や津波、台風などの自然災害に強い経済社会システムを構築してい

く取り組みである国土強靭化等の特に公益性の高い分野において、ＳＡＲ衛星による観測データを提供しておりま

す。スターダストプログラムを通じてＱＰＳ研究所は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（東京都調布市、以

下、「ＪＡＸＡ」という。）を管轄する文部科学省だけでなく様々な官公庁と連携することで、災害時の対応や電力会

社等におけるインフラ管理等、多くの分野で協働の可能性を検討しております。 

 ＱＰＳ研究所の地球観測衛星データ事業は上記の特徴から安全保障分野の需要が高く、2022年５月期よりサービス

を開始しております。現在は特に安全保障、海洋監視、インフラ管理、防災・森林監視について働きかけており、従

来の常識では考えられなかった新たなサービスを創出してまいります。なお当社は地球観測衛星データ事業の単一セ

グメントであります。 
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［事業系統図］ 

 ＱＰＳ研究所の事業系統図は以下のとおりであります。 

 

 

４【関係会社の状況】 

 当社は新設会社であるため、本報告書提出日現在において関係会社はありません。当社の完全子会社となるＱＰＳ

研究所にも関係会社はありません。 
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５【従業員の状況】 

(1）当社の状況 

 当社は新設会社であるため、未定です。 

 

(2）連結会社の状況 

 当社の完全子会社となるＱＰＳ研究所の2025年５月31日現在の従業員の状況は以下のとおりです。 

2025年５月31日現在
 

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

62（9） 43.2 2.8 6,816 

 （注）１ 従業員数は就業人員（ＱＰＳ研究所から社外への出向者を除き、社外からＱＰＳ研究所への出向者を含

む。）であります。また、平均臨時雇用者数は（）外数で記載しております。 

２ 平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。 

３ ＱＰＳ研究所は、地球観測衛星データ事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数は記載し

ておりません。 

 

(3）労働組合の状況 

① 当社の状況 

 当社は新設会社であるため、該当事項はありません。 

 

② 連結会社の状況 

 当社の完全子会社となるＱＰＳ研究所において結成されております労働組合は、全日本電機・電子・情報関連

産業労働組合連合会に所属しております。労使関係は円満であり、特記すべき事項はありません。 

 

(4）管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異 

① 当社の状況 

 当社は新設会社であるため、該当事項はありません。 

 

② 連結会社の状況 

 当社の完全子会社となるＱＰＳ研究所は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律

第64号）」及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76

号）」の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。 
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第２【事業の状況】 

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 

 当社は新設会社であるため、該当事項はありません。なお、当社の完全子会社となるＱＰＳ研究所の経営方針、経

営環境及び対処すべき課題等については、ＱＰＳ研究所の有価証券報告書（2025年８月27日提出）をご参照くださ

い。 

 

２【サステナビリティに関する考え方及び取組】 

 当社は本報告書提出日現在において設立されておりませんが、本株式移転によりＱＰＳ研究所の完全親会社となる

ため、当社の設立後は、本報告書提出日現在におけるＱＰＳ研究所のサステナビリティに関する考え方及び取組が当

社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組となり得ることが想定されます。本報告書提出日現在におけ

るＱＰＳ研究所のサステナビリティに関する考え方及び取組は以下のとおりです。 

 なお、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、別段の記載がない限り、本報告書

提出日現在においてＱＰＳ研究所が判断したものです。 

(1）ガバナンス 

 ＱＰＳ研究所はサステナビリティ関連の機会及びリスクを、事業を取り巻く様々なリスクの１つと見なして、取

締役会の諮問機関であるリスク・コンプライアンス委員会において、リスク・コンプライアンス管理の全社的推進

及びリスク・コンプライアンス管理に必要な情報の共有化を図っております。 

 

(2）戦略 

 サステナビリティをめぐる課題への対応は、全世界的な宇宙開発の加速局面において予想される様々なリスクの

減少だけでなく、人類が安心して生活するための安全保障や防災・減災といった分野において、小型ＳＡＲ衛星に

よる収益機会の創出にもつながる重要な経営課題であると認識しており、潜在的なリスクの早期発見と同様に中長

期的な企業価値の向上の観点から議論しております。 

・人的資本の活用に関する考え方 

 「九州に宇宙産業を根付かせる」ことを創業目的とするＱＰＳ研究所では、事業基盤の強化と拡大に必要な人材

の採用に取り組んでおります。20代から80代まで従業員の年齢構成は幅広く、管理職には女性も複数名登用してお

り、九州出身者に限らず様々なバックグラウンドと専門知識・技能を持った人材が活躍しております。また、男女

ともに全社員が活躍できる雇用環境の整備を行い、すべての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、

「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画」を策定しております。具体的な取り組みとして、コーポレートサ

イト等において活躍する女性社員を紹介するなど、女性が活躍できる企業であることを表明し応募者の増加を図っ

て参ります。 

 

(3）リスク管理 

 ＱＰＳ研究所のリスク管理体制としては、リスク・コンプライアンス規程を定め、社長を委員長とするリスク・

コンプライアンス委員会にて、事業を取り巻く様々なリスクを洗い出し、適切な対応策の検討並びに実践を図り、

リスクの未然防止及び低減に取り組んでおります。 

 

(4）指標及び目標 

 ＱＰＳ研究所は目まぐるしく移り変わる国際的なビジネス環境の中でも、文字どおりグローバルな宇宙産業の中

で、言語や時差の壁を越えて、迅速にリスク及び機会を評価・管理し対応しております。そのため、現時点では長

期的に評価・管理する指標及び目標の特定を行っておりません。今後、長期的な評価・管理について検討を進める

中で、必要がある場合には設定を行ってまいります。 
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３【事業等のリスク】 

 当社は本報告書提出日現在において設立されておりませんが、本株式移転によりＱＰＳ研究所の完全親会社となる

ため、当社の設立後は、本報告書提出日現在におけるＱＰＳ研究所の事業等のリスクの多くは当社グループの事業等

のリスクとなり得ることが想定されます。本報告書提出日現在におけるＱＰＳ研究所の事業等のリスクは以下のとお

りです。 

 なお、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、別段の記載がない限り、本報告書

提出日現在においてＱＰＳ研究所が判断したものです。 

(1）事業環境に関するリスク 

① 市場について 

発生可能性：中、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：高 

 ＱＰＳ研究所が属するＳＡＲ衛星の世界市場は近年急速に成長を続けており、2025年の市場規模は約67億ド

ル（ＵＳＤ＠150円換算で約１兆円）と推測され、2034年には約215億ドル（ＵＳＤ＠150円換算で３兆2,250億

円）まで拡大する（出典：Research and Markets社「Synthetic Aperture Radar Global Market Report 

2025」）と想定されています。しかしながら、光学衛星に対するＳＡＲ衛星の認知は徐々に高まってはいるも

のの依然として不十分であり、ＱＰＳ研究所の取引は、防衛・防災等の特に公益性の高い分野に需要のある国

内官公庁に限定されております。民間部門への拡がりはまだ端緒についたばかりであり、国内市場の成長ペー

スが大きく伸長しない可能性があり、ＱＰＳ研究所の事業及び業績に影響を与える可能性があります。また、

市場の拡大が進んだ場合であっても、ＱＰＳ研究所が同様のペースで順調に成長しない可能性があります。さ

らに、市場が成熟していないため、今後、大手企業や新興企業による新規参入等により市場シェアの構成が急

激に変化した場合には、ＱＰＳ研究所の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 競合について 

発生可能性：中、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：高 

 ＱＰＳ研究所は、衛星リモートセンシング領域において事業展開しております。当該分野のうち光学衛星に

ついては大型から小型の衛星まで多くの企業等が事業を展開しておりますが、ＱＰＳ研究所が手掛けるＳＡＲ

衛星については、大型衛星の運用実績は見られるものの、小型衛星については技術的なハードルが高いことも

あり世界的に見ても参入を果たしている企業は限定的な状況であります。ＱＰＳ研究所としましては、優位性

をもって引き続き事業の拡大及び競争力の強化を努めてまいりますが、今後優れた競合企業の登場、競合企業

による更なる技術革新や付加価値の高いビジネスモデル・ソリューションの出現等により、ＱＰＳ研究所の競

争力が低下する可能性があり競争優位性を失った場合には、ＱＰＳ研究所の事業及び業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

 

③ 技術革新について 

発生可能性：中、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中 

 ＱＰＳ研究所は、小型ＳＡＲ衛星のＱＰＳ研究所特有の製造技術・ノウハウ・知見及び運用実績を軸に事業

を展開しており、当該技術及びその周辺技術の競争優位性を維持・強化し続けることが重要であると認識して

おります。また、ＱＰＳ研究所は、すでに保有している技術・ノウハウ等の維持・強化だけでなく、継続的な

研究開発による新技術の積極的な獲得・展開を行い、一層強固なサービス提供体制を構築していく方針であ

り、優秀なエンジニアの採用・育成や職場環境の整備により技術革新や顧客ニーズの変化に迅速に対応できる

よう努めております。しかしながら、技術革新等への対応が遅れた場合や、研究開発費等の想定以上の多額の

費用が発生した場合には、ＱＰＳ研究所の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④ 法規制等について 

発生可能性：低、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：高 

 ＱＰＳ研究所の主要な事業活動の前提となる事項について、ＱＰＳ研究所は無線局（人工衛星局及び地球

局）に対する総務大臣の免許（電波法第４条）、衛星リモートセンシング装置に対する内閣総理大臣による使

用の許可（衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律（以下「リモセン法」という。）

第４条第１項）及び人工衛星に対する内閣総理大臣による管理の許可（人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管

理に関する法律（以下「宇宙活動法」という。）第20条）を取得しております。 

 電波法第13条に基づき、無線局（人工衛星局及び地球局）に対する免許の有効期間は、免許の日から起算し

て五年を超えない範囲内において総務省令で定められており、再免許を受けることも可能となっています。電

波法第５条に定める欠格事由（外国の法人又は団体、等）に該当する場合には、免許が与えられません。ま

た、同第76条に定める取消事由に該当する場合等には、総務大臣は無線局の運用の停止や免許の取り消しがで

きます。ＱＰＳ研究所は外国籍の者を代表者とせず、外国人株主の議決権は三分の一未満であるため、電波法
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第５条の欠格事由には該当いたしません。また、通常の無線局の運用を行う上において、同第76条の取消事由

に該当する要因は無いと考えます。 

 リモセン法に有効期限その他の期限はございませんが、衛星リモートセンシング装置の使用を終了するとき

は、同第15条第２項に基づき終了措置を講じ、遅滞なくその措置の内容を内閣総理大臣に届け出なければなり

ません。また、通常の無線局の運用を行う上において、同第17条の取消事由に該当する要因は無いと考えま

す。 

 宇宙活動法に有効期限その他の期限はございませんが、人工衛星の管理を終了するときは、宇宙活動法第28

条第１項に基づきあらかじめその旨を内閣総理大臣に届け出るとともに、終了措置を講じなければなりませ

ん。また通常の無線局の運用を行う上において、同第30条の取消事由に該当する要因は無いと考えます。 

 その他法規制として国内においては、人工衛星の製造・輸出に関する法規制として、関税法、外国為替及び

外国貿易法、及び輸出管理令、衛星通信に関する法規制として、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規

則（ＩＴＵ）、及びその他法規制として、知的財産関連法（知的財産基本法、特許法、著作権法、不正競争防

止法等）、製造物責任法、民法等の法的規制の適用を受けております。これらの法令等に違反した場合や社会

的要請に反した行動等により法令による処罰・訴訟の提起・社会的制裁・事業停止命令等を受けた場合には、

ＱＰＳ研究所の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、国内外における衛星の打上げ、運用及び商業利用に対して適用される現行の制度を変更するような法

令等が新たに制定されたり、ＱＰＳ研究所の事業に不利益となる改正等が行われたりした場合には、事業運営

上の制約が生じる可能性があり、これによりＱＰＳ研究所の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 上記リスクへの対策として、ＱＰＳ研究所はリスク・コンプライアンス規程を制定しＱＰＳ研究所役職員に

対し規程の遵守を求めるとともに、リスク・コンプライアンス統括責任者を任命し、同責任者を委員長とする

リスク・コンプライアンス委員会を設置して定期的に開催することとしております。また、コンプライアンス

を社内に定着させていくために、「コンプライアンスマニュアル」を定めるとともに、取締役及び使用人への

教育、研修等を行っており、ＱＰＳ研究所の事業活動又は取締役及び使用人に法令違反の疑義のある行為等を

発見した場合、速やかに通報・相談できる窓口を社内及び社外に設置し、適切に運用しております。しかしな

がら、このような法令遵守の体制及び対策を取ったとしても、法令違反の可能性を完全に排除できないリスク

や国内外における新たな法令等の制定や改正に関する情報の入手が遅れる等、適切な対応が行えず、事業運営

に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤ いわゆる外資規制に関するリスクについて 

発生可能性：低、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：高 

 ＱＰＳ研究所は、運用する人工衛星につき電波法で定める無線局としての免許を受けております。電波法に

は、(ⅰ)日本の国籍を有しない人、(ⅱ)外国政府若しくはその代表者又は(ⅲ)外国の法人若しくは団体（以下

「外国人等」という。）が議決権の三分の一以上を占めるものには無線局の免許を与えない旨の規定があり、

ＱＰＳ研究所の株主構成の変動により上記に該当することとなった場合には、新たに無線局の免許を受けるこ

とができないこととなることに加え、保有している無線局の免許が取り消される可能性があります。 

 しかしながら、電波法には、一定の場合に外国人等の株主名簿への記載又は記録を拒む権利等、上記の事態

を防止する手段が定められていません。ＱＰＳ研究所では、2025年５月末日現在における外国人等の議決権比

率が12.1％であることからも、当該比率が早急に三分の一以上となることは想定していませんが、将来的に外

国人等の議決権比率が三分の一以上となり、ＱＰＳ研究所が電波法に基づく免許を受けることができないこと

となった場合には、ＱＰＳ研究所の事業及び業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。なお、本リスクに

ついては、2025年12月１日に予定する持株会社化への移行に伴い、新たに無線局の免許を受ける場合には、外

国人等に該当しない持株会社の100％子会社であるＱＰＳ研究所が電波法に基づく免許を取得する予定です。

これにより、電波法等に基づく外資規制への対応を適切に行う体制を整備いたします。 

 

⑥ 為替相場の変動リスクについて 

発生可能性：中、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中 

 ＱＰＳ研究所が衛星製造のために調達する部材・デバイスを海外から輸入する場合や衛星を打ち上げるため

に海外のロケットを利用する場合には、主に米ドル建てにより資金決済を行っておりますが、特に円安基調に

推移した場合には仕入コストが増加する可能性があります。ＱＰＳ研究所では、為替予約の実施によりリスク

ヘッジに取り組んでおりますが、急激な為替変動があった場合には、ＱＰＳ研究所の事業及び業績に影響を及

ぼす可能性があります。 

  



- 83 - 

 

(2）事業内容に由来する事項 

① 衛星打上げ失敗リスクについて 

発生可能性：低、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：高 

 ＱＰＳ研究所は、衛星打上事業者にＳＡＲ衛星の打上げを委託しております。昨今の主要ロケットの打上げ

成功確率は高く、ＱＰＳ研究所小型ＳＡＲ衛星２号機及び６号機の打上げ実績があるFalcon 9系ロケットにお

いては、打上事業者であるSpace Exploration Technologies Corp.（米国、通称：SpaceX社）が2024年内に

134回の打上げをほぼ全て成功させ、また打上事業者Rocket Lab USA,Inc.（米国、通称：Rocket Lab社）によ

るElectronロケットにおいても、ＱＰＳ研究所小型ＳＡＲ衛星５号機を含む14回の打上げを2024年内に成功さ

せております。一方で、ロケットの不良による失敗、並びに衛星打上事業者との契約で合意した軌道への投入

失敗の可能性があります。ＱＰＳ研究所のＳＡＲ衛星の打上げには全て宇宙保険（打上保険）を付保してお

り、衛星の打上げに失敗した場合、ＳＡＲ衛星の製造費用や打上費用等は保険金の対象となっています。しか

しながら、衛星打上げに失敗した場合には、当初見込んでいた画像販売ができなくなる機会損失が発生し、Ｑ

ＰＳ研究所の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。また、宇宙保険市場環境の変動による保険料高

騰のリスク及び戦争やテロ等の免責事項に該当する場合に保険金支払いの対象にならないリスクがあります。

また、衛星打上事業者への打上費用の多くは打上げ実施前に前払いしていますが、打上げ実施前に衛星打上事

業者が経営破綻した場合は前払金が回収不能となる可能性があります。 

 

② 開発・打上げ等の各種計画の進捗に関するリスクについて 

発生可能性：中、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中 

 ＳＡＲ衛星の軌道投入・運用機数については毎月の取締役会で継続的に状況を補足、検討しており、事業計

画に沿ったスケジュールを実現するために取り組んでおります。しかし、当初の開発計画どおりに開発が進ま

ない場合や打上げスケジュールが遅延する等の理由により、当該計画どおりのＳＡＲ衛星の軌道投入・運用が

図られなかった場合には、ＱＰＳ研究所の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 知的財産権について 

発生可能性：低、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中 

 ＱＰＳ研究所は、ＱＰＳ研究所の事業に関する知的財産権の獲得に努めるとともに、「知的財産管理規程」

を制定し知財責任者を定め、知的財産の全社的管理を行っています。また、ＱＰＳ研究所による第三者の知的

財産権侵害の可能性についても調査可能な範囲で対応を行っておりますが、ＱＰＳ研究所の事業領域に関する

第三者の知的財産権の完全な把握は困難であり、ＱＰＳ研究所が認識せずに他社の特許を侵害してしまう可能

性があります。この場合、ロイヤリティの支払や損害賠償請求等により、ＱＰＳ研究所の事業及び業績に影響

を与える可能性があります。 

 

④ 部品・部材等の調達について 

発生可能性：低、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中 

 ＱＰＳ研究所は、研究開発活動に必要な部品・部材等の多くを外部の取引先から調達しておりますが、取引

先からの供給が中断した場合や代替先の確保が困難な状況に陥った場合には当該活動が制限され、ＱＰＳ研究

所の事業及び業績に影響を与える可能性があります。特にＳＡＲシステムのデータ処理部、信号発生部の設

計・製造・役務業務の委託先は、国内では極めて限定されております。 

 また、ＱＰＳ研究所は、調達にあたっては、品質確認等の受入れ検品を慎重に実施しております。しかしな

がら、品質に問題が生じた場合や、調達品の調達先における生産体制及び品質管理体制に問題が生じる等、Ｑ

ＰＳ研究所の事業運営に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合には、ＱＰＳ研究所の事業及び業績に影響を

与える可能性があります。 

 

⑤ 衛星の運用について 

発生可能性：中、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：高 

 ＱＰＳ研究所が保有し運用する衛星は最低５年を目途に使用されますが、運用期間中に製造上の瑕疵や欠陥

部品、また宇宙放射線や太陽活動に伴う磁気嵐等による宇宙空間特有の環境における電子部品の性能劣化、加

えて衛星管制上又は運用上の不具合その他の要因による衛星の機能不全又は機能低下を招く可能性がありま

す。このような事態が生じた場合、地球観測衛星データ及び画像が提供できない、またできたとしても提供す

るデータ・画像精度が落ちることによる収益の低下により、ＱＰＳ研究所の事業及び業績に影響を与える可能

性があります。 

 また、上記要因により、衛星の収益が悪化し、回収可能価額を著しく低下させる変化が認められ、帳簿価額

の回収が見込めない場合には、減損損失を計上することとなり、ＱＰＳ研究所の業績及び財政状態に影響を及
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ぼす可能性があります。 

 ＱＰＳ研究所は、衛星コンステレーションを構築することで、運用中の衛星に不具合が生じた場合であって

も可能な限り短期間でバックアップができる体制を図っており、また衛星単体においても冗長系を組むなど信

頼性を向上させる施策を取っております。しかしながら、現在想定している対策を講じても、不測の事態によ

り、コンステレーションによる代替機能が確保できないことによる収益低下により、ＱＰＳ研究所の事業及び

業績に影響を与える可能性があります。 

 

⑥ 設備及びネットワークの安定性について 

発生可能性：低、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：高 

 ＱＰＳ研究所の事業を支えるサーバーは、ＱＰＳ研究所が契約するクラウドサービスプラットフォームで管

理されており、複数のサーバーによる負荷の分散、冗長化、定期的なバックアップの実施等を図り、システム

障害を未然に防ぐべく取組を行っております。上記取組には、衛星との間で通信を行う地上局の負荷の分散、

冗長化も含まれており、限定的な火災、地震等の自然災害や外的破損の発生時にもサービスの維持が可能とな

るよう体制を構築しております。 

 しかしながら、上記取組にも関わらず、例えば日本全土に渡るような大規模災害、人的ミスによるシステム

障害、その他予期せぬ事象の発生により、万が一、ＱＰＳ研究所が契約するクラウドサービスプラットフォー

ム、地上局やネットワークの利用に支障が生じた場合は、衛星の運用やサービスの停止等を余儀なくされるこ

ととなり、ＱＰＳ研究所の事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

 

⑦ 特定の取引先への依存について 

発生可能性：中、発生可能性のある時期：数年以内、影響度：中 

 ＱＰＳ研究所は売上高の大部分を内閣府や防衛省等の官公庁に依存しております。なお、官公庁向けの売上

及び比率についてはＱＰＳ研究所の有価証券報告書（2025年８月27日提出）の「４ 経営者による財政状態、

経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1）経営成績等の状況の概要 ③ 生産、受注及び販売の実

績 ｃ．販売実績」をご参照ください。これら依存度の高い取引先とは現在良好な関係を維持しております

が、何らかの事情によりこれら販売先との取引が大きく変動した場合には、ＱＰＳ研究所の事業及び業績に影

響を及ぼす可能性があります。 

 

⑧ 衛星取得データ及び画像販売における他社との提携について 

発生可能性：中、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中 

 地球観測衛星データ事業では、直販に加え販売代理店を経由しエンドユーザーに販売いたします。 

 具体的にはスカパーＪＳＡＴ株式会社及び日本工営株式会社と販売支援に関する契約を締結しております。 

 各企業の販売目標を目安に販売計画を作成しておりますが、何らかの事情により計画どおり販売が行われな

い場合、各社の事業方針に変更等があった場合には、ＱＰＳ研究所の業績に影響を与える可能性があります。 

 

⑨ 重要情報の流出や取扱い及びサイバーセキュリティについて 

発生可能性：中、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：高 

 ＱＰＳ研究所は、技術情報や地球観測衛星データを含む重要な情報を保有しております。当該情報が、ハー

ドウエア、ソフトウエアの不具合及び人為的ミスによるシステム障害や第三者による不正アクセス等により流

出した場合や、当該情報の不適切な取扱いが発生した場合は、社会的信用の低下や損害賠償その他対応に係る

コスト負担等により、ＱＰＳ研究所の事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

 また、大規模なサイバー攻撃を受けた場合、当該情報が流出するのみならず、地球観測衛星データの取得や

同データの提供サービスの運用に障害が生じる可能性があります。 

 ＱＰＳ研究所は、上記リスクへの対策として、国際的な規格に基づくＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメ

ントシステム）の認証を取得し、情報セキュリティマネジメントシステムを構築し、厳格な情報管理を行って

おります。当該活動の一環で、情報セキュリティ管理規程に基づき情報セキュリティ委員会を設置し、情報セ

キュリティ管理の状況をモニタリングしております。しかしながら、現在想定している対策を講じても新技術

を用いた高度なサイバー攻撃など、現在想定している対策を超える事態の発生により、技術流出やサービスに

障害が発生する可能性があります。 
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⑩ 継続的な投資について 

発生可能性：中、発生可能性のある時期：数年以内、影響度：中 

 ＱＰＳ研究所は継続的な成長のために、衛星開発のための必要な研究開発活動を継続する必要があると考え

ており、これまで積極的に研究開発費を投下しており、今後も継続して研究開発活動を促進していく方針であ

ります。 

 こうした取り組みの成果として、2025年５月期においては営業利益及びプラスの営業キャッシュ・フローを

計上しており、技術投資と収益性の両立に一定の進展がありました。 

 今後の研究開発活動については、その費用対効果を勘案しながら慎重に行っていく方針ではありますが、研

究開発活動の効果が十分に得られない場合や、費用発生が先行する研究開発案件の増加等により開発コストの

増加等が生じた場合、想定以上の投資に係る費用が発生することが想定され、中期経営計画が達成できない可

能性や営業損益等が一時的にマイナスとなる可能性があり、ＱＰＳ研究所の業績に影響を与える可能性があり

ます。 

 

(3）組織体制に関するリスク 

① 特定人物への依存について 

発生可能性：低、発生可能性のある時期：数年以内、影響度：中 

 ＱＰＳ研究所の代表取締役社長である大西俊輔は、経営方針や戦略の立案・実行、ＳＡＲ衛星の開発・運用

を推進し、ＱＰＳ研究所を牽引してまいりました。ＱＰＳ研究所の事業規模が拡大するとともに、その権限委

譲を進め、また新たな経営陣の参画や執行役員制度の見直し等過度に依存しない経営体制の整備を進めており

ますが、ＱＰＳ研究所の事業へ関与できない状況が発生した場合、ＱＰＳ研究所の事業及び業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

 

② 組織規模について 

発生可能性：中、発生可能性のある時期：数年以内、影響度：中 

 ＱＰＳ研究所は小規模な組織であり、現在の人員構成において最適と考えられる内部管理体制や業務執行体

制を構築しております。ＱＰＳ研究所は、今後の業容拡大及び業務内容の多様化に対応するため、人員の増

強、内部管理体制及び業務執行体制の一層の充実を図っていく方針でありますが、これらの施策が適時適切に

進行しなかった場合には、ＱＰＳ研究所の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 人材確保・育成について 

発生可能性：中、発生可能性のある時期：数年以内、影響度：中 

 ＱＰＳ研究所が今後事業を拡大していくためには、人材の確保、育成が重要であると認識しております。し

かしながら、ＱＰＳ研究所が求める優秀な人材の確保が滞る、社内の人材の流出が進むといった場合には、Ｑ

ＰＳ研究所の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④ 退職者による技術・ノウハウ流出について 

発生可能性：低、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中 

 ＱＰＳ研究所のＳＡＲ衛星関連技術について、特許等によりコアとなる技術は保護されている状態を保って

おりますが、退職者によって、ＱＰＳ研究所技術と異なるも近しい技術が他社により開発され、独自性が失わ

れ市場への訴求力が低下するような事態となった場合には、ＱＰＳ研究所の事業及び業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

 

(4）その他のリスク 

① 配当政策について 

発生可能性：低、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：低 

 ＱＰＳ研究所は、設立以来配当を実施した実績はありませんが、株主に対する利益還元を重要な課題として

認識しております。しかしながら、ＱＰＳ研究所は成長過程にあると考えており、内部留保の充実を図り、将

来の事業展開及び経営体質の強化のための投資等に充当し、一層の事業拡大を目指すことが、株主に対する最

大の利益還元につながると考えております。将来的には、各期の財政状態及び経営成績を勘案しながら株主へ

の利益還元を検討していく所存でありますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等について

は未定です。 
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② 税務上の繰越欠損金について 

発生可能性：低、発生可能性のある時期：数年以内、影響度：中 

 ＱＰＳ研究所は税務上の繰越欠損金を有しております。ＱＰＳ研究所の業績が順調に推移することにより、

期限内にこれら繰越欠損金の繰越控除を受けられる可能性があります。しかしながら、ＱＰＳ研究所の業績の

下振れ等により、繰越期限の失効する繰越欠損金が発生した場合には、課税所得からの控除が受けられなくな

り、通常の税率に基づく法人税住民税及び事業税が計上されることになり、ＱＰＳ研究所の事業及び業績に影

響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について 

発生可能性：高、発生可能性のある時期：数年以内、影響度：低 

 ＱＰＳ研究所は役員及び従業員等に対し、長期的な企業価値向上に対するインセンティブを目的としてスト

ック・オプションを付与しております。今後も優秀な人材確保のためのストック・オプションを発行する可能

性があり、現在付与している新株予約権に加え、今後付与される新株予約権について行使が行われた場合に

は、ＱＰＳ研究所の１株当たりの株式価値は希薄化し、株価形成に影響を与える可能性があります。なお、

2025年５月末日における新株予約権による潜在株式数は1,581,100株（前年度末比約44％）に減少しており、

発行済株式総数47,561,000株の3.3％（前年度末は9.8％）と比率は下がっております。 

 

④ ベンチャーキャピタル等のＱＰＳ研究所株式保有比率について 

発生可能性：低、発生可能性のある時期：数年以内、影響度：低 

 ＱＰＳ研究所の株式上場後、ベンチャーキャピタル、ベンチャーキャピタルが組成した投資事業有限責任組

合及びベンチャーキャピタル又は投資事業有限責任組合が株式事務を委託した代行機関、金融商品取引業者

（以下「ＶＣ等」という。）は、その所有するＱＰＳ研究所株式の全部又は一部を売却しており、依然として

その一部は保有されているものの、ＱＰＳ研究所の2025年５月末日における発行済株式総数47,561,000株に対

するＶＣ等が保有する割合は2.4％と低下（前年度末18.0％）しております。したがって、ＱＰＳ研究所の株

価形成に影響を与える可能性は非常に低くなっております。 

 

⑤ 訴訟等について 

発生可能性：低、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中 

 ＱＰＳ研究所は、現在において訴訟を提起されている事実はなく、法令等遵守体制の強化を通じて訴訟等が

提起されることを防止するべく努めております。しかしながら、将来の法規制等の改正等に適時適切に対応で

きないことや各種契約等の解釈の齟齬が生じたこと等を原因とする訴訟が提起された場合、内容及び結果によ

ってはＱＰＳ研究所の事業、業績並びに企業としての社会的信用に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑥ 投融資について 

発生可能性：低、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中 

 ＱＰＳ研究所は、現在において投資を行っている事実はありません。しかしながら、今後の事業拡大のため

に、国内外を問わず出資、子会社設立、合弁事業の展開、アライアンス、Ｍ＆Ａ等の投融資を実施する場合が

あります。投資判断においては、投資先候補企業の事業内容を吟味し、ＱＰＳ研究所との事業シナジーが得ら

れること、投資先候補企業の事業計画、ＱＰＳ研究所の財務状況や投資先候補企業への影響力等を考慮し、投

資先候補企業の評価額が適切な水準であることを慎重に確認し、投資判断を行う予定です。ただし、投資先企

業の事業が計画どおりに進捗しない場合や投融資額を回収できなかった場合、減損の対象となる事象が生じた

場合には、ＱＰＳ研究所の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦ 大規模災害、新型感染症等による事業継続リスクについて 

発生可能性：低、発生可能性のある時期：数年以内、影響度：中 

 大規模な地震等の自然災害、新型感染症等の大流行等が発生した場合、施設の設備損傷や施設の閉鎖または

活動自粛等により事業継続が困難となるリスクがあります。また、打上施設やサプライヤーが自然災害等によ

り損害を被った場合、悪天候により打上げスケジュールが遅延した場合、サプライヤーが所在する地域におい

てテロや政治的混乱が生じた場合等にもＱＰＳ研究所の事業や業績に影響を及ぼす可能性があります。ＱＰＳ

研究所では、すべての災害に共通した災害発生時の危機管理対策に加え、災害別の実施要領を必要に応じて個

別の災害ＢＣＰに定め運用しております。 

 現在想定している対策を講じていても、なお現在想定している対策では対処しきれない大規模災害等が発生

した場合には、ＱＰＳ研究所事業に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑧ 調達資金の使途について 

発生可能性：低、発生可能性のある時期：数年以内、影響度：中 

 ＱＰＳ研究所が今後行う調達資金については、ＳＡＲ衛星の製造等に充当する予定であります。しかしなが

ら、ＱＰＳ研究所を取り巻く外部環境や経営環境の変化に伴い、当該資金が想定どおりの使途に充当されない

可能性があります。また、ＱＰＳ研究所の計画に沿って調達資金を使用した場合でも、想定した投資効果が得

られない可能性があります。この場合、ＱＰＳ研究所の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 当該リスクを踏まえ、ＱＰＳ研究所を取り巻く外部環境や経営環境の変化については適時その動向を注視す

るとともに、調達資金の使途が変更になった場合には、適時適切に開示を行います。 

 

⑨ 継続企業の前提に関する重要事象等について 

発生可能性：中、発生可能性のある時期：数年以内、影響度：高 

 ＱＰＳ研究所は、小型衛星コンステレーションによる準リアルタイム観測の実現というビジョンを掲げ、地

球観測衛星データ事業を推進しております。 

 地球観測衛星データ事業においては衛星の製造及び打上げに伴う大規模な先行投資が必要であり、2025年６

月以降も引き続き大規模な先行投資を計画しております。一方で、打ち上げた衛星から得られる地球観測衛星

データ及び画像の販売による投資回収までに期間を要します。 

 また、2025年５月期において支払利息の増加により経常損失210百万円の計上、加えて小型ＳＡＲ衛星ＱＰ

Ｓ－ＳＡＲ５号機の通信系の不具合による減損損失1,636百万円を計上したことで1,848百万円の当期純損失を

計上することとなり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。 

 このような事象又は状況を解消するために、ＱＰＳ研究所の有価証券報告書（2025年８月27日提出）の「１ 

経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題」に記載のとお

り、小型ＳＡＲ衛星を活用したビジネスモデルの拡大、小型ＳＡＲ衛星の技術開発とインフラ構築の推進、製

造、販売体制の強化等を行い、衛星コンステレーションから得られる地球観測衛星データ及び画像について販

売を推進してまいります。また、ＱＰＳ研究所の有価証券報告書（2025年８月27日提出）の「５ 重要な契約

等」に記載のとおり、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするコミット型シンジケートローン契約を2023

年10月24日付で締結し、当該契約に係る2025年５月末日における借入実行残高は5,000百万円となっておりま

す。また、2025年１月30日付で割当先をＳＭＢＣ日興証券株式会社とする第８回新株予約権（行使価額修正条

項付）を発行し、当該新株予約権の発行及び行使により8,023百万円の資金調達を行いました。この結果、

2025年５月末日における現金及び預金の残高は11,833百万円となっております。また、宇宙分野の資金配分機

関としてＪＡＸＡにより設置された宇宙戦略基金の交付決定通知を正式に受領し、衛星コンステレーション構

築の加速化へ向けた支援を確かなものにしており、継続的な事業運営に十分な資金を確保しております。以上

より、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。 

 

⑩ 資金調達について 

発生可能性：高、発生可能性のある時期：数年以内、影響度：中 

 ＱＰＳ研究所は、小型ＳＡＲ衛星コンステレーションを構築するため、今後も多額の設備投資が必要となり

ます。そのため、今後におきましても、市場において増資を含む資金調達を実施する可能性があります。この

場合、ＱＰＳ研究所の発行済株式総数が増加することにより、１株当たりの株式価値が希薄化する可能性があ

ります。 

 

４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

 当社は新設会社であるため、該当事項はありません。 

 なお、当社の完全子会社となるＱＰＳ研究所の経営者によるＱＰＳ研究所の財政状態、経営成績及びキャッシュ・

フローの状況の分析については、ＱＰＳ研究所の有価証券報告書（2025年８月27日提出）をご参照ください。 
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５【重要な契約等】 

 当社は新設会社であるため、該当事項はありません。 

 なお、当社の完全子会社となるＱＰＳ研究所の重要な契約等については、ＱＰＳ研究所の有価証券報告書（2025年

８月27日提出）をご参照ください。 

 また、本株式移転に係る株式移転計画、株式移転の目的、条件等につきましては、前記「第一部 組織再編成に関

する情報 第１ 組織再編成の概要 ３ 組織再編成に係る契約等」をご参照ください。 

 

６【研究開発活動】 

 当社は新設会社であるため、該当事項はありません。 

 なお、当社の完全子会社となるＱＰＳ研究所の研究開発活動については、ＱＰＳ研究所の有価証券報告書（2025年

８月27日提出）をご参照ください。 
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第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

(1）当社の状況 

 当社は新設会社であるため、該当事項はありません。 

 

(2）連結子会社の状況 

 当社の完全子会社となるＱＰＳ研究所の設備投資等の概要については、ＱＰＳ研究所の有価証券報告書（2025年

８月27日提出）をご参照ください。 

 

２【主要な設備の状況】 

(1）当社の状況 

 当社は新設会社であるため、該当事項はありません。 

 

(2）連結子会社の状況 

 当社の完全子会社となるＱＰＳ研究所の主要な設備の状況については、ＱＰＳ研究所の有価証券報告書（2025年

８月27日提出）をご参照ください。 

 

３【設備の新設、除却等の計画】 

(1）当社の状況 

 当社は新設会社であるため、該当事項はありません。 

 

(2）連結子会社の状況 

 当社の完全子会社となるＱＰＳ研究所の設備の新設、除却等の計画については、ＱＰＳ研究所の有価証券報告書

（2025年８月27日提出）をご参照ください。 
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第４【上場申請会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

 2025年12月１日時点の当社の株式の総数等は以下のとおりとなる予定です。 

 

①【株式の総数】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 100,000,000 

計 100,000,000 

②【発行済株式】 

種類 発行数（株） 
上場金融商品取引所名又は登録認
可金融商品取引業協会名 

内容 

普通株式 
47,561,000 

（注）１、２、３ 

東京証券取引所 

グロース市場 

権利内容に何ら限定のない当社に

おける標準となる株式であり、単

元株式数は100株であります。 

計 47,561,000 － － 

 （注）１ 2025年５月31日現在におけるＱＰＳ研究所の発行済株式総数に基づいて記載しております。ただし、本株式

移転の効力発生に先立ち、ＱＰＳ研究所の発行済株式総数が変動した場合には、当社が交付する上記新株式

数は変動いたします。また、ＱＰＳ研究所の株主の皆様から株式買取請求権の行使がなされた場合等、ＱＰ

Ｓ研究所の2025年５月31日時点における自己株式数が基準時までに変動した場合は、当社が交付する新株式

数が変動することがあります。 

２ ＱＰＳ研究所は、当社の株式について、東京証券取引所グロース市場に新規上場申請を行う予定です。 

３ 振替機関の名称及び住所は、下記のとおりです。 

名称 株式会社証券保管振替機構 

住所 東京都中央区日本橋兜町７番１号 
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（２）【新株予約権等の状況】 

①【ストックオプション制度の内容】 

 ＱＰＳ研究所が既に発行しているストックオプションとしての新株予約権は、本株式移転の効力発生日をもっ

て消滅し、同日、当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたします。当

社が交付する新株予約権の内容は以下のとおりです。 

株式会社ＱＰＳホールディングス第１回新株予約権 

区分 株式移転効力発生日現在（2025年12月１日） 

決議年月日 2018年８月15日（注）１ 

付与対象者の区分と人数（名） 
ＱＰＳ研究所取締役 １ 

ＱＰＳ研究所従業員 １ 
（注）２ 

新株予約権の数（個） 475（注）２ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式（注）３ 

新株予約権の目的となる株式の数 

株式移転計画書の別紙２－①－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第１

回新株予約権の内容」の「２．本新株予約権の目的である株式の種類及び

数」をご参照ください。 

新株予約権の行使時の払込金額 

株式移転計画書の別紙２－①－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第１

回新株予約権の内容」の「４．本新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額又はその算定方法」をご参照ください。 

新株予約権の行使期間 

株式移転計画書の別紙２－①－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第１

回新株予約権の内容」の「５．本新株予約権を行使することができる期

間」をご参照ください。 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 

株式移転計画書の別紙２－①－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第１

回新株予約権の内容」の「11．本新株予約権の行使により株式を発行する

場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」をご参照くだ

さい。 

新株予約権の行使の条件 

株式移転計画書の別紙２－①－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第１

回新株予約権の内容」の「６．本新株予約権の行使の条件等」をご参照く

ださい。 

新株予約権の譲渡に関する事項 

株式移転計画書の別紙２－①－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第１

回新株予約権の内容」の「９．本新株予約権の譲渡制限」をご参照くださ

い。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 

株式移転計画書の別紙２－①－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第１

回新株予約権の内容」の「12．組織再編行為の際の取扱い」をご参照くだ

さい。 

 （注）１ 株式会社ＱＰＳ研究所第１回新株予約権の決議年月日です。 

２ 2025年７月31日現在の株式会社ＱＰＳ研究所第１回新株予約権についての付与対象者の区分と人数及び個数

です。当社は、本株式移転に際して、当該新株予約権の保有者に対し、その保有する当該新株予約権に代え

て、当該新株予約権と同等の内容かつ同一の数の当社の株式会社ＱＰＳホールディングス第１回新株予約権

を交付し、割り当てる予定です。ただし、当該付与対象者及び個数は、株式会社ＱＰＳ研究所第１回新株予

約権の行使等により変動する可能性があります。 

３ 権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありま

せん。普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。 
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株式会社ＱＰＳホールディングス第２回新株予約権 

区分 株式移転効力発生日現在（2025年12月１日） 

決議年月日 2019年８月15日（注）１ 

付与対象者の区分と人数（名） ＱＰＳ研究所取締役 １ （注）２ 

新株予約権の数（個） 317（注）２ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式（注）３ 

新株予約権の目的となる株式の数 

株式移転計画書の別紙２－②－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第２

回新株予約権の内容」の「２．本新株予約権の目的である株式の種類及び

数」をご参照ください。 

新株予約権の行使時の払込金額 

株式移転計画書の別紙２－②－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第２

回新株予約権の内容」の「４．本新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額又はその算定方法」をご参照ください。 

新株予約権の行使期間 

株式移転計画書の別紙２－②－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第２

回新株予約権の内容」の「５．本新株予約権を行使することができる期

間」をご参照ください。 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 

株式移転計画書の別紙２－②－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第２

回新株予約権の内容」の「11．本新株予約権の行使により株式を発行する

場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」をご参照くだ

さい。 

新株予約権の行使の条件 

株式移転計画書の別紙２－②－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第２

回新株予約権の内容」の「６．本新株予約権の行使の条件等」をご参照く

ださい。 

新株予約権の譲渡に関する事項 

株式移転計画書の別紙２－②－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第２

回新株予約権の内容」の「９．本新株予約権の譲渡制限」をご参照くださ

い。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 

株式移転計画書の別紙２－②－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第２

回新株予約権の内容」の「12．組織再編行為の際の取扱い」をご参照くだ

さい。 

 （注）１ 株式会社ＱＰＳ研究所第２回新株予約権の決議年月日です。 

２ 2025年７月31日現在の株式会社ＱＰＳ研究所第２回新株予約権についての付与対象者の区分と人数及び個数

です。当社は、本株式移転に際して、当該新株予約権の保有者に対し、その保有する当該新株予約権に代え

て、当該新株予約権と同等の内容かつ同一の数の当社の株式会社ＱＰＳホールディングス第２回新株予約権

を交付し、割り当てる予定です。ただし、当該付与対象者及び個数は、株式会社ＱＰＳ研究所第２回新株予

約権の行使等により変動する可能性があります。 

３ 権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありま

せん。普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。 
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株式会社ＱＰＳホールディングス第３回新株予約権 

区分 株式移転効力発生日現在（2025年12月１日） 

決議年月日 2020年８月13日（注）１ 

付与対象者の区分と人数（名） 
ＱＰＳ研究所取締役 １ 

ＱＰＳ研究所従業員 ３ 
（注）２ 

新株予約権の数（個） 822（注）２ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式（注）３ 

新株予約権の目的となる株式の数 

株式移転計画書の別紙２－③－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第３

回新株予約権の内容」の「２．本新株予約権の目的である株式の種類及び

数」をご参照ください。 

新株予約権の行使時の払込金額 

株式移転計画書の別紙２－③－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第３

回新株予約権の内容」の「４．本新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額又はその算定方法」をご参照ください。 

新株予約権の行使期間 

株式移転計画書の別紙２－③－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第３

回新株予約権の内容」の「５．本新株予約権を行使することができる期

間」をご参照ください。 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 

株式移転計画書の別紙２－③－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第３

回新株予約権の内容」の「11．本新株予約権の行使により株式を発行する

場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」をご参照くだ

さい。 

新株予約権の行使の条件 

株式移転計画書の別紙２－③－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第３

回新株予約権の内容」の「６．本新株予約権の行使の条件等」をご参照く

ださい。 

新株予約権の譲渡に関する事項 

株式移転計画書の別紙２－③－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第３

回新株予約権の内容」の「９．本新株予約権の譲渡制限」をご参照くださ

い。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 

株式移転計画書の別紙２－③－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第３

回新株予約権の内容」の「12．組織再編行為の際の取扱い」をご参照くだ

さい。 

 （注）１ 株式会社ＱＰＳ研究所第４回新株予約権の決議年月日です。 

２ 2025年７月31日現在の株式会社ＱＰＳ研究所第４回新株予約権についての付与対象者の区分と人数及び個数

です。当社は、本株式移転に際して、当該新株予約権の保有者に対し、その保有する当該新株予約権に代え

て、当該新株予約権と同等の内容かつ同一の数の当社の株式会社ＱＰＳホールディングス第４回新株予約権

を交付し、割り当てる予定です。ただし、当該付与対象者及び個数は、株式会社ＱＰＳ研究所第４回新株予

約権の行使等により変動する可能性があります。 

３ 完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標

準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式

数は100株です。 
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株式会社ＱＰＳホールディングス第４回新株予約権 

区分 株式移転効力発生日現在（2025年12月１日） 

決議年月日 2021年５月31日（注）１ 

付与対象者の区分と人数（名） 
ＱＰＳ研究所取締役 １ 

ＱＰＳ研究所従業員 20 
（注）２ 

新株予約権の数（個） 3,579（注）２ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式（注）３ 

新株予約権の目的となる株式の数 

株式移転計画書の別紙２－④－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第４

回新株予約権の内容」の「２．本新株予約権の目的である株式の種類及び

数」をご参照ください。 

新株予約権の行使時の払込金額 

株式移転計画書の別紙２－④－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第４

回新株予約権の内容」の「４．本新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額又はその算定方法」をご参照ください。 

新株予約権の行使期間 

株式移転計画書の別紙２－④－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第４

回新株予約権の内容」の「５．本新株予約権を行使することができる期

間」をご参照ください。 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 

株式移転計画書の別紙２－④－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第４

回新株予約権の内容」の「11．本新株予約権の行使により株式を発行する

場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」をご参照くだ

さい。 

新株予約権の行使の条件 

株式移転計画書の別紙２－④－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第４

回新株予約権の内容」の「６．本新株予約権の行使の条件等」をご参照く

ださい。 

新株予約権の譲渡に関する事項 

株式移転計画書の別紙２－④－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第４

回新株予約権の内容」の「９．本新株予約権の譲渡制限」をご参照くださ

い。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 

株式移転計画書の別紙２－④－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第４

回新株予約権の内容」の「12．組織再編行為の際の取扱い」をご参照くだ

さい。 

 （注）１ 株式会社ＱＰＳ研究所第５回新株予約権の決議年月日です。 

２ 2025年７月31日現在の株式会社ＱＰＳ研究所第５回新株予約権についての付与対象者の区分と人数及び個数

です。当社は、本株式移転に際して、当該新株予約権の保有者に対し、その保有する当該新株予約権に代え

て、当該新株予約権と同等の内容かつ同一の数の当社の株式会社ＱＰＳホールディングス第５回新株予約権

を交付し、割り当てる予定です。ただし、当該付与対象者及び個数は、株式会社ＱＰＳ研究所第５回新株予

約権の行使等により変動する可能性があります。 

３ 権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありま

せん。普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。 
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株式会社ＱＰＳホールディングス第５回新株予約権 

区分 株式移転効力発生日現在（2025年12月１日） 

決議年月日 2022年５月26日（注）１ 

付与対象者の区分と人数（名） ＱＰＳ研究所従業員 13 （注）２ 

新株予約権の数（個） 2,035（注）２ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式（注）３ 

新株予約権の目的となる株式の数 

株式移転計画書の別紙２－⑤－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第５

回新株予約権の内容」の「２．本新株予約権の目的である株式の種類及び

数」をご参照ください。 

新株予約権の行使時の払込金額 

株式移転計画書の別紙２－⑤－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第５

回新株予約権の内容」の「４．本新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額又はその算定方法」をご参照ください。 

新株予約権の行使期間 

株式移転計画書の別紙２－⑤－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第５

回新株予約権の内容」の「５．本新株予約権を行使することができる期

間」をご参照ください。 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 

株式移転計画書の別紙２－⑤－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第５

回新株予約権の内容」の「11．本新株予約権の行使により株式を発行する

場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」をご参照くだ

さい。 

新株予約権の行使の条件 

株式移転計画書の別紙２－⑤－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第５

回新株予約権の内容」の「６．本新株予約権の行使の条件等」をご参照く

ださい。 

新株予約権の譲渡に関する事項 

株式移転計画書の別紙２－⑤－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第５

回新株予約権の内容」の「９．本新株予約権の譲渡制限」をご参照くださ

い。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 

株式移転計画書の別紙２－⑤－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第５

回新株予約権の内容」の「12．組織再編行為の際の取扱い」をご参照くだ

さい。 

 （注）１ 株式会社ＱＰＳ研究所第６回新株予約権の決議年月日です。 

２ 2025年７月31日現在の株式会社ＱＰＳ研究所第６回新株予約権についての付与対象者の区分と人数及び個数

です。当社は、本株式移転に際して、当該新株予約権の保有者に対し、その保有する当該新株予約権に代え

て、当該新株予約権と同等の内容かつ同一の数の当社の株式会社ＱＰＳホールディングス第６回新株予約権

を交付し、割り当てる予定です。ただし、当該付与対象者及び個数は、株式会社ＱＰＳ研究所第６回新株予

約権の行使等により変動する可能性があります。 

３ 権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありま

せん。普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。 
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株式会社ＱＰＳホールディングス第６回新株予約権 

区分 株式移転効力発生日現在（2025年12月１日） 

決議年月日 2023年５月26日（注）１ 

付与対象者の区分と人数（名） 
ＱＰＳ研究所取締役 １ 

ＱＰＳ研究所従業員 33 
（注）２ 

新株予約権の数（個） 3,846（注）２ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式（注）３ 

新株予約権の目的となる株式の数 

株式移転計画書の別紙２－⑥－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第６

回新株予約権の内容」の「２．本新株予約権の目的である株式の種類及び

数」をご参照ください。 

新株予約権の行使時の払込金額 

株式移転計画書の別紙２－⑥－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第６

回新株予約権の内容」の「４．本新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額又はその算定方法」をご参照ください。 

新株予約権の行使期間 

株式移転計画書の別紙２－⑥－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第６

回新株予約権の内容」の「５．本新株予約権を行使することができる期

間」をご参照ください。 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 

株式移転計画書の別紙２－⑥－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第６

回新株予約権の内容」の「11．本新株予約権の行使により株式を発行する

場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」をご参照くだ

さい。 

新株予約権の行使の条件 

株式移転計画書の別紙２－⑥－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第６

回新株予約権の内容」の「６．本新株予約権の行使の条件等」をご参照く

ださい。 

新株予約権の譲渡に関する事項 

株式移転計画書の別紙２－⑥－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第６

回新株予約権の内容」の「９．本新株予約権の譲渡制限」をご参照くださ

い。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 

株式移転計画書の別紙２－⑥－２「株式会社ＱＰＳホールディングス第６

回新株予約権の内容」の「12．組織再編行為の際の取扱い」をご参照くだ

さい。 

 （注）１ 株式会社ＱＰＳ研究所第７回新株予約権の決議年月日です。 

２ 2025年７月31日現在の株式会社ＱＰＳ研究所第７回新株予約権についての付与対象者の区分と人数及び個数

です。当社は、本株式移転に際して、当該新株予約権の保有者に対し、その保有する当該新株予約権に代え

て、当該新株予約権と同等の内容かつ同一の数の当社の株式会社ＱＰＳホールディングス第７回新株予約権

を交付し、割り当てる予定です。ただし、当該付与対象者及び個数は、株式会社ＱＰＳ研究所第７回新株予

約権の行使等により変動する可能性があります。 

３ 権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありま

せん。普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。 

 

②【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

 

③【その他の新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 
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（３）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 2025年12月１日時点の当社の発行済株式総数、資本金等は以下のとおりとなる予定です。 

年月日 
発行済株式総数
増減数（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金増減
額（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

2025年12月１日 
47,561,000 

（予定） 

47,561,000 

（予定） 
100 100 未定 未定 

 （注） 2025年５月31日現在におけるＱＰＳ研究所の発行済株式総数に基づいて記載しております。ただし、本株式移

転の効力発生に先立ち、ＱＰＳ研究所の発行済株式総数が変動した場合には、当社が交付する上記新株式数は

変動いたします。また、ＱＰＳ研究所の株主の皆様から株式買取請求権の行使がなされた場合等、ＱＰＳ研究

所の2025年５月31日時点における自己株式数が基準時までに変動した場合は、当社が交付する新株式数が変動

することがあります。 

 

（４）【所有者別状況】 

 当社は新設会社であるため、本報告書提出日現在において所有者はおりません。なお、当社の完全子会社と

なるＱＰＳ研究所の2025年５月31日現在の所有者別状況は、以下のとおりです。 

2025年５月31日現在
 

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 
単元未満株
式の状況 

（株） 
政府及び地
方公共団体 

金融機関 
金融商品取
引業者 

その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － 5 39 202 56 197 38,999 39,498 － 

所有株式数 

（単元） 
－ 46,082 29,995 44,921 56,593 880 296,511 474,982 62,800 

所有株式数の割

合（％） 
－ 9.70 6.31 9.46 11.91 0.19 62.43 100 － 



- 98 - 

 

（５）【大株主の状況】 

 当社は新設会社であるため、本報告書提出日現在において株主はおりませんが、当社の完全子会社となるＱ

ＰＳ研究所の2025年５月31日現在の株主データに基づき、2025年12月１日時点で想定される大株主の状況は以

下のとおりです。 

2025年12月１日現在（予定）
 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合 

（％） 

大西 俊輔 福岡県福岡市中央区 4,000,000 8.41 

スカパーＪＳＡＴ株式会社 東京都港区赤坂１丁目8-1 2,857,000 6.01 

野村信託銀行株式会社（投信口） 東京都千代田区大手町２丁目2-2 2,225,900 4.68 

市來 敏光 福岡県福岡市中央区 2,047,700 4.31 

八坂 哲雄 福岡県福岡市東区 2,016,600 4.24 

株式会社日本カストディ銀行（信

託口） 
東京都中央区晴海１丁目8-12 1,564,300 3.29 

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY 

GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD 

（常任代理人 株式会社三菱ＵＦ

Ｊ銀行） 

ONE CHURCHILL PLACE, LONDON, E14 5HP 

UNITED KINGDOM 

（東京都千代田区丸の内１丁目4-5） 

1,305,914 2.75 

日本工営株式会社 東京都千代田区麹町５丁目４ 1,142,900 2.40 

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 876,755 1.84 

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM 

GCM CLIENT ACCTS M ILM FE 

（常任代理人 株式会社三菱ＵＦ

Ｊ銀行） 

2 KING EDWARD STREET, LONDON EC1A 1HQ 

UNITED KINGDOM 

（東京都千代田区丸の内１丁目4-5） 

764,436 1.61 

計 － 18,801,505 39.53 
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（６）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 当社は新設会社であるため、本報告書提出日現在において所有者はおりませんが、当社の完全子会社となるＱ

ＰＳ研究所の2025年５月31日現在の発行済株式についての議決権の状況は以下のとおりです。 

2025年５月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 47,498,200 474,982 

「１ 株式等の状況 

(1）株式の総数等 ② 

発行済株式」に記載のと

おりであります。 

単元未満株式 普通株式   62,800 － － 

発行済株式総数 47,561,000 － － 

総株主の議決権 － 474,982 － 

②【自己株式等】 

 当社は、本株式移転により設立されるため、本株式移転の効力発生日である2025年12月１日時点において、当

社の自己株式を保有しておりません。また、当社の完全子会社となるＱＰＳ研究所は、2025年５月31日現在自己

株式を保有しておりません。 

 

２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】 

 当社は新設会社であるため、該当事項はありません。 

（１）【株主総会決議による取得の状況】 

 当社は新設会社であるため、該当事項はありません。 

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】 

 当社は新設会社であるため、該当事項はありません。 

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

 当社は新設会社であるため、該当事項はありません。 

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

 当社は新設会社であるため、該当事項はありません。 

 

３【配当政策】 

 当社は新設会社であるため、配当政策につきましては未定でありますが、株主への利益還元については重要な経営

課題と認識しており、経営成績及び財政状態を勘案しつつ、利益配当も検討する所存であります。 

 なお、剰余金の配当を行う場合、期末配当の決定機関は取締役会となっております。 
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

 当社は、いわゆるテクニカル上場により2025年12月１日より東京証券取引所グロース市場に上場する予定であり、

本株式移転により当社の完全子会社となるＱＰＳ研究所と同水準又はそれ以上のコーポレート・ガバナンスを構築し

ていく予定です。なお、当社の完全子会社となるＱＰＳ研究所のコーポレート・ガバナンスの状況については、同社

の有価証券報告書（2025年８月27日提出）をご参照ください。 

 

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】 

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題に位置付けてまいります。経営の効率性の追求と

健全性の確保により、株主価値の最大化を図ることが使命であると認識しています。そのため、ステークホルダ

ーとの信頼構築、社会の進歩・発展への貢献、さらに、企業価値の永続的な向上を目指し、「透明かつ効率的な

企業経営」、「経営意思決定の迅速化」、「コンプライアンス・リスクマネジメントを追求したコーポレート・ガバ

ナンス体制の確立」に取り組む予定です。 

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 

ａ．企業統治の体制の概要 

 当社は、監査等委員会設置会社となる予定です。監査等委員ではない取締役は４名（うち社外取締役１

名）、監査等委員は３名（うち社外監査等委員２名）となる予定です。 

 会計監査人につきましては有限責任監査法人トーマツを選任し、会計監査を受ける予定です。また、法的な

問題につきましては顧問弁護士等に相談し、適宜助言を受ける予定です。 

 当社設立後の当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下のとおりとなる予定です。 

 

 

イ．取締役会 

 当社の取締役会は、代表取締役社長 大西俊輔を議長とし、取締役 松本崇良、取締役 三輪洋之介、取

締役 西村竜彦、監査等委員 坂田誠治、監査等委員 中原一徳、監査等委員 橋本道成の７名で構成され

る予定です。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営上の重要な事項に関する意思決定機関

及び取締役の職務執行の監督機関として機能してまいります。取締役会は、原則月１回の定時取締役会のほ

か、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行うことができる体制としてまいりま

す。 
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ロ．リスク・コンプライアンス委員会 

 当社のリスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長 大西俊輔を委員長とし、常勤取締役（監査

等委員を含む。）、本部長、部長、内部監査人、その他委員が必要と認める者で構成されており、取締役会の

諮問機関としてリスク・コンプライアンス管理の全社的推進及びリスク・コンプライアンス管理に必要な情

報の共有化を図ることを目的に開催する予定です。 

ハ．監査等委員及び監査等委員会 

 当社の監査等委員会は常勤監査等委員 坂田誠治、非常勤監査等委員 中原一徳、非常勤監査等委員 橋

本道成の３名で構成される予定であり、非常勤監査等委員２名が社外監査等委員となる予定です。常勤監査

等委員は、取締役会のほかに社内の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査してまいります。また監

査等委員３名は取締役会に参加し、適宜必要な意見を述べてまいります。 

 監査等委員は年間監査計画に従い、監査した内容を定時取締役会の開催に合わせた監査等委員会の開催時

に共有することで、有効かつ効率的な監査機能を果たしてまいります。また、監査等委員は会計監査人及び

内部監査人と連携し、当社の監査に必要な情報を共有し、監査の有効性を高めてまいります。 

ニ．会計監査人 

 当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結する予定です。同監査法人及び当社監査に従事する

同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。 

ホ．内部監査人 

 当社では、内部監査室を設置しておりませんが、代表取締役社長直轄の内部監査人２名を配置する予定で

す。内部監査人は内部監査規程及び内部監査計画に則り内部監査を実施し、代表取締役社長に監査結果を報

告するとともに被監査部門に対して業務改善に向け具体的に助言・勧告を行ってまいります。また、監査等

委員及び会計監査人への報告を行うことで、情報の共有を図ってまいります。 

 

ｂ．当該体制を採用する理由 

 当社は、ガバナンス強化のため、独立性を有する監査等委員が取締役会での議決権を持ち、監査等委員会が

内部統制システムを積極的に活用して監査を行うことで、法令遵守のみならずステークホルダーとの適切な協

働関係の維持や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土醸成に対して社外の目による経営の監査・監督

機能を強化することが、当社にふさわしい体制であると判断し、監査等委員会設置会社を選択する予定です。 

 

③ 企業統治に関するその他の事項 

ａ．内部統制システムの整備の状況 

 当社は、業務の適正性を確保するための体制として、取締役会において「内部統制システム整備に関する基

本方針」を決議し、その基本方針に基づき内部統制システムの整備・運用を行う予定です。その概要は、以下

のとおりであります。 

イ．取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制 

・取締役会が監査等委員会設置会社として当社における内部統制システムの整備に関する方針を定めるとと

もに取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人の法令等遵守の徹底に努める。 

・社長直属の内部監査人は、監査等委員会・会計監査人との連携・協力のもと内部監査を実施し、業務の適

法かつ適切な運営と内部管理の徹底を図る。また随時、問題点や今後の課題などを社長に報告する体制を

整備する。 

・法令等の遵守に関する規程を含む社内規程を定めるとともに、リスク・コンプライアンス委員会を設置

し、法令等遵守の徹底を図る。 

・監査等委員会は、この内部統制システムの有効性と機能を監査し、課題の早期発見と是正に努める。 

ロ．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

・取締役（監査等委員である取締役を除く。）のその職務執行に係る重要な情報の保存及び管理について

は、文書管理規程等の社内規程を定めて、情報の適切な記録管理体制を整備する。 

・取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役又は必要な関係者からの閲覧の

要請があるときは、これを閲覧に供する。 

ハ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

・会社に重大な影響を及ぼす恐れのある不測の事態の発生に備え、リスク・コンプライアンス規程を定め、

適切かつ迅速に対応する体制整備を図る。 
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・情報セキュリティ管理及び個人情報保護に係る関連規程を制定し、当社の事業活動における機密情報及び

個人情報等の情報資産の管理徹底と適切な保護を行い、また、研修及び啓発の実施等を通じて、その重要

性及び取扱方法の浸透・徹底を図る。 

 

ｂ．取締役の定数 

 当社の取締役は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は６名以内、監査等委員である取締役は４名

以内とする旨を定款に定める予定です。 

 

ｃ．取締役の選任及び解任の決議要件 

 当社は、取締役の選任決議について、取締役（監査等委員である取締役を除く。）と監査等委員である取締

役を区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した

当該株主の議決権の過半数の決議をもって行う旨定款に定める予定です。また、取締役の選任決議は、累積投

票によらないものとする旨を定款に定める予定です。 

 

ｄ．責任免除の内容の概要 

 当社は、会社法第426条第１項に基づき、取締役及び監査等委員が期待される役割を十分に発揮できるよ

う、取締役会の決議をもって、会社法第423条第１項に規定する取締役（取締役であった者を含む）の損害賠

償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定める予定です。 

 

ｅ．責任限定契約の内容の概要 

 当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項の任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。当該契約に基づく

損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする予定です。 

 

ｆ．役員等賠償責任保険契約の内容の概要 

 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、

被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を補填することとする予定です。なお、

被保険者の範囲は、当社の取締役であり、保険料は全額当社が負担する予定です。 



- 103 - 

 

（２）【役員の状況】 

① 役員一覧 

 2025年12月１日付で就任予定の当社の取締役の状況は、以下のとおりです。 

男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％） 

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 
（株） 
（注）４ 

代表取締役社長 大西 俊輔 1986年３月７日生 

2013年10月 株式会社ＱＰＳ研究所（旧有限会社ＱＰＳ

研究所） 入社 

2014年４月 株式会社ＱＰＳ研究所 代表取締役社長

CEO 

2019年４月 一般社団法人日本航空宇宙学会西部支部 

幹事（現任） 

2023年８月 九州航空宇宙開発推進協議会 幹事 

（現任） 

2025年８月 株式会社ＱＰＳ研究所 代表取締役執行役

員社長 CEO（現任） 

（注）２ 4,000,000 

取締役 松本 崇良 1965年10月４日生 

1990年４月 日商岩井株式会社（現双日株式会社） 入

社 

2000年４月 アイ・ティー・エックス株式会社 入社 

2002年４月 ＪＳＡＴ株式会社（現スカパーＪＳＡＴ株

式会社） 入社 

2008年10月 同社 衛星事業部門 第１営業本部 第２

法人事業部長 

2010年１月 同社 衛星事業本部 法人事業部長 

2010年２月 株式会社衛星ネットワーク 取締役 

2010年４月 スカパーＪＳＡＴ株式会社 衛星事業本部 

法人事業部長 

2011年４月 同社 宇宙・衛星事業部門 宇宙・衛星事

業本部 法人事業部長 

2013年７月 同社 宇宙・衛星事業部門 宇宙・衛星事

業本部 官公事業部長 

2015年６月 株式会社衛星ネットワーク 代表取締役社

長 

2015年６月 スカパーＪＳＡＴ株式会社 宇宙・衛星事

業部門 宇宙・衛星事業本部 官公事業部

長 

2016年７月 株式会社エンルート 取締役 

2019年６月 スカパーＪＳＡＴ株式会社 執行役員 宇

宙事業部門 宇宙・衛星事業本部長 

株式会社ディー・エス・エヌ 代表取締役

社長 

2021年９月 スカパーＪＳＡＴ株式会社 執行役員 メ

ディア事業部門 メディア技術本部 本部

長代行 

2021年11月 同社 理事 

2021年11月 株式会社ＱＰＳ研究所 取締役 

2025年８月 同社 取締役執行役員営業本部長（現任） 

（注）２ － 

取締役 三輪 洋之介 1965年５月15日生 

1989年４月 三井物産株式会社 入社 宇宙航空部配属 

1997年８月 Tombo Aviation,Inc（米国）出向 

2005年８月 Mitsui Rail Capital Europe B.V.（蘭）

CFO 出向 

2010年７月 三井物産電力事業株式会社 CFO 出向 

2020年６月 Spaceflight,Inc（米国）CFO 出向 

2025年４月 株式会社ＱＰＳ研究所 入社 社長室長 

2025年６月 株式会社ＱＰＳ研究所 執行役員 経営管

理本部長 CFO 

2025年８月 同社 取締役執行役員経営管理本部長 

CFO（現任） 

（注）２ － 
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 
（株） 
（注）４ 

取締役 西村 竜彦 1979年１月３日生 

2003年４月 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケ

ーションズ株式会社（現ソニー株式会社） 

入社 

2013年６月 株式会社産業革新機構（現株式会社ＩＮＣ

Ｊ） 入社 

同社 ベンチャー・グロース投資グループ

マネージングディレクター（現任） 

2014年２月 株式会社Trigence Semiconductor 社外監

査役 

2017年10月 株式会社ＱＰＳ研究所 社外取締役 

（現任） 

2017年12月 株式会社ispace 社外取締役 

2018年６月 UMITRON PTE. LTD. 社外取締役 

2019年３月 株式会社Ridge-i 社外取締役（現任） 

2024年３月 Frontier Innovations株式会社 

代表取締役社長（現任） 

（注）２ － 

取締役 

常勤監査等委員 
坂田 誠治 1964年12月22日生 

1989年４月 株式会社福岡銀行 入行 

2012年４月 同行樋井川支店 支店長 

2015年４月 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 

監査部 主任調査役 

2023年４月 同社監査部 シニアスペシャリスト 

2025年７月 株式会社ＱＰＳ研究所顧問 

2025年８月 同社 取締役 常勤監査等委員（現任） 

（注）３ － 

取締役 

監査等委員 
中原 一徳 1974年１月１日生 

1997年４月 福岡市役所 入所 

2001年10月 有限責任監査法人トーマツ 入所 

2007年８月 Ernst & Young TAS株式会社 入社 

2010年４月 株式会社ドーガンアドバイザーズ 入社

（現株式会社ドーガン） 

2013年12月 同社 取締役副社長 

2018年12月 公認会計士中原一徳事務所 開業（現任） 

2019年１月 ＴｏＣアドバイザリー株式会社 設立 

代表取締役（現任） 

2019年５月 福岡市保健医療施設指定管理者選定・評価

委員会委員（現任） 

2020年６月 福岡市健康づくりサポートセンター指定管

理者選定・評価委員会委員（現任） 

2021年８月 株式会社ＱＰＳ研究所 取締役監査等委員 

（現任） 

2022年４月 株式会社アーキベース 社外監査役 

（現任） 

2023年７月 ＮＣＢ九州活性化３号投資事業有限責任組

合 投資委員会委員（現任） 

（注）３ － 

取締役 

監査等委員 
橋本 道成 1978年４月２日生 

2007年12月 弁護士法人北浜法律事務所 入所 

2012年４月 みずほインベスターズ証券株式会社（現み

ずほ証券株式会社） 出向 

2015年４月 三井物産株式会社 出向 

2017年１月 如水法律事務所 設立（現弁護士法人如水

法律事務所） 代表（現任） 

2020年６月 株式会社トライアルホールディングス 社

外監査役（現任） 

2020年11月 株式会社SENTAN Pharma 社外取締役 

2020年12月 ニッポンインシュア株式会社 社外監査役 

（現任） 

2021年５月 株式会社キャム 社外監査役（現任） 

2021年８月 株式会社ＱＰＳ研究所 取締役監査等委員 

（現任） 

（注）３ － 

計 4,000,000 

 （注）１．西村竜彦、中原一徳及び橋本道成は、社外取締役であります。 

２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会の終結の時までであります。 
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３．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主

総会の終結の時までであります。 

４．所有株式数については、2025年５月31日現在において所有する、ＱＰＳ研究所の株式数であります。 

５．監査等委員会の体制は、次のとおりとなる予定です。 

委員長 坂田誠治、委員 中原一徳、委員 橋本道成 

 

② 社外役員の状況 

 当社の社外取締役は３名となる予定です。 

 社外取締役 西村竜彦は、ベンチャーキャピタリストとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、同氏の

知識と経験に基づき当社の経営を監督していただくとともに、当社経営全般に助言を頂戴することを期待してお

り、さらなる当社の成長及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため社外取締役として選任する

予定です。なお、同氏は社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありま

せんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。なお、西

村竜彦との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。 

 社外取締役（監査等委員）中原一徳は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有してお

り、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査等委員としての職務を適切に遂行していただけるも

のと判断し、社外取締役（監査等委員）として選任する予定です。なお、中原一徳との間に、人的関係、資本的

関係又は取引関係その他利害関係はありません。 

 社外取締役（監査等委員）橋本道成は、弁護士としての高い専門性及び企業法務に精通した知識を有すること

から、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査等委員としての職務を適切に遂行していただける

ものと判断し、社外取締役（監査等委員）として選任する予定です。なお、橋本道成との間に、人的関係、資本

的関係又は取引関係その他利害関係はありません。 

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係 

 監査等委員は、会計監査人と定期的もしくは必要の都度面談や電磁的方法による情報共有等により、情報交

換、意見交換及び監査結果の確認を行う予定です。 

 なお、監査等委員、内部監査人及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて定期的もしくは必要の都度情報

を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めてまいります。 
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（３）【監査の状況】 

① 監査等委員監査の状況 

 当社は新設会社であるため、該当事項はありません。 

 監査等委員会は３名で構成され、１名の常勤監査等委員のもと、会計監査人、内部監査人と連携を図り、会社

の内部統制システムを通じて、充分な情報収集及び的確な監査業務を行う予定です。毎月１回の定時監査等委員

会の開催に加え、重要な事象が発生した場合、必要に応じて臨時監査等委員会を開催するか電磁的方法等により

協議、意見交換を図り、法令、定款及び監査等委員会規程に基づき、重要事項の決議及び業務の進捗報告等を行

ってまいります。また、常勤監査等委員は年間監査計画書に従い、業務執行取締役等からの業務報告の聴取、重

要な決議事案の内容確認等を通じて、取締役の職務執行に対して監査を実施してまいります。 

 なお、社外取締役（非常勤監査等委員）の中原一徳は、公認会計士としての経験、知識を有しており、それら

を監査等委員監査に活かしていただくことを期待しております。社外取締役（非常勤監査等委員）の橋本道成

は、弁護士として高い専門性及び企業法務に精通した知識を有しており、それらを監査等委員監査に活かしてい

ただくことを期待しております。 

 

② 内部監査の状況 

 当社は新設会社であるため、該当事項はありません。 

 当社の内部監査は、専門部門として内部監査室を設置せず、代表取締役社長の命により内部監査担当者２名が

担当する予定です。内部監査担当者は、内部監査人として業務部門から独立した立場で当社の業務執行状況を監

査し、コンプライアンスの徹底とリスク防止に努めてまいります。内部監査担当者は、自己監査とならないよ

う、自己が所属している部門以外について内部監査を実施してまいります。内部監査実施後、作成された監査報

告書は代表取締役社長に提出され、改善が必要と思われる事項がある場合、代表取締役社長の意を取り纏め、代

表取締役社長名にて改善指示書を被監査部門へ送付します。被監査部門長は、改善指示のあった事項について、

その改善状況について内部監査人をとおして代表取締役社長に報告し、内部監査人はその改善状況を確認しま

す。 

 

③ 会計監査の状況 

 当社は新設会社であるため、該当事項はありません。なお、有限責任監査法人トーマツを当社の会計監査人と

して選任する予定です。 

 

④ 監査報酬の内容等 

 当社は新設会社であるため、該当事項はありません。 

 

（４）【役員の報酬等】 

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 

 当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。 

 報酬等の額については、株主総会の決議により定める取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等

委員である取締役それぞれの報酬等の総額の限度内において決定する予定です。 

 当社の設立の日から最初の定時株主総会終結のときまでの期間の取締役（監査等委員である取締役を除く。）

及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の総額は、株式移転計画書附則第２条をご参照ください。 

 

② 上場申請会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 

 当社は新設会社であるため、該当事項はありません。 

 

③ 上場申請会社の役員ごとの報酬等の総額等 

 当社は新設会社であるため、該当事項はありません。 

 

④ 使用人兼務取締役の使用人給与のうち重要なもの 

 当社は新設会社であるため、該当事項はありません。 

 

（５）【株式の保有状況】 

 当社は新設会社であるため、該当事項はありません。 
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第５【経理の状況】 
 当社は新設会社であるため、該当事項はありません。なお、当社の完全子会社となるＱＰＳ研究所の経理の状況につ

いては、ＱＰＳ研究所の有価証券報告書（2025年８月27日提出）をご参照ください。 
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第６【上場申請会社の株式事務の概要】 
 当社の株式事務の概要は、以下のとおりとなる予定です。 

事業年度 毎年６月１日から翌年５月末日まで 

定時株主総会 事業年度の終了後３ヶ月以内 

基準日 毎事業年度末日 

剰余金の配当の基準日 毎年11月末日又は５月末日 

１単元の株式数 普通株式 100株 

単元未満株式の買取り  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

取次所 － 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 

電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公

告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法に

より行う。 

なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次

のとおり。 

https://i-qps.net/ 

株主に対する特典 該当事項はありません。 

 （注） 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、

定款に定める予定です。 

(1）会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

(2）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 

(3）株主の有する株式数に応じて募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利 



- 109 - 

 

第７【上場申請会社の参考情報】 

１【上場申請会社の親会社等の情報】 

 当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 

 

２【その他の参考情報】 

 当社は、株式移転計画に係る取締役会決議日（2025年７月11日）から本報告書提出日までの間に次の書類を提出し

ております。 

(1）有価証券届出書（組織再編成・上場）及びその添付書類 

2025年８月７日福岡財務支局長に提出 

 

(2）訂正届出書（上記有価証券届出書（組織再編成・上場）の訂正届出書）及びその添付書類 

2025年８月29日福岡財務支局長に提出 

 

 なお、上場申請会社である当社の完全子会社となる予定のＱＰＳ研究所が、最近事業年度の開始日から本報告書提

出日までの間において提出した有価証券報告書及びその添付書類、半期報告書、臨時報告書並びに訂正報告書は以下

のとおりであります。 

（１）【組織再編対象会社が提出した書類】 

①【有価証券報告書及びその添付書類】 

事業年度 第20期（自 2024年６月１日 至 2025年５月31日）2025年８月27日関東財務局長に提出 

 

②【半期報告書】 

 該当事項はありません。 

 

③【臨時報告書】 

 ①の有価証券報告書の提出後、本報告書提出日（2025年11月４日）までに以下の臨時報告書を提出しておりま

す。 

 金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会

における議決権行使の結果）の規定に基づく臨時報告書 2025年８月29日に関東財務局長に提出。 

 

④【訂正報告書】 

 訂正報告書（2024年８月29日に提出した第19期有価証券報告書の訂正報告書）を2025年８月27日に福岡財務支

局長に提出。 

 

（２）【上記書類を縦覧に供している場所】 

株式会社ＱＰＳ研究所本店（福岡県福岡市中央区天神一丁目15番35号） 

株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 
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第三部【上場申請会社の保証会社等の情報】 
 該当事項はありません。 

 

第四部【上場申請会社の特別情報】 

第１【上場申請会社の最近の財務諸表】 

１【貸借対照表】 

 当社は新設会社であり、本報告書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。 

 

２【損益計算書】 

 当社は新設会社であり、本報告書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。 

 

３【株主資本等変動計算書】 

 当社は新設会社であり、本報告書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。 

 

４【キャッシュ・フロー計算書】 

 当社は新設会社であり、本報告書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。 

 

第２【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】 
 該当事項はありません。 
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